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全国労働安全衛生センター連絡会議

第15回総会lま玄24・25福岡
全国安全センターの第JS回総会は、2004年7月24日（土）14:00-25日（日）12:00、福岡県

福岡市の「ホテルレガロ稲岡」で開催いたします。

一日目（7月24日午後）は記念学習会を開催し、二日目 （7月25日午前）に通常の総会議事を

行いたいと考・えています。記念学習会の講師には、以下の方々を予定しています。

天明佐臣氏（全国安全センター議長、神奈川県勤労者医療生｜出港町診療所所長）

「これからの労働安全衛生活動と安全センターの役割J

井上浩氏（全国安全センター顧問、元労働基準服督署長）

「労災保険の民営化をめぐる諸問題」

織田智平氏（全国脊髄国傷者連合会九州ブロック会長）

「被災者の立場からの提起（仮題）」

くわしいご案内や総会議案等はおって槌起させていただきますが、いまからご予定しておいて

いただければ幸いです。

記念学習会も含めて、会議の持ち方や内容についての、ご意見・御提案を歓迎します。

会場は、福岡空港から車で15分、JR博多駅からm：または地下鉄で約10分、最寄りの地下鉄

駅は「千代県庁口駅」（4番出口徒歩4分）となります。
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• JR「j!}J多駅」より車で10分、または地下鉄で約 10分

・地下鉄「千代県庁口駅」下車4番出口より徒歩4分

・西鉄パス「千代町」，，ス停下車徒歩4分

• JR「吉塚駅」より徒歩 11分

日時： 2004年7月24日（土） 14:00～7月25日（日） 12 :oo 
会場： ホテルレガ口福岡

〒812・0044福岡県福岡市開多区千代1-20-31TEL(092) 651-7611/FAX (092)651-9567 

参加費： 20,000円（資料代・街泊費・食費込み）



安全センタ 情報2004年5月三目次[全国労働安全衛生センタ 連絡会議通巻第308号 2004年4月15日発行]

E ~F雪雄容f遺伝rnt司;~宝刀[9足量僻事司・・・・・・・

初の放射線被曝による
多発性骨髄腫の労災認定
原子力発電所での補修作業が原因

安全セン ター片岡明彦 2 

多発性骨髄腫と放射線被曝との因果関係 12 

|労災保険をめぐる論点

労災診療報酬点数表の構築
日本医師会労災・自賠責委員会 … … 22 

労災病院の再編計画
実施は独立行政法人労働者健康福祉機構 27 

労災障害等級表の見直し等
審議会労災保険部会における議論 31 

|ドキュメント

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
早期警告からの遅い教訓:予防原則 34 

労働災害防止計画の「総合評価J 46 
各地の便り/世界から

神奈川・両足膝下切断労災裁判が解決… 50 

東京・害虫駆除作業者の有機リン中毒認定 52 

栃木・電気工事応勤務、46歳で中皮腫死亡 … 52 

東京.続発性気管支炎不支給処分取り消し 53 

埼玉等・機能していないじん肺の管理・補償… 54 

世界.4.28全ての者に安全で健康的な労働を一 55
表紙写真/多発性骨髄腫の労災認定を求める署名を提出・交渉(2004.2.13厚生労働省)



特集/多発性骨髄腫初の労災認定

初の放射線被曝による「多発性骨黼腫」の業務上認定
原子力発電所での補修作業

片岡明彦
関西労働者安全センター事務局

本誌既報(2003年11月号)の配管技術者•長尾 
光明氏(大阪市在住)が、「多発性骨髄腫を発症し 
たのは原発内作業での放射線被曝が原因」として、 
富岡労働基準監督署(福島県)に労災請求していた 
件で、富岡労基署は今年1月13日付けで業務上疾 
病として支給決定を行った。原発労働者については、 
職業がんでは白血病で5件が労災認定されている 
が、多発性骨髄腫では初めてのケースとなった。
業務上との結論そのものは妥当なものだったが、 

長尾氏側が労災請求の過程で提起した「福島第一 
原発におけるa核種汚染とそれによる内部被曝の 
可能性」については、事実上無視されたかたちとなっ 
た。事業主側である東芝(工事の元請会社)、その 
下請けの石n ［島播磨重工業(IHI)、その下請けで 
長尾氏の直接の雇用主である石j 11島建設プラント 
建設(IPC)、そして、主な被曝原因となった福島第一 
原子力発電所の所有者である東京電力の、本件に 
ついての責任問題は未解決である。また、現行の 
放射線作業従事者の健康管理対策の不備が、長 
尾氏の労災請求を遅延させた要因になったこどb見 
過ごせない問題である。

2月14日、長尾労災認定報告集会が東京で行わ 
れた(次頁写真)〇集会には支援に集まった団体、 
個人を中心に関心を持つ人たちが参加し、今後、こ 

うした課題に取り組んでいくことを確認している。
以下、本件労災認定と今後の課題について報告 

する。
なお、本誌では2003年11月号でその時点までの 

報告、また、本稿にも登場する医学的因果関係に 
ついての村田三郎医師意見書(2004年1-2月号)、 
福島第一原発におけるa核種汚染による内部被 
曝の可能性のついての小山英之氏意見書(2004年 
3月号)を掲載しているので、適宜参照されたい。

因果関係認めた厚労省検討会
労災認定基準(昭和51年11月8日付け基発第810 
号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準 
について」)に貝Ijって、長尾氏の労災請求を受理し 
た富岡労基署は、厚生労働本省に業務上外につ 
いて「りん伺」した。本省は、りん伺を受けながら内部 
調整を行い、専門家による検討会を召集、3回開催 
し、業務上との結論を出した。検討会の経過等は厚 
労省インターネットサイトに掲載されており(http:// 
www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#roudou)、 
次のような内容であった。。
第1回議事概要(2003年10月23 E)
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(出席者)
医学専門家一明石真言、草間朋子、酒井邦夫、 
別所正美

厚生労働省一菊入閲雄、小池廣治、黒谷一郎、 
田中浩二、他

(議題)
(1)検討会開催の趣旨•目的について
⑵個別労災請求事案に係る医学的事項につい 

て
⑶追加調査等について
⑷その他
(配布資料)資料1電離放射線障害の業務上外に関する検討 会開催要綱資料2業務上疾病に関する法令等資料3昭和51年11M8B付け基発第810号「電 離放射線に係る疾病の業務上外の認定基 準について」資料4個別労災請求事案に係る概要 資料5個別労災請求事案に係る資料資料6「電離放射線障害に関する最近の医学的知 見の検討」(平成13年度委託研究報告書) 資料7厚生労働省および専門委員の検討会に向 けた「要請書」及び「参考資料」

(議事概要)
⑴事務局から検 
討会開催要綱 
(資料1)にっい 
て説明。

(2) 事務局から関 
係法令漬料2) 
及び認定基準 
(資料3)にっい 
て説明。

(3) 事務局から資 
料4に基づき労 
災請求事案の 
概要にっいて 
説明。

(4) 今後の検討 
の方向性にっ 
いて、韻2、3、 
6、7を用いて検 
討。

•多発性骨髄腫の発生機序、病像にっいて検討。 
•電離放射線と多発性骨髄腫との因果関係にっい 

ての検討を行うために、関連する文献のレビュー 
を行うこととなった。

⑸資料5を用いて、当該個別労災請求事案に係 
る追加調査等の必要性にっいて検討。

(照会先)労働基準局労災補償部補償課職業病認 
定対策室職業病認定業務第二係TEL03-5253- 
1111(内線 5571)

(資料1)電離放射線障害の業務上外に関する検討会開催要綱1.開催目的
放射線業務従事者に発生した疾病の労災認定に 

当たっては、昭和51年11月8日付け基発第810号 
「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準に 
ついて」に基づき、その処理を行っているところであ 
り、認定基準に定めていない電離放射線障害につ 
いては、本省りん伺事案として取り扱われているとこ 
ろである。

安全センター情報2004年5月号3



|特集ヌ多発注骨髄帳紛の労災認定 E

今般、多充干|骨髄腫を発帰したとして、!息子力発

電施設で欣射線業務に従事していた労働者か3労

災請求された事実について、福島労働局長より本

省労働基準局長に対し、りん制されたところである。

ついては、当該事案について業務上による疾病

か台かの判断を行う必要があるととから、「電離放

射線障需の業務|外に関する検討会J(以下「検討

会」という。)を開催し、業務上外の判断に係る医学

上の志見を求めるものである。

2 検討会の構成等

(1) 本検討会は、検討結県が取りまとめられた時

点において終了するものとする。

(2) 本検討会は、別紙の医学専門家を参集者とす

る。

(3) 本検討会には、座長をおき、検討会を統折す

るものとする。

(4) 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外

の関係領域の専門家の参集を依頼する三とがで

きるものとする。

3目その他

(1)本検討会は、個別事案について取り扱うため

非公閣とする。

(2) 参集及び検討会運営に閣する庶務は、厚生

労働省労働法準局労災補償部補償課職業病認

定対策室において行う。

［参集者名簿］

明石真子言宇 放射線医守γf総f合守釧究所緊急i2
療研究セン夕一被ばく R院E療R部日長放射

線臨床

草間朋子大分県立看護科学大予J予長放射線

健康管理学

酒井邦J 新潟労災病院院長欣射線医学
別所止夫埼玉医科大γ血液内科教授臨床血

液学

第2回議事概要(11月2日日)

(議題)

(1) 多発性骨髄腫と電離欣射線との岡県閣係につ

いて

(2)その他

(配布資料)

資料I個別労災請求事案に係る資料

資料2業務上坂病に関する法令等

資料3請求人に係る診断概要

資料4請求人に係る臨床経過概説

資料5多発性骨髄腫と欣射線被ばくとの岡県関係

に係る文献レビューリスト

(議事概要)

(1)多発性骨髄腫の診断について資料1, 3、4を

用いて検討を行った。請求されている事案の疾病

について、国際的な診断基準等に照らしたところ、

臨床的には、主治医の診断どおり「多発性骨髄

腿」と判断して問題ないと考える。しかしながら、さ

らに正確を期すため手術11寺の病理組織検杏の

診断結米等を取り寄せる必要があるとの見解に

達した。また、発症年月日についても同じく主治医

の判断どおりとして問題ないと考える。

(2) 欣射線被ばく以外に造 1I11器障当を発症させる

おそれがある化J予物質の使用の有取について、

確認を行う必叫があるとの見解に注した。

(3) 多発性骨髄腫と般射線被ばくとの岡県閣係に

係る文献レビューの途中経過について資料5を

JIJいて説明が行われた。文献は、主として「アメリ

カの National Librarv of Medicineの職業及

びi環境に関する論文のデータベース (PubMcd) J

をJIJいて、 「放射線」 、 「多充'1"1骨髄腫」、「疫学」の

3つのキーワードで検系'をfTった結巣、収集・内

容詐価を行うごととしているが、現段階において

は、全部のえ献収集が終fしておらず、立;献の

内存評価も終了していないことかう、今回の会議

においては、現存の作業の進捗状況の報汗が

なされた。

第3回議事概要 (12月 11円)

(議題)

(1)多発性骨髄臆と電離欣射線との岡県閣係につ

いて

(2) その他

(配布資料)

資料l業務上疾病に関する法令等

資料2個別労災請求事案に係る資料

資料3請求人に係る病理組織検査結以
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資料4多充'VI骨髄腫と放射線被ばくとの囚果団係

について(案)

資料5請求人に係る電離放射線障害の業務上外
に関すξ検討会報告書(案)

(議事概要)

(1) "J該事案に係る茨病汝び放射線被ばくι外の
'～囚による多充'1'1 骨髄腫の可能n について検

討をfTった。
(2) 多発性骨髄l回と放射線被ばくとの凶果関係に

閲する疫学調杏の概弘?をとりまとめた資料4によ

り検討が行われた。

(3) = : : 1 1までの検討を踏まえて資料5について検討

を行った。請求人に充症した疾病(多発' 1 "1骨髄腫)
と業務との関連について結論が得られ、報告書
の応終とりまとめについては座長一任とされた。

(4) 検討結果については伺別事案のため非公開
とするカえその検討結以江基礎となる文献レビュー

については公開することとなった。

な主主「局青求人に係る電離政射線障百の業務上
外に関する検討会報告占」について伯報公開法に

基づく闘示請求を行ったところ、全7ページをうちr7
欣射線被ばくと多発性骨髄腫との関連について」

(約 lページ分)以外はで墨で黒塗りされた状態で
閣ボされた。

以上を此でのとおり、検討会では、多発性骨髄
l民と放射線被曝との疫守的凶果関係の検討を文献

レビューを中心に行い、その結果と、長尾氏の病歴、

職歴の個別検討をふまえて長尾氏のケースを判断
した。そして、中心課題であった疫学文献レビューの

ついてだけは、「多発 'VI骨髄腫と放射線被ばくとの

閃米関係について」としてサイトに開示され、その「結
論」部分では次のように述べられている (r多発性骨

髄腫と放射線被ばくとの因果関係について」本稿末
資料)。

E 結論

現在までに報告されている反学調査の粘栄から、
多発性骨髄腫と放射線被ばくとの聞には以下の関

係があると考えることが妥当である。
(1) 原子力施設の作業者を対象にした疫学調査で

は、 internal analysisにおいて、有意な線量反応

閣係が認められており、 5 0 m S v以上の被ばく群 
での死亡がとの関係に特に寄与している。

(2) 4 0 - 4 5歳以|の年齢における放射線被ぱくが

多発性骨髄腫の発生により大きく寄日している。

(3) 多発性骨髄!障の発起年齢は被ばく時年齢が

高齢になるにしたがって高くなる。

長尾氏の場台、(1) 被H跡事呈は70mSv、(2)放
射線被曝したのは5 2歳か巳の4年3か月|山、であり、

この「結論」の条件に合致する。ただし、これらの点

はすでに長尾氏側カミら提刑されたやl出医師4吉見占

などで主張されていたことであった。そして、他に有

力な原岡はみつからないことから、検討会は、「業
務上」と結論つけたと考えられる。

因果関係認めたくない東京電力

長尾氏江被曝の8剖以|をr'iめと福局第一原発

をかかえる東京電力は、労災認定を受けて、次の
ようなコメントを刑した。

多発性骨髄腫に係わる労災認定について(メモ)

1記事概要
0宵同労働基準監督署は、当社福局第一!虫千)J
発電所などで働き、退職後、多発性骨髄腫を発
病したノじフ。ラント建設会社社以長尾光附(ママ)さ

ん(78才)に対して、労災認定していた。

O本人は、昭和1 5 2年かう5 6年の問に、東電福烏
第一、ふげん、中電il~岡原子力発電所で働き、

総量で約7 0ミリ・ンーベルトの放射線を受けてい

る。福島第 原子力発電所では、 2、3片機で働
吉、 5 9 . 6ミリシーベルトを受けている。

01.原子)J発宿所での作業中、長期被ばくした人か

ら労災認定申請は、これまで長居さんを含めて全

|玉|で 10件あり、 1'1血病の5件が認定されているカえ

多発刊骨髄腫での認定は全国ではじめて。

2 当社のスヲンス
0lli J紙参照。
0なお、 1/21の福局民報、民』どでは、「多充刊骨髄

腫にかかったのは、原子力発電所で放射線を受
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けたことが原因だったとして労災と認定した。」と報

じているが、政射線作業従事者の労災認定は、
発病した 1'1血病が放射線の影包2とわカミらない場

合においても、労働者保護の観点カ沿認定され

る毛のであることか3、認定されたことが欣射線と

発病の凶果関係を認めたととではない。

3 参考
欣射線に係わる浜病の認定基準
1'1血病については、労災として認定さオ凶要件は

以下の3点。
(1) 受l力三欣射線量が放射線作業に従事した期間

の年平均が5ミリシーベルト以上。
(2) 放射線作業に従事した後、 1 +ド以|経過後に

発生していること。
(3) 骨髄性の 11血病またはリンパ性の 11血病であ

ること。

多発性骨髄腫については、白 Illl病と見なり、これ
まで明確な法準がなかったが、厚生労働省が平成

15 ド+ 10月に「唱離放射線障害の業務卜外に閲す

る検討会」を設け、医学専 1J"家の,首見を踏まえて検

討を行ってきた。
以|。

(別紙)

多発性骨髄腫に係わる労災認定に
関する基本的スタンス

O~社の原子力発電所に従事された方が労災市詰

を行い、最近、労災認定を受けたことについては、

新間報道等で承知している。
0今回の労災認定については、厚生労働省が然る

べき手順に則り、専門家の意見を踏まえてなされ

たものと考えている。当社としては、この判定にコ
メントする立場にない。

0労働者災需補償保険制度に才卦ナるd屯離放射線

に係わる疾病の認定については、直接的な岡県

関係が明らかでなくても、労働者救済と, lう観点

に基づlミて認定されることがあると理解している。

O当社の原子力発電所に主ういては、作業者が受け
る線畳については厳重な管瑚を行い、法令に定

められた線量限度を守ることは主とより、線量低
減対策を積極的に取り人れ、できる限切'F業員が

受ける線量を低くするよう努めており、今後もこの

ような管理を徹底していく。
以上。

閃*閣僻ジを認めた厚労省検討会の業務上判断

に対して、間接的な表現ながら「受け入れ難い」とい
う二ト今旨である。

コメント'1'にあるように、白Illl病の労災認定基準

に関してはかねて、電力会社側、一部の「与門家」

から「労働者救済のための基準Jr因果関係を認

めた毛のではなしりとしゅ主張なり亘伝がfTわれて

きた。束電コメントはその延長線上のものである。

しかし、今|門|は、多発' 1 ' 1骨髄腫と放射線被曝との

疫学的(すなわち医学的)岡県関係を検討した結泌
を長尾さんにあてはめた上での結論である点で、そ

うした従来の原子 )J事業者側の見解が当てはまら

ないことは明らかなのである。

この点は(不|分性をもっ検討結果であるにもか

かわらずに非常に重必である。

東京電力、東芝などの無責任姿勢

長尾氏の労災認定に際して、東京電力はもちろ

ん、東芝、 IH I、I P C 、という関係企業から長尾氏へ 

のお詫びの言葉はない。東省コメントのごとく、因果

関係を認めない、というのが彼らの基本主主勢とみら
れる。ひどい話である。

長尾氏は全造船機械労働組合神奈川地域分会

(よこはまシティユニオン、以下ユニオン)に加入し、
ユニオンでは労災請求中の昨年9月以来、東芝、

IH I、I P Cに対して、労災認定への協力、情報提供、

岡休交渉を申し入れてきたが、各干十は判で押したよ
うにほe.!uど日ーの「ゼロ回答Jr括合回答」を行コて

きた。ユニオンは労災認定を受け、たとえば東芝に
対して次のように申し人れを行った。

抗議ならびに申し入れ書

当分会組合員長尾の原発労災問題に関する当
労組の団体父捗要求に対して、貴社は、 2003 年 10
月31tHJ の|門|答書において、 「必l止があれば凶体

交渉に応じることについてやぶさかではございませ
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ん」としなカtらも、組台H長尾を「雇用していたことが

ありません」ので、「団体交渉を受ける¥r.場にはな llJ

としている。さらに、 2∞4年 1月 13 F1付けで組合員長

尾の多発性骨髄l民について、富岡労働法千戸駅督

署が業務|決定したが、当分会の川|本が問中氏に

架電、確認したところ、「事実は新間報道で承知して

いるが、そのととによって、対比、を変えるつもりはな

Lりとのことであった。

上記のような貴社の対応は、明らかな同休交渉

拒合である。とのような不ヨ労働行為は到底認め

がたいものであり、厳重に抗議する。同|噂に、以下

のi且り申し入れる。

記

1 最高裁判例においても明らかにされたとおり、

直接の雇用主でなくても、五質的に労働条件を決

定する者が、少なくともその事頃に関して使用者

として団体交渉応諾義務がある。組合員長尾の

原発内被ばく労働については、当然当時の元請

事業主で庄る貴社が、その労働尉境その他を決

定、管理する¥r.場にあったのであり、直ちに凶体

交 i昔、に応じるべきである。以上をふまえて、岡休

公渉権に関する貴社の見解を明らカヰこすること。

2 . 1iili のとおり、組合員長尾が、員社の現場で

就労したことが原岡で発症した多発性骨髄腫は、

労働法治恥督署が職業病として認定した。このこ

とについての、員社の見解を明らかにすること。

3 貴社が富岡労働基準監官署に提出したとされ

る、組合員長尾の労災保険請

求に閣する「必要資料」や、組

台H長尾が福島第一原発で就

労していた当時α核積が放出

されたという事実に闘して、貴干十

が所有している資料、情報を全

て当分会に提供すること。

4 上記 )-3 項目に関して、文

」Jで明確に回答するとと。

これに対し東芝は、 2月 18tIに

直接申し入れを受けξと返拝して

いたが、直前になって、「女｛)～;しな

い」と由会をJ巨斉してきた。 |可H、

東芝でユニオ二の抗議fT重｝Jが行

われている(当真)。

今Inl江労災認定は束忠世)Jや東芝等が言うよう

な「恩志的措置」ではない。それどころか、長尾さん

は~然の権利として労災認定を受けたtのの、時効

で請求権の多くが消滅していたという不利益を余儀

なくされている。

しかも、被曝原凶には、足近、|付部件発で露見し

た福局第一原発におけるプルトニウム汚染が閃与

していた可能性が～るにもかかかるず、京電、東芝

等の責任企業は情初開示を全くしようとせず、不法

な凶交J巨百を行い、長尾氏への加需責 fi今について

「知らぬ存ぜぬ」を決め込もうとしているのである。

このようなととは断じて、許されるととではない。

無視されるα核種汚染と内部被爆

内部告充によって、長尾氏が就労した|時期に福

島第 原発で燃料棒損傷が原閃とみられるα核種

(プルトニウL、など)汚染が存有した。長尾氏側は労

災請求と併せて、この汚染が内部被曝をもたらした

ことが推測され、実際は、欣射線管理子 l帳に記録

された 7 0 m S vをはるかにこえる被阪があったのでは

ないかと主長した(小 111意見書)。

残念なが弘検討会の検討結栄やそれに基づく

!早労省の「業務上」との結論は、との問題を「避けて」

下されたとみられる。それは、検討会の議事概咲か

らも推測され、長尾氏の文援岡休との交渉におけ
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る厚労省担当者の発言等均、らも読み収れる。長尾

氏側の指摘に基づき厚労省は東芝等に閣連資料

の提問を求めたらしいが、それに対する回答内容

について明らかにすξ二とを「職権調査の内容は明

かせない」として拒否している。おそらく、 '1'身のある

資料は提附されていないのだろうと思われる。

もし、「 α核種汚染と内部被曝」が白Hにもとに曝

されξことになれば、長尾氏の被曝と多発性骨髄腫

発症に対する東電、束芝等の企業責任の重大性、

必質刊がー屑明らかになり、放射線被曝との因果

関係もより強固な毛のであると認定されξことになる。

さらに、～時、福島第一原発で放射線作業に従

事した多数の労働者にかかりフ事は 屑重大なも

のとなる。長尾氏は、就労当時、 α核種汚染の実態

を全く知らされていなかったし、大多数の労働者も同

様であった。信じられない犯亦的行為が行われてい

たのである。

長尾氏問題での責任回避、出町の犯罪的汚染隠

し隠散の事実からの逃亡、これが企業側が事実を

ひた隠Uごしようとする理F I lで庇る。労働者の命と健

康に対して責任のある)早労省が、「事実が確認でき

ない」という逃げ腰であることもl噴飯ものであるが、

これを利用して各企業が責任逃れを図ることは許さ

れない。

企業責任追及と健康管理対策改善

長尾氏労災認定を求足る運動には多くの凶体・

個人が結集し、大きな力となった。 2/1 4集会では今

回の認定が大きな成果であるとともに、今後の課題

もまた明確になったことが確認された。

第一に、長うまでもなく企業責任の追及である。

労災認定されたととかうはを青け、凶果関係すら認

めようとしない無責れ企業群は徹氏して批判されな

ければならない。ユニオンを '1'心とする運動が企業

群を追いつめていくに違いない。 α各種汚染隠し問

題は六きな焦点になるだろう。

第二に、政射線作業従事者、とりわけ離職者健

康管理対策改善の問題である。とりあえずすくにで

もでさることがまる。労働安全衛乍法における健康

管理子l帳の交付対象に、欣射線作業従事離職者

を合めることである。

労働女P全衛生法の規定は次のようになっている。

労働安全衛生法(昭和 47年6月8日法律第57号)

(健康管理手帳)

～67条都道府県労働局長は、がんその他の垂

度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政

令で定めるものに従事していた者のうち、厚十労

働省令で定める要件に該当する者に対し、離職

の際にムくは離職の後に、～該業務に係る健康

管理手帳を交利するものとする。ただし、現に当

該業務に係る健康管理子l憶を所持している者に

ついては、との限りでない。

2 政府は、健康管理手帳を所持してL渇者に対

する健成診断に闘し、厚生労働省令で定めると

ころにより、必要な措置を行なう。

3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康

管理子l帳を他人に譲渡し、又は貸日しではならな

4 健康管理手帳の様式そ川也健康管理手帳に

ついて必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働安全衛生法施行令 (H併日47年8月 19日政令

第 318号)

(健康管理手帳を交付する業務)

第 23条法第67条第l項の政令で定民る業務は、

次のとおりとする。

ベンジジン及びその堀(これらの物をその重量

のーパーセントをこえて含有する製剤その他の物

を台む。)を製造し、又は収り扱う業務

二ベータ ナフチルアミン及びその栴にれらの

物をその重畳のーパーセントをとえて含有する製

剤そ江他7物を台む。)を製造し、又は取り扱う業

務
二粉じん作業(じん肺法 (Hi J,f O35年法律第30号)
第2条第l J自第3号に規定する粉じん作業をいう。)

に係る業務

阿クロム酸及び主クロム酸並びにこれらの塩(と

れらの物をその重量のーパーセントを超えて合有

する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取

り扱う業務にれらの物を鉱石から製造する事業

場以外の事業場における業務を除く。)

五三酸化枇素を製造する工程において焔焼若
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しくは精製を行川又は枇素をその重量の=パー

セントを超えて含心する鉱石をポット法若しくはグ

リナワルド法により製錬する業務

六コークス又は製鉄川発中炉ガスを製造する業

務(コークス炉上において若しくはコークス炉に

接して又はガス発生炉上において行う業務に限

る。)

七ビス(クロロメチル)エーテルにれをその重量の

ーパーセントを超えて含有する製剤その他の物

を台む。)を製造し、又は取り扱う業務

八ベリリウム及びその化合物にれらの物をその

霊屋のーパーセントを超えて含有する製剤その

他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量

の三パーセントを超えて含イjするものに限る。)

を含む。)を製造し、ムくは取り扱う業務にれらの

物のうち粉状の物以外の物を取り扱ううた務を除

く。)

九ベンゾトリケロりドを製造し、えは取り扱う業務

(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベ

ンゾトリクロリドを製造する事業場における業務

に限る。)

十塩化ビニルを重合する業務又は密閉されてい

ない遠心分離機を用いてポリ堀化ビニル(栴イヒヒ

ニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分

雌する業務

十 石綿(これをその重量のパーセントを超え

て含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、

又は11 1 (り扱う業務

十二ジアニシジン及びその栴にれらの物をその

霊屋のーパーセントを超えて含有する製剤その

他の物を合む。)を製造し、又は収り扱う業務

長尾氏の場合、政射線管理子l慢に記録された限

りではあるが、法定¢線量限度 l付の被曝線呈であっ

た。検討会はそ江被曝線量を前提に多発'VI骨髄腫

と被曝との岡県関係を認めた。

つまり、線畳限度 1-'1の被曝であっても発がんリス

ケが存在するということを公式に認めたという点が、

今回の労災認定の比過ごせないポイン卜である。

健康管問千帳の父付対象として、昨年から新た

に、じん肺管理灰分「管理 2Jのじん肺有所見者が

加えられた。これは、じんJI市イl所見者に!怖がんリス

ケが確認されたためである。

このときの専川検討会ではじん肺イl所見 の!怖

がんリスクは 3倍程度と評価されている。

長尾氏の検討会の検討結果、疫学レビューをみ

ると同様なリスクを認める内零となっていることがわ

かる。したがって、被曝線屋の線引きをどうするかと

いう問題はあるも江の、少なくとも一定以 :1 (たとえ

ば 50mSv) 江度曝歴のある離職者に健康管理子帳

を火付し健診サービス等の対象とするとL行のは検

討されてしかるべき課題である。

現在、政射線量作業による被曝記録は、被ばく

線屋斡録管開制度(杭末資料)によって放射線影響

協会におかれた放射線従事者中火登録センターで

元的に管理されている。これは、駅下力事業者

を中心として運用されている制度で、協会と原子力

事業者との契約に基づいて放射線管理データがや

り取りされ、管理されている。そして般射線管理子帳

制度によって放射線作業従事労働青に手帳が父

付され、これがなければ、原チ )J充宿所などで働く

ことができない。

長尾氏は放射線管開手帳を退職時に JPCかう渡

され、紛失することなく所持していたたため、被曝記

録を存易に確認すξことができた。ところが、欣射線

管理手帳を本人や遺族が紛失していた場合、中央

登録センターに同市を'～求しでも、センターは「原子

力事業者との契約上、できない」として拒否してきた

ので主る。協会の,fI 1 3 者は、「来年 4月に個人情報

保護法が施行されるにあわせて、本人への情報提

供は行うことを予定している。遺族等については、

「第二者」ということになるので対象外になるが、情

報提供を可能にするかどうかは、来年 4月に I~Jに合

うように検討 '1'である」としているo欣射線管理デー

タの取り扱いが原子力事業者サイドの機関で行わ

れ、その中で、このデータに基づく疫学調査も六規

模にfTわれているにもかかわらず、本人のデータ

を本人に教えないという不出な取り扱いがまかり通っ

ているのである。

健康管理子帳の交付とともに、労働者をモルモ y

卜扱いしている今の被曝線呈管理制度の欠陥を是

正することもまた必'～である。

労災補償に関しては、長尾氏の認定を受けて、
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多充' 1 ' 1骨髄腫を版業病リストの例示疾病に記載す
る必要がある。この｝.～について、 2 月 13 円の厚労台、

交渉で職業病認定対策室のjD " j者は「職業病リス

トの検討する労働基準法施行規則第35条専門検

討会での検討対象になる予定」と回得している。多

発性骨髄l民を職業病リストの例示疾病に記載する

必 l立がある。

原発等における安全衛生・労災問題

昨年5月の富岡労基署に対する交渉の1' 'で、地

ノし富岡町の双葉地方原発反対同盟かう福島第一

!虫充における健診記録偽造問題が報告され、労基

署長らが驚く一幕があった。東京電力等の多数の
原発が、ーじ事記録改ざ、んなどの不止発覚によって

運転停止となり、その修理、点検が盛んに行われ、

大量の労働者被曝を引き起こしている。また、京電
柏崎・メrJ~'J原発で放射性廃棄物が管理区域かうf寺
ち出され、一般廃棄物といっしょに焼却、~Jl設される

という信じがたい事実も露見している。
原発は、放射線被曝に関連した安全衛生上の大

きな問題をかかえているといえよう。

同時に、原発職場は建設現場などと同様の電力

会社、 L事ノし詰会社、多層のト語会社という典型

的な多重構造でまる。労災隠しも相当存在している

と予想される。
長尾氏の件をもとつの契機として、放層什泉下業に

関連した問題だけではなく、より広く、!京充職場の安

全衛生、労災問題に取り組んでいくことが必 町内
要であろう。 臥.lJ.:i

(資料)

放射線影響協会ホームページより

.被ばく線量登録管理制度

(1)登録制度の設立と目的

原子力施設における欣射線業務従事者の被は
く管理は、法律によって個々の原子力事業者が施

設二三に実施することになってします。しかし、原子

力発電の利用が進むに従い、原子力事業者の数

が増えたため、一人ひとりの放射線量が正確に全

国規模で元的に把握、管理できる制度を確立す
ることが雫まれるようになりました。

これら社会的民請を踏まえ、国の指導、原チ )J
事業者、元請事業者等の支援の毛とに、「被ばく線

量写実録管用制度」の中心的推進機関として、昭和 52

年に(財)放射線影響協会に放射線従事者中火登

録センター(以下r'1'央登録センター」という。)が設
置されました。

この制度は、「核原料物質、核燃料物質及び原

下炉の規制に関する法律J(昭和132年6月lOR法

律第 166号)の適用を受ける原子力事業斉と原子力
関連元請事業者を中 J心とする制度参加事業者によ

り、その運用を行っています。
(2)主な中央登録センターの業務内容

中火登録センターは、放射線業務従事者に係わ
る線量データ等を電算機に登録し、その維持・管理

に努め、ヰ要録されたデータの経照照会に凡、じる等制

度の普及桁進を図っています。

また、(財)般射線影響↑品会は、国均、ら法令に基
づく放射線業務従事者に係わる「放射線管聞記録」

の引渡し機関に指定されており、中央登録センター

ではこれらの記録を登録制度に加入している原下

力事業青から受け、永久保管しています。

なお、放射線業務従事者に係る線量データ等は、
j J I i l人情報であること均、らその秘密保持に)j全を期

しています。
(3)放射線疫学調査への線量データの活用

原子力発電施設等で放射線業務に従事した者(放
射線業務従事者)を対象に、平成 2年 12月より、科

学技術庁(現え部科学省)江委託を受けて、(財)放

射線影響協会(般射線綬学調金センター)が伏射線
疫学調査を行っています。中央繋録センターは、と

の調査を円滑に進めるため、悶係機団と協議の|、

線量デタ等調貨に必要なデータを提供しています。
(4)手帳制度との係わり

登録制度は、従事者¢同人を識別する唄円の確

認、被はく前歴の的確な把握を目的とし、原子力施
設で作業する者は、すべて中央写実録センターに核
保されます。さらに必'～な記録の迅速な担握のため

に、放射線管理子帳が発行され、個人の被ばく線
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量管理上必要な事項が収録されています。
(5)被ばく線量データの公表
中央登録センターは、被ばく線量登録管理制度 

から得られた情報により、「放射線業務従事者の年 
間関係事業所数及び線量」を作成し、公表していま 
す。

［被ばく線量登録管理制度における統計データ(平 
成14年度)］
また、同データから得られる「放射線業務従事者 

数と平均線量の推移」は、次のグラフのとおりとなっ 
ています。

なお、平成15年3月末現在の
制度登録者数は380,416人
放射線管理手帳の発行数は327,133件 

となっています。
參放射線管理手帳制度
■手帳制度の目的と仕組み
昭和52年、中央登録センター設立とともに「被ば 

く線量登録管理制度」とあいまって推進される「放射 
線管理手帳制度」が発足しました。この手帳制度は、 
全国で統一して使用できる放射線管理手帳(以下「手

帳」という。)を制定し、原子力発電所等の原子力施 
設で作業する者の、手帳持参者が本人であること 
の証明と、被ばく前歴を迅速、かつ的確に把握する 
ことあるいは前歴の調査の手掛かりとすることを目 
的としています。この制度は、国の指導のもとに、原 
子力事業者、元請事業者等の協力により、中央登 
録センターが主体となって自主的に運営している制 
度です。

この手帳制度の仕組みは、作業者が原子力施設 
の管理区域で作業する場合に、手帳を持参する必 
要があります。このため、事業者(雇用主)は、当該 
作業者の放射線管理手帳発行について、全国各 
地に所在する中央登録センターが認定した手帳発 
行業務を総括する放射線管理手帳発効機関(以下 
「手帳発効機関」という。)に手帳発行の申請を行い 
ます。手帳発効機関は中央登録センターから中央 
登録番号を取得し、手帳に中央登録番号等必要事 
項を記入のうえ、有効な手帳として事業者に返却し 
ます。作業者は、この手帳を持参し原子力施設の
管理区域で作業することになります。

http://www.rea.or.jp/chutou/chutouindex.htm

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 
各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されま 
した。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」 
を発行じrいるほか、②労災認定•補償問題等々 
での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講 
師の派遣など学習会•トレーニングへの協力、④ 
働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の 
労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組

セン
みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 
供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 
は得られない情報を満載しています。

參購読会費：1部年額10,000円(複数割弓Iあり) 
♦見本誌を請求してください。
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電離放射線障害の業務上外に関する検討会報告書
電離放射線障害の業務上外に関する検討会

多発性骨髄腫と放射線被ばくとの 
因果関係について

I.疫学調査の概要
放射線被ばくと多発性骨髄腫との因果関係については、 

これまで種々の疫学調査が実施されているところである。 
そこで、最新の医学的知見について、文献を系統的に検 
索し、検索された文献を基にして多発性骨髄腫と放射線 
被ばくとの因果関係を判断することとした。
文献は、主として、米国国立衛生研究所(the National 

Institutes of Health (NIH))の一部門である国立医学図 
書館(the National Library of Medicine (NLM))にある 
文献検索システム(National Center for Biotechnology 
Information (NCBI))を用い、キーワードとして放射線 
(radiation)、多発性骨髄腫(multipl myeloma)、疫学 
(epidemiology)を用いて検索した。
放射線被ばくに伴う多発性骨髄種に関する疫学調査は、

(1) 広島•長崎の原爆被爆者を対象にした疫学調査
(2) 原子力施設の作業者を対象にした疫学調査
(3) 核実験に参加した作業者(ベテラン)を対象にした疫 
学調査

(4) 放射線診療を受けた患者を対象にした疫学調査
(5) 原子力施設等の周辺住民を対象にした疫学調査 
に大別される。
上記の疫学調査の結果の概要を以下に示す。なお、多 

発性骨髄腫に関する文献と各文献の概要を表1に示す。
1広島■長崎の原爆被爆者を対象にした疫学調査
広島•長崎の原爆被爆者(LSSコホート、広島：73,313 

人、長崎：24,231人)を対象にした1950年から1976年 
までの追跡調査(Ichimurab,1982)11の結果では、29例 
(内 7例はNIC ATB (not in either city at time of 
bombings))の多発性骨髄腫による死亡が確認されてい 
る。被ばく線量(T65D)がl-49rad 群の 0/E (observed/ 
expected)は10/11.2に対して、50rad以上群の0/Eは5/ 
1.8で、RR (relative risk)はそれぞれ1.〇、3.2で有意な線 
量反応関係(線量の増加とどに、死亡率が増加する傾 

向)が認められ(o.o5<p<o.n、直線性を仮定した場合 
の過剰リスクは、0.48/106PY (人年)/radであるとしている。 
被ばく時年齢が高くなるにしたがって、多発性骨髄腫の死 
亡例が増加し、特に、被ばく時年齢が40-59歳の被ばく群 
が高い。多発性骨髄腫の発症年齢は、60-69歳が48.3?。、 
70歳以上が27.6%と60歳以上の占める割合が高いとし 
ている。

さらに追跡期間を1982年まで延長した追跡調査(D.L. 
Prestonら,1987)21の結果では、47例(内12例はNIC 
ATB)の多発性骨髄腫による死亡が確認されており、線 
量反応関係(線量はT65D)は統計的に有意(p=0.02) 
で、過剰リスクは0.06/104PY(人年)/Gv(90% CI： 0.01- 
0.16)であり、寄与リスクは15.9% (90% CI： 0.7-38.3) 
であるとしている。
広島•長崎の原爆被爆者の線量は、上記の報告では 

1965年に策定されたT65Dが用いられていたが、1986 
年に改訂され、これ以降の報告ではDS86が用いられる 
ようになった。
広島•長崎の約120,000人の原瀑被爆者(DS86による 

線量評価が行われてし浴被瀑者:75,991A)について1950 
年から1985年までの追跡調査(Y. Shimizub,199〇、 
Y.Shimizub, 1991P41の結果では、多発性骨髄腫(死亡 
例：36例)に関して、統計的に有意な線量反応関係(p二 
0.002)があり、遮蔽カーマでRR(at lGv)は2.86 (90?。 
CI： 1.55-5.41)であり、寄与リスクは32.5% (90% C1： 
11.3-59.5 %、〇.01Gy以上)、臓器吸収線量でRR(at lGv) 
は3.29(90% CI： 1.67-6.31)であり、寄与リスクは31.8 
%(90% CI：11.0-57.6 %、〇.01Gv以上)であると報告 
されている。

1950年から1987年までの追跡調査(D.L.Prestonら, 
1994)〜の結果では、従来のコホート120,321人から26,625 
人(NIC ATB及び健康情報が入手できない者)を除いた 
93,696人(2,778,000PY (人年))のうち、被ばく線量が4Gv 
以下の86,293人を対象にして分析している。59例(0-4Gy) 
の多発性骨髄腫による死亡が確認されているが、有意な 
線量反応関係は認められていない(p=0.12)o4Gy以上

12安全センター情報2004年5月号



の多発性骨髄腫 (1例)の事例を追加して分析した場台も
有志な線量反応関係はdめられていない (p~0.10) 。ま

た、:多先性骨髄臆のEAR(Excess Absolute 阻止)は、
性 (p~04) 、被ばく時年齢 (p~04) に着刊した分析結

果でも斧が認められていない。

D. L. Pres Lonら(j994) の分析結果が、以前のM 

Ichimaruらの分析結県(多発性骨髄腫とi出量の問には有
志な閣係カ%か3られる)と異なる点は、以前の分析には、

診断が疑わしい事例が含まれていた(特に高い線呈群)

とと、死亡診断書の閉口】nd primarie沿が含まれていたと
と、線量評(",;の不確実性が高い高線量被ぱくの事例も fT
めて解析されていたことなどが大きく関係している。

2 原子力施設の作業者を対象にした疫学調査

アメリカ、イギリス、丈ナダ、 H木などで!京f力 liill設の作

業昔を対象にして放射線とがんの阿果関係を明らカヰごす
るための低学調査が桝続して実施されている。さらに、 i両々

の』山政ごとの疫学調査では、多発性骨髄牌をはじめとし

たがんの允生数が少なく、統言|的な倹出力が低IIので、
検, ' 1 ' , ) ］を両区るために複数の施設の日l査結束をまとめて

解析Cco mb ine d studv)したものも報告されている。

(1)アメリカ原子力施設等の作業者を対劇こした疫学調

査

アメり力のHanford胞訟は1944年かう松働した肱訟で
あり、この施設の作業昔を対象にした疫学調査の結果が、

経時的に報告されている。

ア 15,9 9 2人の白人作業首を対象に 1945年かう 1979
イ|までの追跡調企(H.D. Tolleyらヲ 1983)&)の結果で

は、 7伊Iの多発性骨髄腫が確認されて才点、被ばく総量
と死亡率と広 tQ向分析正結果、有志な線量反応関係が

認められたとしているゆく 0.01。)

イ 1945年からl鮒l年までU)j皇制調査 (E.s.Gi1lχrtらう

1989)"の結果では、全死亡数7,249伺止悪性新牛物に
よるタビ広数1,6口3例が確認されてよf刻、それぞれのSMR 

Cstandardizcd mortalitv ratio)は、 。 79 、0.85であり、

healthv worker efiectsが日記められてオコり、多発性骨髄
臆に係るSMRは 0.87であった。多発性骨髄腫による

死亡例16例について被ぱく総量に着刊して傾向分析

(trend test statistics)を行った粘果は、潜伏期間を 10
イ1(1 955イ|か(_)19tHイ|のタ七己例を解析)と仮定すると

trcnd stati日t1CSは 4.40(p~り肌)2) 、潜伏期間を2年

(1947年から1981年までの死亡例)と仮A止すξと3.50

でそれぞ才i統計的に有意な傾I(IJが認めは［た。 R R (日

19.9rnSvlこ対する比として表す)は、 50mSv-150mSv

で 8.52、1 5 0 m S v以上では14.2となり統計的に有志で
ある。しかし、それぞれの症例数は、 2人と1人でiY;る。

10m5v当たりのERR(excι出 relative risk)は5 5 %九下

あり、広島長崎の 51%CD.L.Prcston ら, 1987)に比

べて高い。

ウ 1945年かう 1986年までの追跡剥査 (E.S. Gilbertら,
19(3) R)の結果では、全死亡数民4 5 2 ,悪性新牛物によ

る死己数2町1 9 5 " 、それぞれのSMRは、 0.82、0.86で 

あり、 healthy worker effectsが認め巴れている。 32f吋
の多発性骨髄挿による死亡が確認されて寸三旬、 SMRは

0.91でiY;る。被ばく線呈と多先性骨髄腫の死広と江頃

向分析の結果は、潜伏期閣を 10年と仮定すξと、 trend

stat1st1ロは1.54 匂～0. 1O)で統計的に有芯ではないか、

潜伏期間を2イ|と仮定すると、 2.23 (p~0.03) で統計

的に有意でiY;る。さらに、 1987年から 1989年までに多

発性骨髄腕で死亡した2例を加えると、この2例が高い
集積線呈 (1α)mSvV~上)であコたために、傾 1(1/分析の

杭県は、潜伏期間を 10年と仮定すると 2.50 (p~0.03) 、

潜伏期間をZ年と仮定すると 2.95 (p~0.007) であり、

両者ともに統言|的に有意である。

エアメリカの4つの原子力施設 (Hanhmi、L凹 Alamos、 

O R N L及びSav3nnah Rivcr sitc)の｛宇業者 (115 ,143

人)を対象にしたi邑跡調査 (S.Win只ら, 2 0 α )刊の結果

では、 98fタリの多発性骨髄腫による死亡が倖認されてお
り、 loj 集凶から件、年齢などをマッチングさせた対照

群(多先性骨髄腫Eない者)391例を選択し分析した結

果、 10rnSv当たりの多発性骨髄腫の胆加率は、潜伏
期間を5年と仮yとすると、 1 . 13%(標準誤兼1.6 5 % ) 、 

潜｛ノ司l聞を10イ|と仮定すると、 0.66%(標準誤差1.83
%)、潜犬期間を 15年と仮定すξと、 0 .03 %(標準誤差
2.33%)で、それぞれゼ口に近く集積線量と多発性骨髄

腫との聞には有意な関係は認め?_)flなかった。しかし、
高年齢でU )被ばく総量と多発性骨髄腫による死亡との
問には有志な関係が必められる。 45歳以ょの集積線

呈に着目したオ、ソズ比は、lOm S v未満で1.0 . 10 - 5 0

mSvで 0.77、50-100rnSvで3.5 5、1 0 0 m S v以hで5.15 

であり、集積線量と多発性骨髄』曜のM~Iこは有志な関係

が認められる。ただし、 50-100mSvは3例、 1α)mSv>:J.
hは7例であり、全てが Hanfordの作業者である。

45歳以上の被ばく線量1 0 m S v当たりの多発性骨髄 
腫の増加率は6引)%(標準誤差 2引1%)である。

オアメリカの Hanford、ul｛ NL、R o c k v Flat沿の3施設

の作業省 (23,70 4 人、 6,332 人、 5,8 9 7人)を対象にし
た担跡調査 (E.S. Gilbertら, 1989) lUJの結果では、多

発性骨髄腫のSMI｛はそれぞれO切 (95% CI: 0. 5
1.5)、041(95% Cl:0.0-2.3) 、0.00 ( 9 5 % CI: 0.0

22) であった。 3施設の疫学調査をまとめて解析した結

果、被ばく総量(各施設における作業者の被ばく線量

の半均は、それぞれ、 32.3mSv、20.9mSv、40.8mSv)
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と多発性骨髄腫による死亡とのtrend test stati日目の
結果は、 4.32で、統計的に有Eな関係が認められた。

これは、 Hanfc吋作業昔の12例、特に5 0 m S v以上の

作業育若干に発生した3例がんさく奇年している。

(2)イギリスのセラフィーjレド ( B N F L)の作業者を対象に

した疫学調査

セラフィールドの原子 )j施設は1947年カモ禄働した施

設である。この施設で働く作業者を対象にした疫学調官

結果が経時的に報告されている。
7 14 ,327人の作業育を対象に1983年までの追跡訓査

(P.G. Smithら, 1986) 11)の結果では、 7例の多発性骨

髄腫による化亡が確認されてお1、放射線作業者の多
発性骨髄腫に関するSMRは165 (7/423)で統計的に

有志ではない。 intemal analysisすなわち、外部被ぱく

の集積線量と多'it性骨髄腫の線呈反応閣係について
検討した結果、1酎犬期間を15年と仮定寸万とれ'cndsca陀

が2.66で統計的に有J百である (p~0.0115) ロただし、

潜伏期間引州、引|と仮定すると、それぞれ0.8 9、1. 05
で統計的に有意な関係は認めEオ1なL、症例制'7例
で舎ないこと、うちユ例の集積線量は、 5 6 5 . 1 m S v 、
8o5.7mSvであることに注意する必要がaる。

イ 14ヱロ人の作業育を対象に1988年までの追跡訓査

(A. J. Douglasら, 1994) 12¥の結果では、 7例の多発性

骨髄腫による化亡が確認されており、 SMRは、 104で
統計的に有意な悶加は認め円れな川集積線量と多発

性骨髄牌による死亡との関係は、潜伏期間を1 0年と仮
定すると、 p~0.058で、線量反応闘係は統言|的に有意

ではなL、1971年から1986年σJ ! l ' i需録による分析結

果では、 3例の多発性骨髄』曜の発牛があり、このS R R

(s旧ndardi乙ed registraLion ratio)は、 53である。
ウ 14 ,319人の作業育を対象に1992年までの追跡訓査

(R.Z.um訂ら, 1999) l : l )の結果では、 8例の多発性骨

髄腫によるタヒ主事例があり、 SMRは日 7でイングランド・
ウヱ-)J,ズ(コントロール)の死亡半と有意な差は認め

られない。外百五被ぱくの集績線量と死亡との関係は、
潜伏期間を20イ|と仮定するとに ～0.02で有意な線量反

比、関係が認め正れる。外部被ばくi出量5 0 - 9 9 m S vの0/ 
Eは3/ 1. 2で、 4 0 0 m S v以上の0氾は2/ 1. 0である。プ) J , 

トニウムを取り扱っていた作業者の多先性骨髄腫の
S R Rは94でイングランド・ウヱールズ(コント口-)J,)の

発牛率と有志な売は認められない。

エイギリスの原子力施設の作業者をまとめた解析も報
告されている。

19 92年の第11ロ|目の分析(G.M. Kcndallら, 1992) 

iめでは、 95ヱ17人の作業者(平均線量 33.6mSv)を解
析した結束、 external analysisでは、多発性骨髄腫ω

SMRは71 (17人、潜伏期間0年)、 65 (12人、潜伏期

間10年)で、 hcalthyworkcr cffcctがu! c 1められるD

internal anal vsisでは、 score slalisLicが、 1 . 63でp二

0.06で統計的に有意である。 E R R / S vは6.9 (-0 03-46) 

である。

1999イ|の第2回目の分析( C R. Muirhead 、ら 1999) 

"',では、 124ヲ743人¢作業育(平均総量 30.5mSv)を

解析した結果、 cxtcrnal eU131vsisでは、多発性骨髄挿
のSMRは74(95%CI: 53-101、判人、潜伏期間0イ1) 、

76 (95% cl :53 -106、35人、潜伏期間10年)で、 healthy

workcr cffcctがJ!c:.ぷ3られる。 intcrnal analvsisでは、多
ブE性骨髄腫の傾1(11分析の結果は、1.67(s泊 re slatis lI c)
で、 p~0.059 で、弱い総量反比、関係が認められ、 ISv

当た:'1のE R Rは、 4.11 (虻%CI: 0.032-14.8)であり、
第1日の分析結果とほぼ同様の結果である。

(3) 3か国の原子力発電施設等の作業者を対象とした

疫学調宣

統言|的な倹出力を高めるために、アメリカCHanford、

ORNL、Rocky Flats nuc1c ar ¥vcapc川 plant) 、イギリス
(I3NF、A t o m i c E n e昭yAuthori町、 AtomicWeapoIls 

Establishment) 、カナダ( A E C L )の3か園の7か所の原
子 )j施設で働く作業者9 5 ,6 7 3人(平均集積総量は

40 . 2m S v)を対象にした疫学調査をまとめて分析した結
果(E仁ardisら, 1995)凶が報告されている。この結果で

は、 2ヲ124ヲ526PY(人年)、 15,82 5骨lの死亡、 3,976例の
がん死亡がカバーされている。全死因及び全が!v死亡と

放射線との間には明らかな闘係は認められていない。 31
種類J:がん別に解析した結果では、多発性骨髄腫( 4 4例)

のみが、集績線量と死亡との聞に有丘な関係(t r c nd

stalistics 1.87、 p~0.037) が認め>れた。また、多先住

骨髄腫I S v当たりのE R Rを求めξ と、 4.2(90%CI: 0.3

14. 4 )となり、白血病(2.18 、間J % CI: 0.1-5.7) 、白血病 

を除く全がん(-0.07 、9 0 % CI: -0 .4 -0.3)のそ才11=比べ
て画い値でaる。

(4)日本の原子力発電施設等の作業者を対象とした疫
学調査

日本の原子 )j施設U)11ド業者を対象にした低学講J査が

1 9 9 0年カミら開始された。

176ヲ日印)人の作業昔を対象に1986イ|沖、ょう 1997イ|の聞

で平均7.9年の追跡剥査(T . l w出 akiらう主)03) " )が行わ 

れ、 5,5ユ7例の死亡が確認されており、全がんのSMRは、
0.94(2,185例、 95%CI: 0.9日0.98)で、多 I' o性骨髄臆 

のSMRは、 1 . 12(20171、9 5 % CI: 0.69- 1.74、 p~0.685)

であった。 120,00U人の作業昌に対してがi向き調査が実
施されており、 1991-1997イ|の全がんのSMRは、 0.98
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(1, 215 例、 95% CI: 0.92- 1.04、 p~0.465) で、多発性 

骨髄腕のSMRは、 0.79 (8例、 95 % CI: 0.34-1.57、p
二 0 6 6 2 )であった。多先性骨髄腫に対する傾I(IJ分怖の

結果、潜伏期間を考慮しない場台は、 [FO.047 (O/E く

lOmSv: 1.00,1 0-2山nSv: 0.00、20-50mSv; 0.00、5 0

100mSv: 3.63,1印) m S vく。 4.22)で線量と多 )6性骨髄
腫の発生との閣には統計的に有意な関係が認 ot)~ れる。

しかし、潜伏期間を 10年と仮どすξ と、 p~0.070 (O/E

<1 0mSv; 1.10、10-20mSv: 0.00,2日-50mSv: 0,00、

50-1印)mSv: 0.00、100mSvく: 15.8)で統計的に有意
な関係は認められない。いずれにしても、多発陀骨髄慌

の事例は日例で、 6例が集積線呈l O m S v以下で、 50-

100mSv、100mSv以上でそれぞれl例である。

(5)その他の作業者

医療従事者、ウラユ鉱山鉱犬を対象にした疫学調査
(J.X. Wan只ら, 198昔、L. Tomazckら, 1判 3)日, 11'))が実 

施されている。中国の放射線医、放射線技師27,011人の

中から多発性骨髄腫は允止していない。ボヘミアのウラ
ン鉱山鉱夫4,3 2白人を対象にした挺学制査ω結果では、
3 1J'~の多発性骨髄腕ごよる死亡例が飢集積線量 (WLM 

(Worki口氏 LevelMonth) )とタ七己申との聞に統計的に
有意な傾向 (p~O 03) を認めているが、症例が少なく

3 3 0 W L M以上の2例がこの傾向に大きく寄与している。 

O氾は、1.08 (95% CI: 0.02-3.13)でp > 0 . 1 0で有:吉｝自主
ない。

3 核実験の開発に従事した作業者(ベテラン)を対象に

した疫学調査

(1)イギリスのん気回核実験に参加した作業育(約 2 0成町
人以上)を対象にした疫学調官の結果では以下のよう

な結論が出されている。

1982年末までの追跡調査 (V. Bcra1らう 1988) ""の

結果では、多発陀骨髄艇の死亡はり例(うち線量百' 1 ' i I11rさ
れている作業者は2例)で、 SMRは8 7 で統言|的に有

意な増加は認められていない。 intcrnal analvsisの結
果でも、線量反応関係には統J十自切二有志な結果は必め

られていない (2例はともに lOmSv以下)。

1984年までの追跡剖査 (S.C Darbv,1 988)")の結

果では、 2 2 ,3 4 7人の核実験参加者の中カも6例の多
ブE性骨髄腫による死亡が確認されて才ヨ旬、統計的には
右意ではない (p~O 83)が、 SMRは 111で ileる。一方、

ユ2,326人の対照群かうは多発性骨髄牌が発牛してい
ない (SMR~O、 p~0.006) , RR( 無阪大)は、統言|的
に有意 (p~0.009) である。

19明)年まで及び1998年までの追跡調官 (S.C.Dmbv
らヲ 1993ヲC.R.Muirheadらヲ 2日目)日23¥の結果でも、椛

実験に参加した作業者のSMRは9 3に対して、対照群

のSMRは9 2で、 RRは1.14(90% CI: 0.74- 1.7 4)で 
有意な増加は認められていない。また 1991イ|から19C号

年までの7年間正結果でも、 RRは0.79 ( 9 0 % CI: 0.45
1.38)で、多発性骨髄挿の有志な増加はJkダたれてい

ない。

(2)ニュージーランドで行われたλ気闘の核実験に従
事した作業苗 ( 5 2 8人)を対象にした疫学調杏 (N 
Pearce,19 9日)引では、 1957イ|から198 7イ|までの3掛か

期間中に多発性骨髄腫の事例は発生していない。

4 放射線診療を受けた患者を対象にした疫学詞章

(1) 1986イ|が(_)19g9イ|の聞に多発性骨髄腫と診断され

た30歳から 79歳までの540 人に対してインタビューに 

より放射線診断に関する情報を入子した報告(J, L 
Hatcherら2 ω 1 )却では、性、イ|齢、人種、居住地をマy

チンゲさせた対照析として1,9鴻人にインタビューを行っ

た。 

工ソクヌ保診間両り回数別 (-5,5-10,10-20,20-)のOR
(吋ds ratio)は、それぞれ1.0、0.9 、1. 0、0. 9で工ソヴ

ス線診断と多発性骨髄腕との閣係はd必られなかった。

患者正被ばく線呈により放射線診断を3つのカテゴリー
に分けてORを求めたが全て1.0以下であった。

(2) 婦人科領域の良性疾患患昌l乙955人(放射線治療

(平均の赤色骨髄線呈 199cGY)を受けた9,770人と

政射線治樹P)SfOJ手術、ホJLモシ瞭法等を支けた3ヲ185
人)を対象にしたヰ均お年間の追跡調査 (P.D. Inskip,

1993)加の結果では、多 )6性骨髄腫に係るSMRは放
射線治療群では1.1(O/E~14/12.44) 、政射線治療以

外の群では1.8(O/E~7β98) で、 RRはり 6(吠J%CI

0.3-1 .4 )であ工放射線治療の寄与は認められなかっ
た。ちなみに、円血病のRRは 2.5 (1 .4 -5.2)であった。

(3) f百不正出血に対して放射線治療を受けた患占

2、067 人の追跡調企 (S.c.Darbv ら, 1994)刊の結果 
では、多発性骨髄腫による死亡は9例で、 SMRは2.5 9 

(1. 1 9-4.92)で統計的に有J古 (pく 0.05)で去ることが 

報告されている。骨髄線量は1.3G y (1.0- 1. 6 G y )であ
る。

(4) 強直性脊椎炎患苗

放射線治慌を受l計三由、音を占隙にしたi自h明:調査(S.C

Darbv,1 987)到の結県では、長初の治療からの年数

が経過するにしたがコて、多発性骨髄腕のリスクが培

J! uすることが報告されている。
(5)子宮穎がん患者

j'百 mが/し i二対して放射線治療それ以外の治療を 

受けた患者を対象にした調査O . D Boiceら、 1985)引 

が行オコれており、 8か|川のデータをまとめて解析した杭
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県では、治療後 10年未満では統計的に右意な悶加は
認められないが、 15 年以上経過した後に放射線治療

忠者における多先性骨髄腫のりスケが統言|的に有意

に地加する三とが報告されている。
(6)トロトラスト投与患占

デンマ クで脳出l;tp iiJ1影のためにトロトラストを投与

された忠者の追跡調査 (M.Ander出 on らヲ 1992)川の

結果では、多発性骨髄牌( 9 9 9 人から4例)のSIR

(sLandardized incidence ralio)は4.6(95% cr: 1.2-
12)で、発生率は統計的に有意であるとされている。

5 原子力施設周辺の住民在対象にした疫学調査

イギリスのセラフィー)～ド、フランスのラア グ、ウラン

鉱山の防lt i.ll U)件民を対象にした疫学制査( 0 . Forman
ら, 1987、M. Dousset,1 9 8 9 、J.D. I3 0ice Jrら, 2003) ".

立｝お｝が実施されているが、多泥仕骨髄腫の統計的に有意

な死亡、発生の用加は認められていない。

スペインのL虫f力発電所 (7かpJi)及び核燃料施設 (5

か所)の周辺の住民を対象にした正間企 (G.Lopez-Abente
ら, 1999)_11)の結果、l原子力発電所同i.Il件氏(30krn以

内)の多発性骨髄腕の死亡率が5 0 - 1 0 0 k mの｛主tcに比 

べて高い(0-15kmのRR=5.653,O-30kmのRR二

4.3 54)三とが認められ、原子 J)施設の距離別のRR(50

1 0 0 k mとの比較で求められた)は距離が法守注るlこしたがっ 
て有意に減ノレする (p~0.0164) ことが認められている。

放射線被ばくと、多発性骨髄腫の凶忠関係を明らかに

するためには、線量反応関係が確認できなければな巴な
L 、A。

各くの疫学調査の中で、対象?干の緑量が比較的正催に
評価されている毛のは、 J1 .9t.長崎の原爆被爆者、技実験

に参加した什業者及び原子 Jj施設の什業者を対象にし
た疫学調査である。

出品・長崎のl阜爆被爆者江最新の疫'/調子~ (19日7年 

までの追跡)では、統計的に有意な線量反応関係を認め
ていない。イギリスの核実験に参加した作業育を対象に

した疫γ調斉でも、多ゴE十T骨髄腔と放射線被ばくとの聞

には有意な関係を認めていない。しかし、原子)j施設の
作業者を対象にした疫学調査では、アメリカ、 fギリス、日

ノドの調有ともに、線量との傾向分析の結果 (inLernal

analv川)では、症例数は多くはないが、線邑の増加に伴

い多発性骨髄臓の死亡が統"十的に有意にl臼加し、有意
な線量反応関係を認めている。統言|的な検出力を高める

ために、惚数の調査をまとめて解析した結果でも、同 の

傾向を1沼めているD

線量反応関係について記岐されている疫?調子時(それ

ぞれの疫学調査の中で最新のをの)江結果を友2に示す。

統"十的に有意な線量反比、関係をl認めている疫学調査の
結果では、 j昔伏期間を 1 0年とした嶋台、被ばく線量が

50mSv以上の群において、 O/Eが 1.0日を超えている報告 
が多い。

1.疫学調査のまとめ

疫学部l査手法としては、コボート調査、ケースコントロー

ル調査カ可史われてオ到、対象昔数、追跡期間等は件調杏

研究によコて民なり槻察指標( S M R、R R、オ、ソズ比なとう、

統計的な検「ドU Jも異なる。
各疫学調査の結果は 致しておらず、放射線被ばくと

の関係を認めているものと、有意な闘係が認められない
宅)Vっとがある。とれは、多発性骨髄腫が、稀ながんであり、

比較的大きな集凶を長期間にわたって追跡している調査

研究でさえも死亡数、先生数が少なl, :ことが関係してい
る。

|叶じコボート調官(Jj;島長崎の原爆被爆昌、ベテラン

の疫学調査など)でも、結果が報告された時則によって結
論が遣っている。

多くの疫γ調官では、 cxtcrna1 ana1刊 is (例えば、国全 

体の死亡率やブE止本と比較する)の結果からは統言|的
に右意な死亡率(又は発生率)のlQ ;加は認' ( / 〆オlていな 

いが、 intcrnal ana1ysisの結果では、有志な線量反応関

係を認めているをのが多く、市線量群に先生した少数の

症例がとの傾向を生み, ' 1 " ,している場台が多い。

III.結論

現在までに報告されてL渇疫J7調干干の結果1)泊、多発

性円髄腫と蚊射線被ぱくとの聞には以下の閣係がiItζと
ちえることが妥当で正る。

(1) 原子力胞設の作業者を対象にした疫?調子時では、

internal analvsidこヰ3いて、右;首な線邑反応関係が認
められており、 5 0 m S v以!の被ばく併での死亡がこの

関係に特に寄与している。

(2) 40-45成以上江什4hhにおナる政射線被ぱくが多発性
骨髄腫の発生により大きく寄与している。

(3)多 Jc十T骨髄腫の光昨年齢は被ばく時年齢が阿円胃

高齢になるにしたがって高くなる。

多発性骨髄腫に関する疫学調査の文献覧
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表1 多発性骨髄腫に関する疫学調査の概要

報告苫 報告牛 対象 調宜方法 対象古等 結 ミ耳

広島・長崎原爆被爆音( L S S ) )を汁象にした疫学調査

恥1. Tc himaruら i嘆立 広島・長崎 α叶10ft 91 ,231人( 1 950-1ち7 6年) 多発性骨髄腫2 9例(うち7例はN I C ATB)。
α E : c o n伽［;14/16.0,1- 49radτ10/1 1. 2,50 rad
く;5/ 1. 8,RR 印刷01; 1. 0,1 -49rad; 1.Uo
50r以lく; 3.4。多発性骨髄肺と線量との間
には有意な関係がある (0.05くpく0.1) 。
29例中 21例が被ばく時年齢 4 0歳以上。多
発性骨髄!匿の発症年齢は60-69歳が4 8. 3%

,7 0歳以上が2 7 . 6 % 、直線伸を仮定した場合
のけスク 0.48/ 106PYl rad

D.L. Pr巴stonら 19...' {7 )ム島・長崎 ωhort り1,231人 (1950-1982年) 多発作廿髄肺47例(うち12例はN1CATB)。
多発性骨髄肺の死亡は線量( T 6 5 D )との問
に有意な関係がある(p-0.02),RR; 1.51
(90% CI: 1. 02-2.52)リスケ 0.06!104PYI
G、

Y. Shimizuら 1明夫) 広島・長崎 cohort 76,卯1人 (2,185,335PY)

(195U-198号年)
線量(DS86) 臓器吸収線量c多発性骨髄
府36伊ijRR(at1 Gv)~3 .29(90% CI; 1.67
6.31) 。多発性骨髄肺の死亡の有意なJ菌加
が認ぷ')～)れる、寄与リスケ 31.R% (90% CI

11.0-57.6%)

y. 5himizuら l明 l 広島・長崎 α叶10ft 75,991人(工1R5.335PY)
(1り50-1985年)

線畳(DS8o); jJi:蔽力一マ多発性骨髄腫
36例RR(at1 Gv)~2.86(90% CI: 1.55
5.4 1) 。多発伸骨髄腫の死亡の増加が認め
られる。総量反比、関係p二 0.002。寄与 1)ス
ケ 32.:')%(90% CI: 11. 3-:')9.5%)

口.L. Pr巴SLonら 1的4 広島・長崎 cohon 93ヲ696人 (2サ778,OOOPY)
(1950-1987年)

多発性骨髄肺 73例(ただし、 D586では59
何人多充性骨髄腫については有意な総量
以応関係は認めら才げよい。 く O . O l GvO/E~
29/3 0 .43, U.01-4Gv O/E~30/28.57

原子力施設等の惇業苦を対柴にした疫学調立

Tollcvら 19m Hanford Cすhort 15 ,992人 (273,702PY)
(～1977年)

多発性骨髄腫 7例。布意な線電反応関係
が認Ii:られる(pく O.O l), O/E: 1-2rem: 41

5.2、2-5rem: U/U.705-15rem:印U.60 1 5 r e m
く; 3パ).5

E.S. GiI勺ertら 19t如 Hιmforu ωhort M ; 3 1. 500人F;12,αJ()人
(1945-1981年)

trenu test: 2.48( 借伏期間10年), 3.41(沿伏
期間2年)、 ER.R.=55%/1 OmSv。被ばく総量
と統計的に有意な関係が認められる

E.S. Girlヲertら tcJお Han[ord cohon M ; 2号998人p; 10 ,441人
(633,511人年)
(1り45-1開6年)

SMR~O.91 (32何)

trcnd t団t: 1944-1ち明白4仰 1945-1989邸側
1.54 (潜伏期間10年F喝 10) 2.5 0( p~(J.023)
2.23( 潜伏用問2午p司J . 0 3日) 2.95 (p~0.()()7)

S.Win只ら 21nJ C om b山氏1
アメリカ
(Han[ord,

Los Alamos

ORNL,

SRS胞設)

case/

ωntrol

98人1391人 percent incr曲目/lOmSvは、1.13(潜伏期間
5年)、 0.66 (借伏期間10年)、 0.03 (沿伏期間
J5年)とゼ口に近く、生涯総豆との関係は認

められない。
45歳以上江被ばくσ)percent increase/1仇n S v

は、 6.90(潜伏期間5'f), 6.65(沿伏期間10

年)、 7.82(潜伏期間15年)。高齢背Q苅度ば
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くと多発性骨髄肺の問には有意な関係が認
的3れる。 Odds ratio (45炭以上(j~集積綜畳)

1.0(く 1 0 mS v ) 、0.77(l 0-50I11Sv)、3.5 5(5日
10 0 mS v )、5.15(>)(川m S v )

E.S. Girbcrtら 191円 C ombincd
アメリカ

( H目立ord,

ORNL,
Rockv Flats)

Cすhort 35.933人(705.2 9 5 P Y ) SMR~0.90(Hanford). 0.41( ORNL). 0.[口
(Ro ckv Flats) 0tr end test statistics=4.32
(多発性骨髄肺12例全てH叩 fc立uit染者)
多発性骨髄腫ωみが欣射税被ばくとω問
に有意な線貴)ぇ応関係が認められるc

P.G. Smithら 191妬 BN下 α叶lon 14,327人(-19R3年) 。/E~7/4.23 SMR二l市(統百|的に有意で
はなli)" intcrnal analysis (症例がφなt 1)

tre且d2.66 (p~O.0115) 、治伏期間15年のみ

が有意(565.1mSv、 ~65.7mS刊氾伊Iが寄守)

AJ. Douglasら 1開4 BNF ιひhO l t 14,2～2人
死亡 ～198B年

発生 ～1986年

SMR~ 104SRR ~ 53 (3伊f ) 、外部被はく線
量と死亡キの閲係山ltistic 1. 71 (p=O.05g)
潜伏期間1()年

R.Z.Omarら 191-) 9 BNF ωhort 14,31 9人
死亡-1992年
発生-19日6年

SMR~87(~例)。外部被ばく線量と死亡雫

の関係 starl山c2.53 (p二0.017)潜伏期間
20年、 P Uによる内部被ばくとは関係が認め

られない。

G.M

Kendallら
1992 イギリス combincd 95,271人 (平均線量 33.6mSv)0S: M R = 6 5 (12例潜

伏期間10年)0in ternal anah'sis score
statî~tícs 1.63 (p=0.06) D ERR!Sv=6.9 (則 
%C I :-0.029-45.79)

CR
恥1uirhcadrろ

191-) 9 イギリス
(NRRW)

cc凶b旧民l 124,743人 (、ド均総量 30.5皿Sv)_SMR~76(り5%Cl

53-1 OO) 35 flij 、櫓伏期間 10年。 intcrnal
日nalvsis scorc statistics 1.67 (p=O.059) 。 
ERR~4.11/Sv(90% Cl: 0.031-14.8)

E. C m1i sら 1Sち5 comb旧 ed
(3か国)

cohort 95,673人 (2,124,526PY) 多発性骨髄腫4 4例。被ばく線量と有主主な
関係1] 1認ゲ>られる。 trendLS7(p=0.037)、
ERR/Sv~4.2 (則%Cl: 0.3 -14.4 7)

T. hvasakiら 2003 U本 ιひhO l t 120,000人(1991-1997年) 多発性骨髄肺8例。 SMR~0.79 (p~0.662)

多党性骨髄肺による死亡と集積線量の関
係潜伏期間(-)く1Om 5 v ( 1 日日)、 10-20

(0.00) .20 -50 (0.00).50-100 (3.63) )00く
4.22、傾向分析p~0.047沿伏期間(1U竹下)

傾向分析p~U.07

J. x.Wan旦ら l'美俗 巾国 ιひhO l t

民:tnJi: pcc'l! ve

survcv

2 7,011人/25,7 8 2人
(1950-19BC年)
全がんRR二1 . 5

多発性骨髄』量発牛なし
X線診断に従事していた作業育を対象

L. Tomas巴kら 19's ボヘミア
ウラン鉱土

cohon 4,3 2日人 /E二3/2. 76~ 1.08 (95% CI :0. 02-3.13) (p 

>0.10)。集結線畳(WLM)とω問に有意な
関係(p~O .03) )が認められるが3例で関係
は弱い。

校実験に参加した人々を対象にした疫学調査

V. Bcralら 191沼 UK

Veterans

Cすhort
(～19日2年)

vctcran 22 ,55 2人 (平均線量 7.8I11Sv).SMR-87 (9/10.3)モ
ニタリシグ作業苫SMR~56(2/3.55) RR~
0.97。線量反応関係χ 2分析 0.23 (3例。
1 0 m S v以卜統計的に有意ではない)

S.C D礼rbvら 1～え必 UK
VeLeran日

ωhc町
(-1984年

V巴t巴n旧 22.347人
叩 nlrol 22.326人

veteran: SMR( 6伊ij)~I11 (p~l1.~3) RR>I.U
(r二o.c附9)0co nlrol: SM R. (0例)~O(r二
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0.0 06) 光生木 (10 例)のRRも増加 (p二
0.0007;α)ntro101州

S. c. Darhyら tcJお UK

Vcrcrans

cohon
(～開印

vel巴ran 21 ,358人
control22.3 33人

vel巴ran: SMR. = O . 7 2 (8例)ocoη¥rol: SM R.
ヰ1.51恒例).RR二1.51(90% CI; 0.5 5-4.26)
統計的に有思ではない。

CR
Mu irh ead ら

ヨぽII UK
Veterans

α叶lon

1("" 19ら8年
vctcran 21.3:号7人
contro122.3 33人

日恥1 R -9f) (vctcr::m), 73 (control) 0 RR-1.32

(mortaUt¥-') 0 RR=1. 14 (j ncidence) c統計的
に有長ではない

N .P巴arceら 1明夫) Ne¥、 Z e aland cohort vetefan528人
山 ntrol 1.5 0 4人

多発性骨髄!瞳発生なし, RR~O.OO(95%

CI; UじJ-3じJ)

放射線診断治療忠留を対象にした疫学調青

J.L. Hatchcrら 2司］1 放射線診附 casc/

cuntrol

540人 診断回数群別に険討。 ORく 1.0(nc四 tivc

impact) 。非ホンキン、ホジキン病で放射線
治療を空けた患者。 被ばくに関する情
報はインタビューで入手

P.D.ln比 Ipら 1仰3 政射線治僚 ωhort 9,770人 多発性骨髄肺 14例。欣射線折原群SMR二
1.1。欣射線治政群以外SMR二I . R

S. c. Darhyら 1的4 政射線治僚 cohon 2ヲ067 人 (9例)
(1940-1960年)

S M R二2.59( 1. 19-4.92) (pくO師、 5年の潜
伏期間). (宮不正州血のためのX秘治療。
赤色骨髄の平均線量=1.3 Gv

日仁 Darbv ら i略】 放射線治療 α叶lon 14 ,106人 強向性骨椎炎の治療患音.(多発性骨髄腫
発症例8例)O!E~8/4.66~ 1.72( 有思では
ない)。治療後の年数が経過するにしたtJfっ
て多発性骨髄肺がJ菌加。 5年> 0月).33 、5-25
年 4/2.63、25年く 4/2.03

J口 出_)lceら 1唱5 政射線治僚
下?守主買がん

cohon 82 ,616人/ 1 4ヲ173人 欣射線ifì原群O/E~33/35二1. 010年以ト

追跡例0氾 2 2 /1 5-1. 4.放射線治療以外

(8か凶) の治療1昨O/E二1/4.0~0.3_10年~_H追跡

例0疋 l!I.R-0.5. 放射線治療後の経過
年数が長くなるにしたがコて発生率が高く
なる(傾向分析 p~O.U l)、治療後10年未

満RR~0.6(95%CI; 0.3- 1. 0) 、15年以ト 
RR二2.0(95% 仁1; 1.1-3.2)で有意に増加

M
Andcr回日目ら

1C夫E 政射線診断 cohon 999人 多発性骨髄肺 4例(ι性).SIR~4.6(90

出仁1: 1.2-12)

脳血管造影ωための卜ロトラス卜投与患者

M
Anderssonらj) j

1仰3 政射線診断 ωhort 1. 003人 (2例) 多発性骨髄肺2例。赤色骨髄線量1.。 2 、
1.75Gv

P 日。［fell品ら
.' IJ;.

1989 case

control

2犯人1770人 欣射線rM全 OR二1 . 4(0.8-2.6) ,bz 射線診
断OR~0.9(0か1.4) 。職業被ぱく OR~1.4
(0.5-3.9)多発性骨髄腫の発生と放射線と
の関係はne問 tlve

s. c.Darbv ら 1¥主的5 放射線治療 (強直性脊惟災)平均骨髄線量 335rad
RR~1.78(3例)両醤をcombinedするとRR
二2.16(95% (］: 1.1 1-4.20,pく 0.05) 。

原爆被爆古 (lOUr3d以上)平均廿髄線量 125rad
RR二1.40(4 伊ij)

原子力施設等周辺住民を対象にした疫学調青

D. FonnanらI19 87 I施 設周辺| |インゲフンド及び 'Jエールズの桟施設周辺
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住民 施設周辺の住民の多発性骨髄瞳のRR~

。n(p~O.OI6) ,ただし、海岸地域の住民の

多発性骨髄腫のRR二 1.11 (p二 O仁4)であ
る" Winfrit,Scllaficld施設周辺町距離が近
いほど多発性骨髄腫のSMRは増加するが
統計的に有意ではない(p~0.223、 0.640)

M.Douss巴t l'長θ 胞設周辺
住民

7408 人1459 ,460人 (La H a g u eのある医域の多発性骨髄瞳の
死亡雫)O/E M礼le :1/ 0.58 (p~0.44) 、

F e m日le: 2/0.54 (p~0.11)

J.B. Bυlce

Jr,ら
2lXJ3 ウーフン鉱III

周辺住民
12サ455/43,5 46人

(1 950-2001年)
多発性骨髄肺O( E :22/52. RR~ 1.37( 統計
的に有意ではない)。全てのがん RR二 1.0

G. Lope 三

日bcntcら
19'J'J Spain原千)J

施設!可辺
住民

7原千)J発電所、 5核燃料施設
施設周辺ω 3 0 k m以内(122例)0 control

施設問辺50-1附 km(l叩例)0 Zorita原子力

発電所周辺のみ有長。 SMR(c untrol

O.308,O-15km: 1.744 ,O-30km: 1.343).RR
(O-15km:5. 6:句3ヲ 0-30km :4.354) 。
施設からの距離とRRは布意な阪μl I( p
0.0164)特に13 .4-18.9kmのRR~8.120が影

評している

P. Vin巴lSら到) 1明誕) case/

ωntrol

骨髄腫忠占4 0 0例有機溶剤、放射線、電磁
界への暴露を調者

R.J. Blackら川 1開4 Scotland

(Ra-226汚染)
O(E~1.08(2例)。有世な増加は認められな

1,。

表2多発性骨髄腫による死亡の線量反応関係

(表中 Observeu}Expecteu)

疫学調査
集結線畳 (mSv)

timclag 甘L : nd tcst subicct sizc等
0- 10- 20 50- 100 Z山)く

Hanford

(1 993)
17/17. 0 2/4.9 2川り 1川6 1品b 10年 1.99 (pニ 1945-1989年 3 2 ,643人

0.011) (26.2mSv)

USA

4f aciluie日
(2000)

。d出 le
1.0

(日円 /341)

0.77(5β1) 3.55 5.15 (7/12) 多発性骨髄腕 91:H列、対照
群 391例 (45歳以卜)

3c Ou1lL ries
(1 995)

28/26.6 315.2 1/4.7 5/2.7 312.1 2lXlー
2/1.9

4α)

2パJ.8
10年 1.87 (p=

0.037)

us、UK、Cwwda95,673J、

日本原 (}J

施設 (2003)
1.00
(6)

。00

(0)
。00
(0)

3.63

(1)
4.22
(1)

。年 P二0.047 1991-1997年 119,4f¥4人 (γ

lbjj白岡期間4.5年、 15 .3 m針7

BNF

(1 999)
011.3 州J.8 2/1. 5 市1.2 1/1.1 200

0/1.1
400く
2/1.0

10年
20年

1.44
2.5 3(p 二

0.01 71

1947-1992年14,3町人( 、 |世J
29.0年.)1,352,326mSv

(tota l)

UK原子力

施設(1999)
20120.14 414 .8 5 316.66 813.46 (収 39 2(X)-

311下り
400く
2川内

1. 67(p二

0.0591

1992年 124‘743 人
(30.5n口Sv1

Hiroshima

(1994)

くOll l( G, 0.01-4 (Gy) (-) 1950-1湖7年金 5,293人

2Sβ0.43 30/28.57 (fitncss cxccss-O.OO)

UKVctc

rans (1り88)

1.14
。 I0 I0 I 1仁。J.< 10年 。 12(- ) 1951-1982年2 2 ,(4Gy>) 552

人 (7.8mSv)
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労災保険をめぐる論点：労災診療報酬点数表

平成16年1月22日
日本医師会長坪井栄孝殿

労災•自責委員会委員長豊田馨
答申

本委員会は、平成14年7月3日に貴職より諮問 
されました「労災診療報酬点数表の構築」について、 
意検討を重ねてまいりましたが、今般、その結果を 
以下のとおりまとめましたのでここに答申いたします。
労災■自責委員会委員

委員長
副委員長

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

労災診療報酬点数表の構築

1.はじめに
我が国の総人口は少子化(低出生率水準)の影 

響を受けまもなく人口減少時代に突入する。また、 
生産年齢人口(15〜64歳)は戦後一貫して増加を 
続け、平成7(1995)年の国勢調査では8,717万人 
に達したが、この年をピークに以後一転して減少過 

程(平成12(2000)年国勢調査：8,638万人)に入っ 
ており、新規の労働人口がますます減少の一途を 
たどるため将来的に総労働力の不足が予測されて 
いるが、同時に労働者の高齢化も進んでいる。

【年齢階層別の労働力人口の推移】
2002 年

15〜29歳1,488万人 
30～59歳 4,273万人 
60歳以上 929万人

2010年 差
1,2万人228万人減 
4,240万人 33万人減 
1,230万人301万人増

出典：平成15年度厚生労働白書
(資料：2002年は、総務省統局「労働力調査」、
2010年は、厚生労働省職業安定局の推計によ 
る。)
一方、産業においては機械化やIT化などの進展 

による構造の変化、新たな化学物質の利用やVDT 
作業などといった労働者を取り巻く環境の変化がも 
たらされており、その結果、業務上の災害や疾病の 
構造もこれまでとは違った様相を呈してきている。ま 
た過労死の問題に対する関心もまり、平成13年12 
月には「脳•心臓疾患」の認定基準の改正が行われ、 
過労死等に関する労災認定件数が急増するなど、 
労災医療を取り巻く社会情勢の変化は著しい。

これらの観点から、労災医療がこれまでとは異なっ 
た対応を余儀なくされているにもかかわらず、現行 
の労災診療報酬は基本的に昭和36年当時の体系 
を維持したままで今日に至っている。

また、度重なる特掲項目の追加等により算定方 
法が複雑化した結果、医療機関による請求の誤り 
も少なぐない。
新しい時代に即応し、勤労者が安心して働ぐtめ

资災診療報酬点数表の構築
日本医師会労災•自責委員会
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に、また、労災指定限療機関が十分な院療を提供

でき、かつ適iTな評価が待られるように、労災診療
報酬のあり方を根本的に見直す時期が来ているも

のと考える。

2目労災保険制度

労災保険制度は、業務災需(仕事が除、囚となコて

生じた負傷、候病、身体障在、死亡)および通勤災
害(通勤が原凶となって生じた負傷、疾病、身体障

下言、死亡)を被った労働者やその遺族のために必必
な保給付をfTうことを主たる目的としてお1、労働者

が業務上の事由または通勤により、負傷したり疾病

にかかった場合には、労災保険から必立与な俣療が
給付される補償保険制!主である。

労災保険のは的はそれだけにとどまらず、被災

労働者やその遺族に対して、社会復帰を促進させ

るたぜの対策を講じξことや種々の子厚い援護措
置などを定めている。さらには、労働災害の防止や

労働者の福祉の噌進を図るための得碕の事業を提
供している。

一方、健康保険は業務災害や通勤災害等を除く

労働とは無闇係に被った健康被需に対して保険給
付をfTうモので、十日互扶助による保険制!主であり、

高齢者の医療費増加により財政的に逼迫している

といわれている。

3目労災診療費算定基準

労災保険から支払われる診療費については、健

hk保険の場合と異なり診療内存や宵定jパ主そ1江他

について、とくに労災保険法上具体的な規定は設

けられていないことから、労災保険法が制定されて

以米、各地における慣行料金により請求・支払が
f了われていた。

しかしながら、公的な労災診療制度を運営するに

あたり、医学上 般に必要と認め巳れる範囲で行わ

れた診娠については、個々の医師の主観によって

異なるをのでなく、公正な算定方法によって算定され
た額により請求することとされ、こG花主了王な算定 Mf;
とは、社会的に妥出性の認められる統一性の収|ら

れたものでなければならない。

そのため、労働省(現厚生労働省)は円本医師

会と協議・検討した「労災診療費算定基準」を定め、

この基準によって労災診療費の算定を行うこととし

た。
この「労災診療費算定基準」は、昭和 3 6年、当時

の労働省労働基準局大里子労災補償部長と武見円

本医H市会長の巾し合わせにより、「労災診療の適正

な発展のためには、労災診療の健保診療に対する

特殊性を科学的に明らかにし、その成品去に立脚、
即応して診僚費を決める必要性があるがそれまで

の暫定拍聞として、健保点数に準拠する」とされ、昭
和47年労働省労働基準局通達により示され、昭和1

51年の全而改止を経て体系化されたが、その後大

幅な見直しのないまま健保準拠の「暫定Hli肯」を継
続している。

労災診僚においては、法本的には健康保険等の

俣療保険で認められていないものであっても、保険

者である政府がそ州知両労働者の療養上必要と認

めるものであれば保険給付の対象となる。
また、原則として健康保険の薬価基準に収載され

ていない新薬等の使用は認められないが、収載さ

れていないものでも、薬事法による求認を受け医ヴ

-1治療効果があるとされるモのについては保険給

付の対象として認められる場合もある。

しかし、現実的には、労災診療のほとんどのケー

スにおいて、健康保険に準じた収扱いの範岡を超
えξことはなく、また、会計検金院からも健康保険に

準じた厳しい指摘が行われているのが実状である。

4 現行の労災診療費算定基準の問題点

(1)算定基準そのものの問題点
ヨ>労災診療費算定基準は健康保険に準拠して

いるため、その時々に特掲項目の追加という形
で不台理を是止してきた。現有までにその項Uは

きわめて多数になり、算定方訟を非常に慢強な
ものにしている。

~そのため医療機関にヰJl ～て誤算定が後を絶た

ない。とくに過少請求されたものに対する救済シ
ステムはなく、医療機関の減収となっている。

③労災の認定は労働局において行われ、労災

診療が後になって本支給となることがあるため、
財同法人労災保険情報センター (RIC)等の組織
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が必 l止となり機構|も慢強となることが避けられ
ない。

(2)健康保険との関連における問題点

(号 、ド均的、限定的治療を行うなど厳重な規制の

下にある健康保険診療と具なり、災当性疾病を
取扱う労災診療では、できる限り労働者を早期に

社会復帰させることを R指すために、充分な医療

が必要である。そのため両者の治療 )j主|、治療
内容には臼ずと差が問てくるととは出然のことと

いえる。したがって、労災保険の診療報酬点数が、
田町必ワ異なる健保診療報酬点数表に準拠してい

るととには大きな矛屑があり、|分な桁償が行わ

れるとは言い切れない。

③健司毛保険は、外米管理加算、特定咲患療養指
導料など、ト人I科の技術計｛曲の而から様々な修飾

を)JUえ、部分的に修正を続けてきた。それゆえ全
体としてみた場合、包含する矛盾は増大し、健保

診僚報酬点数哀そのものが不適切なものとなっ

ている。外科的治療の比率がい労災診療費がそ

の不適切なものに準拠するため、問題点がさら
に増幅しているといわざ、るを得ない。

⑬今後、さらに労働者の平均年齢が|昇してい

くにもかかたらず、災当性疾患の治癒過程にお

ける加齢の影響などが考慮されていない。

④近年、とくに健保準拠という考え方が強調され、

会計検金|涜の検金も同様の基準で行われてい
るため、労災医娠の特味性は一切考慮されるこ

とはなく、健保の範阿をえた俣療については否定

の対象となり得る。
(3)財源論における問題点

(］ )OR和 36年当時には、財源問題に山来する診

療報酬マイナス改定ゃ逓減市JIの導入など、全く想
定されていなかったことは明らかである。医僚費

の増加を抑制しようとしている健保に準じた現行
の労災診療報酬体系では、高齢化がさらに進行

していく今後、ますます|分な医療の提供を帆害

するものと 14｛われる。

③財源論か3健保に導入された「人院基本料」、
「再診料(外来管理加算を含む)J 、 「外来診僚料」 、

「リハビリテーション料」、「消炎鎮梢等処 i肯」の逓
減制や算定単位制限は、同じ医療を提供しても

通院 H数(受診 InJ数)や入院期 IUJにより、診療報
酬上の評価(医師の技術料)がi域点されるという

全く矛盾した政策である。健康保険においては、

、'l成 15年 6月H Jより、再診料および外来診療料
の逓減制は廃止(労災保険では、平成 15年 9月

l口より廃 Iりされたものの、労災診療におけると

れらの算定明円は早期の社会復帰等の観点か

らとくに重要である。それにもかかわらず、同様
の逓減制等を導入した労災診療報酬体系は不台

理を増幅したものといえる。
③すなわち度災労働者を早期に社会復帰させる

ためには、頻囚の処置や 1)ハビリテーショニが霊

山な意味を持つ場合が多い。これらに制限を加

える羽行の労災診療費算定基準は、労災保険制
度そ広も σの根本的な粘神になじまないものであ

る。

④労災保険は羽在まで黒字を続けており、制度

の泊止な運用を|刈りさえすればそれを継続してい
くことは可能である。効率的な制度の運川のため

には、とくに災当や疾病の発生を予するという観
点カもの制度構築が必要で庄る。(平成 13年度

末現在、労災保険における年金受給者の将来

給付に備えた積立金累積は、 7兆 3,9日2億円であ

る。［資料労働者災害補償保事業年初(平成

13年度)厚乍労働省労働基準局］)

5 改革の方向性

前述のように多くの問題点を包子守した労災診療報
酬制度は、早急な是在が求められる )j、抜本的

な制度改革も必要で主る。いずれの場台でも、絶対

的な前提条i ' Iとして「簡素化」を実現しなぐてゆならな

い。具体的には短期的な改革および長期的な改革
とに分けて考える必要がある。

(1)短期的改革
短期以Jな改革を目指すには、ある程度羽在の制

度を前提としなくてはならない。その長カ ¥Gfま①完全
に健保に準拠し、その範阿内での改革を行う、Gl:現
行の制度を踏し特掲項目の全面的な見直しを図る、
の一つの方法が考えられる。

①完全に健保に準拠する場合
労災特掲項目をすべて廃止し、全体の,I.~数を引
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|げる。つまり単価を 51卜げるわけであるが、この

)Ji去の長所としては、簡素化という面かるレセコンの
対泌などが長も簡単に行える点にあり、ある4百味で

は理恕的である。しかしながら、単価をLミくらにする

かについては、十分な議論が必要であり、納得の

いく科宇的根拠を確立する必要がある。

また、単価 511げによる対応は、健保と労災の違

いが単価のみで、基本的には健保準拠に他ならな
い。乙の場台、健保に準拠するがための矛盾点(両

者の基本的理念の違い)をどう解消するか、その対

応が重要となる。例えば、審金上「医師の裁量権」を

大幅に認める、逓減制を認めない、などの条件が
担保される必'～がある。

もτとも単価の引上げは、財務省などを巻き込ん
だ論議となり、現有の日本の経済状況かう考えると

現実味のない議論として、受け入れられない可能'1"1

が高い。

②特掲項目の全面的な見直し
現在は、労災保険法|具体的な規定が設けGれ

ていないため、労災診療費算定基準は厚生労働省
労働某準局通達により示されている。そのため、診

療報酬の改定等については、健保における中俣協

のような場で↑品議する必要か1ts.い。したがって特掲

項Uの見直しについては、実現への抵抗が比較的

少なく最も現実的な対応といえる。

)j、平成 14年の健保診療報酬点数表の改定

により生じた長大の矛屑である各種の逓減制を労

災診療報酬に適JIJするのは、労災の特殊刊からみ
て存認できる毛のではない。そのため行った診療行

為に対し止3な計｛曲が与えられない項Uについて

は、すべてに労災特jt Jを設け矛盾を消していくし必l止

があるが、簡素化の観点からは項目を全面的に見
直し再構築しなくてはならない。特掲項Uをすべて見

直すには相当の労 )Jをl止することであり、科学的収

拠のl.Jかるも専門家の;蛍比を十分に聞く必要があ
る。

［具体的な対応意見］

(ア)月内逓減制・単位制限の撤廃。(消炎鎮痛等
処置、リハビリテーション等)

(イ)初診料、再診料、再診|噂療養指導管理料等の
金翻による算定項目を点数による第定にする。

(ウ)外来管理加算の特例  11 1(扱い、読み替え定等

は、請求(計算)を複雑化し、これが誤請求(多く
は過少雨求)の原凶となっているととから、特例

取扱いの簡素化を図る必必がある。
(エ)現在の労災特掲項目の内存をさらに!膨らませ

ることは、「筒率化」とは相反するととになるので、

初診料、再診料等の基本診療科の点数を引|
げるなど、垂,I.~的に此直す。

(オ)消炎鎮痛等処置の併施について、マッサージ

等の手技による療法および器具等による療法の
算定は、 Il.! h3位または3局所に制限されている

が、 5位または5局所に増やす。(局所を同上肢、

両下肢、取幹の5同所lこK分することから)
(カ)初J診時ブラyシング来の取J泣いにおいて、「初

診時フ手ラ、ソシング干ヰを含む処置の所定点数の合

計が 150点未満の場合には、 |時|自l外等加算の対

象とはならない」とする項目を削除し、処置料にお

ける時間外等加算については、所定点数にかか
わらず算定可能とする。

(キ)子術において、同 子術肝等で2以上の子術
を行った場台で弘それぞれの手術料の算定を

可能とする。
(ク)労災診療に; flいて機能回復に重要な子術、例

えば創傷処聞や骨折観血的整復術等は、労災

独自の点数設定とする。また、手の指に係る創傷

処理および骨折観 1111.的整復術について、現行の
算定方法を改め、指2本の場台は健保R数>く 2
(本) X2( 四肢)JU算)とする考え方をJ専入する。

(ケ)消炎鎮痛等処置については、マッサージ等の

千技による療法、器具等による療法および湿布
処世を労災特尉r~ Fìとして点数の一本化を図り、

凶肢にfTった場合は1.5倍、子(子関節以下)お
よび干の指に行った場台は 2f古の点数による算

定を可能とする。
(コ)早期復帰のた詑のリハビリテ ションの重要性

を考慮し、 r)ハビリテーション指導料を析し、また、

疾病にかかわらず、院自rlJの判断により早期リハ

ビリテーション加算の算定を認める。
なお、さらに具体的な労災特掲項Uの見直し

に閲する意見については、本書資料編「労災特

掲項目賢［平成15年9月1F 1現在］・労災特掲
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司自円見直し(案) Jを参照されたい。
(2)長期的改革
短期的な改革カ~~7r間的制約上、健保を某準に考

える必叫があるのに対し、I'k療現場の視点に¥r:て
ば、合理的な算定 )j訟を確立するために労災診療

独白の診療報酬体系を構築するととが雫まれる。

すなわち、労災診療費算定基準が健保点数に準拠

するとの羽行制度を変更し、労災診療報酬点数表
を祈たな視点で、独立したものとして構築する三とが

積年の課題である。

労災診療の健保診療に対する特殊性を科学的
に証明する三と、すなわち健康保険による診僚と労

災保険による診療の R的、手法の違いを明確にす
ξことは、近年の労災診療を取り巻く状況かうして泣

けて通れない問題である。長期にわたる検討が必

必であるが、労災診療に携わる各診療科において
研究、協議し、その根拠を明らかにすることにより、

我が同の労災保険制度をより充実したものに変え

ていくことができるモのと碓伝する。

6 労災独自の体系を構築する意義

健保に準拠しない労災診療費算定基準は、現在
の取扱いが合;まさオ1た際にも訳されておフ、暫定

措置(健保準拠)のままで特掲頃はばかりを迫力日し

ていく手法をいつまでも放肯できないのは明白であ

り、前述の如く、独白の体系を構築することが最も
雫ましい方向性である。

法の精神を十分に認識し、また労災診療の特殊

性を十分に理解した上で、様々な労災独白の補償
制度を組み合わせて、現有の健康保険では実現不

可能なサービス、現物給付、補償年金制度などを実
羽させξ ことも可能である。そして将米自 Jに、少子化

による労働者の人 U減少傾向が進むととを考えれ

ば、さらなる労働者の保護をすすめることが国民の

安全保障を充実させることになる。その粘巣、我が
|玉|全体として楠3の経済効果も期待し得る。

また、被災労働者の治療のみに対応した診療報

酬体系ではなく、労働者の高齢化等を考慮し、災当
や疾病の発生に対する予防的な措置を組み込む

ことも必l立である。すなわち、平成 13年に創設した

労災保険に才五ナる二次健康診断等給付制度をさら

に発展充実させ、診療報酬体系にも収り入れ、より
積極がJな傷病発生の予防策を構築していかなぐては

ならない。とくに、災害性疾病の中で圧倒的な比率

を山める腰痛に対する予防的拍聞は是非ともほり
人れていく必要がある。

一方、健康相談事業やメンタルヘルス対策に関
しでも診療報酬|の評価を行い、労災指定限療機

関の医師にかかりつけ医としての機能を持たせ、ま
た、虚業医との↑古和交換を併にするシステムとする

ことにより、職場と俣療機関との連騰を図ることが可
能となる。

労災保険では、疾病の予防は勿論のこと、職場

への早期復帰促進を円指してのリハビリテーション

は最も重要視されるべき治療子段であり、そのため
の費用については、本来原価百|算による算定なら

びに労災特有の疾病や治療過料を考慮して算定さ
れるべきである。

暫定措置として始まった現存の労災診療報酬体
系は、現代の社会情勢に適応した新しい体系にモ

テルチェンジすることにより、将米的にもさらに労働
者の災害補償制度として充実したモのになる。

そしてこの改革のもう一つの意義は、現在の復雑

な制度かる脱却し、誰にもわかりやすい制度を実現

できる点にある。

7 労災独自の体系を構築するに当たって考慮

すべき点

(1)労災独自の体系の構築には、多大の労 )Jと|時

問が必要であり、専 I"Jの7 "ロジェクトチームを設
置し作業を行う必要がある。とくに、労働災害等

を扱うJ!;Jj度の高い整形外科や脳神経外科等の

専川家の;ま見を十分に考慮しなくてはならない。
(2) この作業は全|玉|的に展開し、各診僚科におけ

る学会等より広く意見や科学的 ARJ祉を集めなくて

はならない。

(3) 現行民権は、厚生労働省労働法準局通達に

より不されていることかう円滑な遥 JIJが行われて

いるが、労災独白の診療報酬点数表を作成する
場合には、医療関係者(日本医岬会)が参画す

る適正な機関(審議会等)を設肖したうえで議論さ

れることが望ましい。
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⑷少子齢化に伴う労働者の減少に対して、その 
歯止めのためにもしっかりした補償があること、す 
なわち労働者が安心して働けるように、診療に対 
する制限を設けず、最良の医療レベルで、かつ、 
科学的根拠を持っ診療を行えることが必要であ 
る。

(5)労災独自の体系は、労働者や国民のための 
すばらしい補償制度であることを社会に対し広く 
理解を求めることが必要である。

⑹ 点数の定に当たっては手術料、処置料、リハ 
ビリテーション料(理学療法等)、画像診断(X線 
等読影等)、再診•指導等々の技術面を適正に 
評価した点数設定を行うことが重要である。

(7)産業構造の変化による労働災害の多様化等 
に、労災指定医療機関の医師も対応すべく研鑽 
するとともに、診療報酬体系においては、既存の 
点数項目だけではなく、将来予想される医学の進 
歩や産業の変化に臨機応変に対応できるように 
しなくてはならない。

8.まとめ
1)「労災診療報酬点数表の構築」という諮問に対 

し、現行の労災診療費算定基準を中心とした制度 

の問題点を検討した。
2) 労働者災害補償保険法の精神を十分に理解 

し、また労災診療費算定基準が示されるに至った 
経緯などを検討した結果、現状のまま放置できな 
いという点で委員全員の認識が一致した。

3) また、現行の制度がきわめて複雑かつ難解で 
あるため、簡素化を行う必要があるとの認識も共 
通したものであった。

4) このような観点から、新たな点数表の構築につ 
いて検討した。

5) 短期的には現状の特掲項目の全面的な見直 
しを行い、簡素化を図ることが必要である。

6) 長期的には労災独自の診療報酬点数表の構 
築が理想的であり、その実現に向け専門家を加 
えたプロジェクトチームの発足が望まれる。そのた 
めに各診療科における学会等と密に連携してい 
くことが重要である。

7) 日本医師会としては国民の立場に立ち、その 
理解が得られるように努め、労働者の健康を守 
るため傷病の発生を予し、被災労働者の早期復 
帰や災害補償を行う充実した制度を構築するこ
とが肝要である。

«資料編»［省略］

厚生労働省発表
労災病院の再編計画

2004年3月30日

「労災病院の再編計画」について
1労災病院は、勤労者の業務上の負傷、疾病に 

ついて予防から治療、リハビリテーション、職場復 
帰に至る一貫した高度•専門的医療を行うことに 
より、かかる医療の中心的役割を担ってきたとこ 
ろであるが、近年の職場環境の変化や女性の職 
場進出等に伴い、勤労者のメンタルヘルス、過労 

死、働く女性の健康確保等に対して先進的に取 
り組んでいくことが一層求められているところであ 
る。

2 このような中、平成13年12月19日に「特殊法 
人等整理合理化計画」が閣議決定され、労災病 
院については「労災疾病について研究機能を有 
する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を 
図る。この再編の対象外となる労災病院につい 
ては廃止することとし、地域医療機関として必要な
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ものは民営化又は民IUJ.地方に移管する。」とさ
れたところである。

また、労災病院を設置運常する労働信社事業

凶については、 、 ;1成 14年 12月13 t1に公布・施

行された独立行政法人労働者健康福祉機構法

により、平成 16年4月1日に解散し、とれを求緋

すξ独¥r.行政法人労働者健康福祉機構が設な

さオ1ることとさ才1たところである。
3 乙れらを踏まえ、厚生労働省では、労災病院に

ついて、労働政策として期待されξ役割を適切に

米たし得るよう、労災病院群としての機能の再編
強化を1"1ることとし、今般、そのた此の「労災病院

の再編計画」を策定したところである。

4 今後は、この「労災病院の再編計|向 IJに基づき、
独立行政法人労働者健康福祉機構において、

「労災病院統廃合実施計画」を策定し、順次再編
作業を進めることとしている。

労災病院の再編計画

1 趣旨
平成 13年 12月 19 tIの閣議決定「特殊法人等整

理合理化計l向」により、労災病院を再編して業務の

効率化を|刈ることとされた。

これに基づき、労災病院が労働政策として期待

される役許 IJ:を適切に栄たし得るよう機能の再編強化
を|火|るため、「労災病院の再編古|回」を策疋するも

のである。
2. 労災病院の今後の位置付け

(1)労災病院の役割
労災病院は、被災労働者の早期職場復帰及び

勤労者の健康確保という労働政策の推進に寄日す
るため、労災疾病に関する予防から治療、リハビリ

テーショ二に雫る 貫した高度・専門的な俣療(～勤

労者医療)において、他の医療機関に対して '1'核的
役割を10う。

なお、労災病院が地域医療の中で現に果たして

いる役割も考慮しつつ、勤労者医療の充実を図る
中で地域にとって期侍されている医療にも適切な役

割を果たす。
(2)労災病院が重点的に担う労災疾病の範囲

労災病院が担う役割に鑑み、労災疾病をめぐる

状況や労災病院が擁する医学的知弘、医療資源

問舌用等を踏まえ、具体的な労災疾病として現有対

象とすべきものとしてはりJI紙1の 12分野とする。
(3)勤労者医療において中核的な役割を担う上

で強化すべき機能
(む勤労者R療に団する効果的、効率的な研究・

開発を推進するため、労災病院群として全国的・
体系的な症例の荷積及び［ f r r r ;J; ; f C附究機能の集約

化等の整備を図る。

② 般診療を基盤としつつ、民間医療機関等で

は対比、が閣難な両度・専門的医療の提供体制を

確¥r.するとともに、労働災言発乍への対応を踏

まえた数急医療に対する休市JIの整備等を図る。

③労災指定医療機関等に対して附究開発の成

果の普及体制や病病・病診連携を通じた被災労
働者等の受人体制を強化するとともに、産業医

等の臨床。「修への結械的な対比、を行う等、勤労
者医療の地域支援機能の整備を図る。

④労災疾病に対する新たな予防子法の普及等
事業場における虚業保健活動を支駁するととも

に、脳・心臓疾患、メンタルヘルス等の予防に閃

する相談・指導の支援を行う。

⑤労災保険給付に係る業務上外の決定等にお
ける院学的判断に係る協 )J体制を強化するとと

もに、労働安全衛生行政の推進や労災認定基
準の策定への寄与等、行政機関等への積械的

な貝献を行う。
3目労災病院の機能強化を図るための再編

(1)再編に当たっての基本的視点
(む労災病院が|記2にHJげた役割・機能を十分

かつ効米的に米たすことができるようにするため、
全|玉|の労災病院を再制成し、勤労者医僚に関す

る全国的なネットワーケを構築する。

すなわち、労災病院のうち臨床研究機能を集

約的に)0う病院を「中絞病院」と位置付け、それ
以外の病院とのI~Jで、府例の蓄積、勤労者俣療

に関する研究・開発、検証等体系的な研究休市l
を整備する。

@勤労者I'k療における地域支援機能を的確に
担い得るよう、地域的にバランスのとれた配置と
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なるよう考慮する。

(2)再編の具体的内容

①再編に~たって、次の諸点を考慮しつつ、各労

災病院を総合的に評｛刊する。

イ 現にイlする診療・研究機能

労災病院群としての効率的な機能発揮の観点

から、勤労者医療に閃すξ研究・同発実績、高

度・専門的医療の提供妥結、勤労者医療の地域

支暖実績等を考慮。

日経営の収支状況

今後の経営の健全性確保の観点から、これま

での収支状況等を考慮。

ハ地域的配肯状況

労災病院のバランスのとれた配置の飼lz:から、

地域における労災病院の配置状況、 次医僚

圏における医療事情等を考慮。

(～)この結巣、全国的なネットワークを構築する労

災病院として現有の 3 7病院を3 0病院に再編成す

る。

この再編成に伴い、 5病院を廃止するとともに

4病院を2病院に統台すξ三ととし、 i琵 ICムくは統台

の対象病院及び廃止等の時期等は百Ij紙2のとお

りとする。

⑮再編の実施に3たっては、平成 16年4月1口
に設なされる独¥r.行政法人労働者健康福祉機

構において「労災病院統廃合実施計l向IJを策定

し、同百|画により順次再制を進めていくものとす

る。

4 労災病院の廃止等に当たっての留意点

(1)地方公共団体等関係者との協議

労災病院の廃止等に際しては、s'J係地方公共凶

休の長その他地元の関係者と協議し、当該地域に

おける医僚の倖保、虚業保健活動の推進等に|

分配慮すξ二ととし、当該地域俣療において必民不

可欠との判断カ時存続を要望する労災病院に閣し

ては、地方公共団体又は民間への移譲を積械的に

進めていくものとする。

(2)患者への配慮

廃止等によって忠者の診僚及び僚養に支障を来

すことのないよう、今後における診療・療養先の確

保等に努める。

(3)職員への配慮

廃止等の対象となった労災病院の職員について

は、他の労災病院等への配置転換、ムくは移設先へ

の再就職等による黒川の確保に十分配慮する。

(別紙1)

労災病院が重点的に取り組む 12 分野
［以ト、「対象疾病分野」と「課題等JJ

1 四股切断、骨折等の職業性外傷

製造現場や建設現場等で多発する凶肢の損傷

等のうち、千指切断、開放性骨折等緊急手術が必

l止なケースについて、仲経J妻合を図るマイケロサー

ジャI)~(子術顕微銑装置)等専|川J80な機器等によ

る高度な医療が必要。

2 せき髄損傷

職場での転倒・転落、交通事故等による頚椎・せ

き髄損傷は、脊椎・泌尿 6~ ・ 1)ハビりテーション専門

俣、看護自111 、理学療法一上等の専門スタップ江横断的、

総合的な医療が必要。

3目騒音、電磁波等による感覚器障害

騒音作業による難舵、 VDT作業による疾患、溶

接、炉前作業等の紫外線・赤外線や通信業務等の

レーザ、一光線等による眼疾忠などが多数発生して

あ旬、エキシマレーザー等専門的な機器等による寺

川的な治療と、的確な検査・治療 )j法の研究開発

が必要。

4 高・低温、気圧、放射線等の物理的因子に

よる疾患

高温l環境卜での熱中佐、物流現場にねナる凍傷、

高圧作業による潜水 Ci替問)病、放射' 1 " 1物質収扱現 

場での欣射線障当等は、専 1 uJ自Jな機出・設備によ

る砲数の診綬科にわたる総合的な診断・治僚等が

必説。

5 身体への過度の負担による筋・骨格系疾患

職業性腰痛厄や頚斤腕厄候群等は、物流、介護、

オフィス等多数な現場で依然多数発干してしミるが、

その要閃は多岐にわたり、また悪化再発を繰り返

すことが珍しくないととカ '>6 ,温止な僚義管理と労災

保険給十Jの観点からも、的確な診断方法の同充、

職場の作業態様に応じた専門的な治療と予防策の
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確な、普及が必位。

6目振動障害

林業は宅とより、建設業、製造業等ても依然多数

充附しているが、 )JU齢等の影響等未解明な点も多

く、また療養が長期化する実態にあることから、適

止な療養管却と労災保険給付の観点からも、一層

有効かつ的確な診断・治療方法江研究同発が必些。

7固化学物質の曝露による産業中毒

化宇物質による中毒症、がん等は、 55ヲ 000種類

以|の既存の多様な化学物質に加え、新規化学物

質が次々と生成されることから、様々な職場、職域

で発生するロJ能性があり、近年ではシックビル(シy

ケハウス)といった事務系職場での問題の充中モみ

られるなど、これらの生休への影響分析と専川的な

治僚が必要。

8 粉じん等による呼吸器疾患

粉じ/し乏発散する職場・業務は、セラミックス製造、

金属切断・仙謄等多数あり、じん肺及び肺がん等

合併症は依然として多数発干しているが、じん肺は

初期診断が難しい咲病であり、症例の集積を活用

し、専門的な診断・治綬と一層有効な診断・治僚方

法の研究同党とともに、全圃の専門医の育成に貞

材、することが必要。

9 業務の過重負荷による脳・心臓疾患(過労
死)

高 1111 1+'精尿病等の生活習慣病をJ包える重~.titi

が業務の過重負荷により、脳・心臓疾忠を発症し、

いわゆる過労死に雫るケースが唱えており、社会

問題化。

血管|人jの千術等4門的な機:m等によるもL門的な

治療と、府伺J正集積に基づいてうた務と脳・心臓疾患

との肉米閣係等を分析し、予防策の確立、普及が

必要。

10 勤労者のメンタルヘルス

労働環境の変化に伴い、強い不安やストレスな

ど、業務による心瑚的負荷で粘神障害を発症する

勤労者のi曽川、 3万人を超える自殺者など、勤労者

のメンタルヘルス対策(,～.、の健康問題)は喫緊の課

題。

的確なカウLセリングなど職場状況を踏まえた専

門的な治療と、精神障告の予防、診断、職場復帰、

再発防止策に悶する研究閣充が必 l止。

11目働く女性のためのメディカル・ケア

女性の職場進出の拡大に伴い、職域の拡大、伐

勤・交替制等勤務形態の多様化などが女-1'1勤労者
の健炭に及ぼす影響を研究・解明し、久性が安心

して働くことができるよさ複数の診僚F制こよる医僚而

のサポートが必決。

12目職場復帰のためのリハビリテーション

円滑な職場復帰を|ヌ|るため、それぞれの忠者の

|埠需の状況、職場での作業内容等に対応した職場

復帰フ。ログラムに基づくリハビリテーション医療が必

要。

(別紙2)

廃止・統合対象の労災病院について

O廃止対象病院

現に有する診綬・制究機能、経常の収支状況、

地域的配肯状況とし追った l止素を総合的に勘案し、

下表の労災病院を廃止の対象とする。

［以卜、 「病院f山「予定時期」汝び「備考 JJ
霧島温泉労災病院 、'l成 16年度
珪肺労災病院平成17年度

大牟田労災病院平成17年度

岩手労災病院 中成 18年度

筑豊労災病院平成19年度

・大牟国労災病院の廃止にヨたっては、その設置

経緯、「炭鉱災需による 般化炭素中毒痕に関

する特別措置法」の趣日及び corl r毒患者の療

養の現状を踏まえた対比、を検討する。

0統合対象病院

同 の二次医療閤に設置されてしだことから、下

哀の労災病院をそれぞ、れ統台の対象とする。

［以下、「病院名」、「下定時期」及び「備考JJ

美唄労災病院及び岩見沢労災病院 平成 19

年度

九州労災病院及び門司労災病院 λ、|成 19 fド
!主

-統合に ～たっては、一方の労災病院を分院として

存続させ腕の効率化高度化を図る。

30 安全センタ情報2Cコ4年 5月号



労災障害等級表の見直し等
2004年3月8日 労働政策審議会■労災保険分科会

厚生労働省は、3月8日、「労働者災害補償保険 
法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労 
働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」 
を労働政策審議会(会長西川俊作•慶應義塾大学 
名誉教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労 
災保険部会(会長保原喜志夫•天使大学教授)に 
おいて審議が行われた結果、同審議会から厚生労 
働大臣に対して答申が行われた。

「答申」の内容は以下のとおりである。
1「労災保険法施行規則の一部を改正する省令 
案要綱」のうち、介護補償給付及び介護給付の 
限度額等の引下げに係る部分について、厚生労 
働省案は、妥当と認める。

2 その他については、引き続き検討することとす 
る
介護補償給付及び介護給付の •限度額等の引下げ

「妥当」とされた部分は、以下のような内容である。
① 常時介護に係る介護補償給付及び介護給付 

について、介護に要する費用として支出した費用 
がこれを超えるときに支給する限度額を、月額 
104,970円(現行106,100円)に、介護に要する費 
用を支出して介護を受けた日がない場合等であっ 
て、親族又はこれに準ずる者による介護を受け 
た日があるときに支給する額を、月額56,950円 
(現行57,580円)に引き下げるものとすること。

② 随時介護に係る介護補償給付及び介護給付 
について、介護に要する費用として支出した費用 
がこれを超えるときに支給する限度額を、月額 
52,490円(現行53,050円)に、介護に要する費用 
を支出して介護を受けた日がない場合等であっ 
て、親族又はこれに準ずる者による介護を受け 

た日があるときに支給する額を、月額28,480円 
(現行28,790円)に引き下げるものとすること。 
これは2004年4月1日から施行される。
障害補償給付及び障害給付に係る 

*身体障害の障害等級の見直し
一方、「引き続き検討」とされた部分は、以下のよ 

うな内容である。
① 手指の亡失、用廃関係
示指の亡失を1級引き下げるとともに、小指の亡 

失を1級引き上げ、これに伴い、複数の手指を亡失 
した場合の整理も評価し直すこととした。また、これ 
に併せ、用廃についても亡失に準じた評価の変更 
を行うこととした。
② 複視に係る障害関係
複視に係る障害について、正面視で複視を生ず 

るものについては「局部に頑固な神経症状を残す 
もの」を準用して12級に、正面視以外で複視を生ず 
るものについては「局部に神経症状を残すもの」を 
準用して14級に認定されてきたところであるが、今 
般これを見直し、正面視で複視を生ずるものについ 
ては1〇級に、正面視以外で複視を生ずるものにつ 
いては13級としてそれぞれ個別に規定を設けるこ 
ととした。
③ 障害等級表中の用語の整理等

これらは2004年7月1日からの施行が予定され、 
また、改正後の等級については、年金受給者の保 
護の観点等から施行日後に支給事由が発生(治ゆ) 
した者について適用するものとし、施行日前に支給 
事由が発生した者については、引き続き改正前の 
等級に基づく支給を行うものとするとされていた。
•示指の亡失の等級引き下げに反対
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|労災保議後めぐる論点:労災保険部会 E

問題となったのは、不指の亡失広等級の1級引き

下げに関してである。

とれに佐藤委以(全建総連』記長)が、「建設労

働者の実態かう考えて納得できない」と反対。須賀

委員(述合総合労働局長)らも同調して;首見のやり

とりがあり、長終的に、保原部会長も「厚生労働省I
は納得のいく説明ができていなllJと持ち越されるこ

とになった。

厚生労働省側の説明は、以下のメモを示して、「整

形外科分野の俣学専門家7名により、|司分野にお

ける最新の医学史11 , , 1 ,及び治療技術の進民等を踏

まえ、検討を行った結果を踏まえたもの」と繰り返す

のみであった。

「整形外科の障害認定に関する

専門検討会」報告書の概要

手指の亡失等

第 IMiAとされている示指の亡失を1級引きトげ

て第 11級とし、中指及び環指と|可ーの等級とすξと

ともに、第13級とされている小指の亡火をl級引き

上げ第 12級とすることがi且ヨである。

これに伴い、復数の手指を亡失した場合の評価

も整理するとともに子指の用廃についても亡失に

準じて評価を変更することが泊出である。

2 せき柱

せき柱(い土生る「背骨 J)の運動障告及び変形障

害の認定暴準は、疋量的な測定結果による等d拝観

的なものに変吏することが適当である。また、頚部

と胸腰部に分けて評価する、 $6級及び第 11級の

みが定められている変形障害について、祈たに中

IUJの評価を行う等きめ細かな評何が可能なものと

することが適当である。

3 人工骨頭・人工関節(上肢、下肢共通)

現在、人一仁骨頭等をそう入肯換した関節につい

ては、実際の障告のイl無・程度を問わず 律に閣

節の用を廃したもの(第8級)として詐価しているカ正

人一仁骨頭のn能の101 .1等を踏まえ、団節の可動域

が健側の 1/2以下に制限されていないものは著しい

機能障害を残したモの(第 10 級)とするととが適～で

ある。

4 前腕の機能障害

現在、前腕の関節については屈伸の制限のみを

評価しているが、回内回外の可動域が制限された

場台も祈たに障害として評価することが3且出で主る。

具体的には、可動域が健側の 1/2以下に制限され

た場合は準用第 12級、 1/4以下は準用第 10級とす

るととがi面白である。

※前腕の|門|内・Inl外とは、例えばい|転式のドアノブ?

を開閉するときの動きである 05関節の機能障告

の評価方法

主l止運動が復数ある悶節の場合、主主!運動のい

ずれかつの可動域が 1/2又は 3/4以下に制限さ

れているものは、関節の「著しい機能障占」止は「機

能降下守」とすることが適当である。

また、その他関節の機能障自の評価 )ji去を明確

イじすることが適3である。

6 長管骨の変形(上肢、下目玉)

現行は長管廿が r15度以上回曲した毛の」のみを

長管骨の変形(第 12級)として詐｛曲している品工乙れ

に該当する場合を拡λ (例直作が一定以|減少

したもの)することが適当である。

※「長官骨」とは、上肢にあっては上腕骨、接骨反

び尺骨、下目立にあっては )¥1腿骨、 H宝骨及び排骨

をいう。

7 障害等級表上の用語

「腕関節、薬指、奇形、仮関節」をそれぞれ「手閃

節、環持、変形、偽閣節」に変更するほか、備考 '1'
の手指の関節等の用語についても一部変更する

ことが適当である。

ここに』かれた結論を繰り返すのみで、その根拠

どころか、「整形外科の陣芹認定に閃する専門検討

会報告書」そのものすら示さなかったのである。

平成 16年2月付けのこの却特占は、いまでは厚

中労働省のホームページにも尉載されているが

(http://www .mh lw. go. ip/ shi ngi/2004/03/

s0330-6.html) 、実際に公表されたのは、労災保険

部会が同かれて以降のことであった。

提案の内幸手自休もさることJながら、行政子誌に大

いに問題がある。そもそもパブリ、ソク・コメント手続に

準じて、ひろく国民の意見を聞いて行われるべきで

ある。
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-平成16年度労災保険予算案等

な才ふとの日の労災保険部会では、「平成 16年度

労働保険特別会計労災勘定予算(案)Jおよび「総
合規制改革会議『規制改革の推進に関する第3次

答申』等について」、事務局カも説明がなされてい

る。

「平成lo年度労働保険特別会計労災勘定予算
概要J(.r 表)では、労倒福祉事業費で約 IOC億円の

支出削減を見込んでいるが、 λきいのは以下のよ
うなものである。

・Ci!tO労働斉健康信社機構淫常費父付金
,り6 5 6百万円→8,5 0 6宵万円

.( 独)労働者健成福祉機構施設整備費補助金

17,322古万円→14,851百万円

-労災診療被災労働者援護事業補助事業費
委託先(財)労災保険情報センター

11.482百万円→10,304百万円
.在宅介護支援経費

(財)労災ケアセンターより(財)労災年金福祉↑品

会へ委託先変更

3 8 4百万円→9 1百万円
.産業医科大学運営費等

9ヲ 198百万円→8サ2 8 8百万円
資料についても、すでに厚や労働省のホームペー

ジに掲載されているので (http://www.mhlw.go.ip/

shin田12G日4/(ヨ/叫 308-o.html ) 、是非検討していただ
きたい。

以下もそのひとつである。

労災保険料率の設定に関する

検討会(仮称)の開催について(案)

1 目的
労災保険料率については、現存、業種毎の安全

衛中対策とあいまって|司積災需の|坊止努 )Jを促進

しつつ、業種を具にする事業主聞の負担に係る過

大な不公平感の是正をU的として、 51の業種区分
毎に料率を設定しているところである。こうした中で、

平成15 年 12 月、総合規制改革会議において、業
種別リスケに比、じたi出止な保険料率の設定につい

て、、l'成16 年度中に結論を得べきこととされたとこ

ろである。このため、産業構造や就業実態の変化

等を踏まえ、料率設定の具体的な方法等について、
より専門的な見地かう検討を行うこととする。

2 参集者の構成等
( 1 )労災保険料率の設定に関する検討会(仮称)

(以下「検討会」という。)は、労災補償部長が依

頼した、社会保障、保険(保険数理を含む。)、経

済等を4門分野とするι芋識経験斉により構成す

る。

平成16年度労働保険特別会計労災勘定予算概要
丙万円

区分
半成 15年度
予算額

半成 16年度
予定額

比較
増ム減額

対前年度
仲び率

歳入予算額 1,415,931 1.39 2 、610 ム23,321 98.4%
他勘定より受人 1,043ヲ913 1,04 4 ,726 813 100.1%

一般会"十より受入 1,307 1,307 100.0%

未経過保険料受入 2、号956 23 ,6号日 ム5,268 81.8%
支払備金受人 190,910 189ヲ374 6 1,536 99.2%

雑収入 150,845 133 ,515 ム 17,330 8 8 .5:お

歳,'+1子第額 1,210 ,642 1,187,239 ム 23,4 03 98.1;お

給付費 941.3 79 930,762 ム 10,61 7 98.9%

業務取扱費 5 7 ,836 55ヲ933 6 1.903 96.7%

労働福州事業費 138,288 128.399 ム9,8ω 92.8;お

仙勘定へ繰入 5、目139 62,145 4.006 106.9%

予備費 15,αm 10ヲ印)0 65刈10 66.7%

(2) 検討会には座長を置

く。

3 検討内容

(1)料率設定について
(2) 業種区分について

(3) メリ、ソ卜制について

(4) その他

4 その他

検討会は、中成 16+ド度

'1'に定の結論を得て、労
働政策審議会労働条件分

科会労災保険部会に報告
すξこととし、その粘県は、平

成 1 8年4月予定の労災保

の改正に資国
することとする。
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アスベスト禁止をめぐる世界の動き

ドキュメント

アスベスト禁比をめぐる 
世界の動き

アスベストー“魔法”から悪魔の鉱物へ
Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000

早期警告からの遅い教訓：予防原則1896-2000
5章アスベストー“魔法”から悪魔の鉱物へ 

European Environment Agency
Late lessons from early warnings:

the precautionary principle 1896-2000 
http://reports.eea.eu.int/

environmental issue report 2001 22/en
5. Asbestos: from 'magic' to malevolent mineral 

By David Gee and Morris Greenberg 
http://reports.eea. en. int/

environmental issue report 2001 22/en/issue- 
22-part-05.pdf

(早期警告からの遅い教訓：予防原則1896-2000 
の中の第5章を著者の快諾を得て翻訳•掲載する 
ものです。)

訳：安間武(化学物質問題市民研究会)

“現在の知識に照らして過去を振り返って見る時、ア 
スベスト関連疾病の発見と防止の機会をみすみす 
逃したとつぐ^ く感じる。”
トーマス•レッジ元主席産業医療監督官1934年

5.1はじめに
2000年5月20日、一人のイギリスの病院外科医 

の家族は、彼が47歳でアスベスト関連のがん、中 
皮腫で死亡したことの補償金として115万英ポンド(約 
2億3,0⑻万円)を受領した。

この病気は、この外科医が学生及び研修医とし 
て1966年〜73年の間の4年間、働いたロンドン、ミ 
ドルセックス病院の地下にある通信用トンネル中の 
破損したパイプ断熱材からの“青”アスベストの埃に 
曝露して弓Iき起こされた。(British Medical Journal, 
2000)
中皮腫の主要な原因はアスベストである。通常、 

発症後1年以内に死亡する中皮腫患者は、今後35 
年間に欧州連合(EU)内で、約250,000人発生する 
と推定されている。(Peto,1999)

アスベストはまた肺がんのひとつの原因でもあり、 
アスベスト曝露に関連する最初の疾病であったアス 
ベスト肺を含むアスベスト疾病による死亡件数の総 
合計は250,000〜400,000 くらいとなる。
図5.1はイギリスのアスベスト輸入量から推定され
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図 5.1 イギリスのアスベスト輸入と予想される中皮腫による死亡数 アスベスト採鉱が始まってから

る 50~60 年後の中皮脂死亡数を示す。

ロンドンの病院で起きたこの環境曝露より 90+ド前

の 1879年、カナダ、のセットフォードでクリソタイ)レ( “白

アスベスト")の採鉱が始まった時に、地球規模の公

衆健康への危険がやまれた。

数年後、他の二つのタイプのアスベスト、“青"(ク
ロシドライト)と“茶" (アモサイト)がオーストラリア、ロ

シア、 I'Hアフリカ及びその他の国々で採鉱されるよ
うになり、全てのアスベストの世界の年問生産量は、

1998 年には 200 億トンに達するようになった。

EUへの愉入量は 1970伴代中頃がピークで 1980
年まで年間 800,αJOトンを超えていたが、 1993年に

は 100刈)0万トンまで卜降した。

今H、健康と汚染へのコストの大きな負の遺産が

産山国と使用国の双)jに残されたが、アスベストの
使用は発展途上国では現夜でも続いている。

この節では、主にイギリスに閲して記述するが、

アスベストの歴史は、主要産山国であるオーストラ
リア、カナダ、ロシア、及び南アフリカと共に、フラン

ス、ドイツ、イタリア、スカンジナビア、及びアメリカ

(Castleman,1 99凸)でも回王同様で庇る。

それにも関わらず、とれらの照史は、多少の違

いはあるが、アジア、アフリカ、及び I'Hアメリカで起き
ている。

5.2 最初のアスベストの
“早期警告"と反応

2 0年以内に、“魔法の鉱物"か
らl α )を超える製 1]'1が開発された

が、深刻な疾病の報告もワた、出
始めた。作業による健炭への危

険性の長初の報告は、イギリスに

おける最初の女ド|労働安全衛恒

監賢官の 人であるルーシー・
ディーンによってなされた。

1 8 9 8年に書かれたたモのによ
れば、ディーンは、その年の観察

に艮づき、アスベスト作業を4つ

の挨のひど川職業のことつとして

“それは作業者の健践に対し存坊
に実証できる危険であり、被害者の雇用に関わる

気管支や肺への危舎の確かな症例である"と挙げ
た。

彼女はさらに観察を続け、“アスベスト粉じんの悪

雌効果に対し、 E品 1['く:療監督官による鉱物粉じんの

顕微鋭的検査がなされるようになった。粒下は鋭い
カなラス状のギザギザのある形状であるととがはっき

り分かった。そして、一旦、舛い|がると、どのような

量でも室内の空気1' 'に漂い、その影響は想像され
ていたように危険なものであった"。 (Dcanc,1 898)

1909年と1910年に 2τ の同様な観祭が女fl監
賢官によ℃なされた。それらは、『主任工場監賢官年

次報汗(Rcport 01 thc Chicf Inspcctor 01 

Factories) 1に掲載され、広く政策す案者や政治家
の問に回覧された。

これら“去、人女性"の観察は、 “ 4門家の恵見"と

はみなされなかったが、彼らは有能な観当当者であり、
職業病についての彼失らの議論は医療科学者の

れ怠を喚起するに|分なものであった。しかし、医

療科学者からは、彼女巳の報告書に対する反応は

なく、ただ無視されただけであったo

ルーシー・ディーンの切符』が州てl年後、ロン

ドンにあるチャリングケロス病院のモンターギュ・マ

レー悼上は、 33 以の男性の!怖に吸入されたアスベ
スト粉じんで特徴付けられる肺疾病を初汗された長

初の府例として見出した。
マレーの言長によれば、「彼は約 14年問その職
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場で働いたが、最初の 1 0年は、彼が言うには最も

危険な作業工程である“けはだて室"での作業に従
事していた。彼が白発的に言うととには、彼がその

作業室で働くようになった|守、そこで働いていた彼を

含む 10人のうち、生き残ってL氾のは彼ただー人で

あるとのことである。そのごとについては彼の青葉

以外に私には証拠がない。彼らは全員 3 0歳什でど

こかで死んでしまったJo CM u r r a y,1 906)

との観察により、 1906 年、イギリス政府は職業病

に対する補償に関する調杏を行うこととなった。
同年、 人のフランスの産業安全衛生監管官が

アスベスト織物上場の女子作業はのうち約 50 人が
死亡したとの報告を行った。 CAuribault ,1906)この

報告書は、アスベストの特性、その処理と利用、紡
糸・織布作業での安全性と健康に対する危険性、

粉じん捕集装聞の設計などについて記述していた。
この報白書はほとλど無視されたが、それかS*:J

9 0年後にフランスはアスベストを主主l上し、後述する
1999年の世界貿易機関(羽rro)交渉において鮮明

な態度を表した。
とのフランスの切符占は、先のイギリス女性情督

官の観祭内容を確認するモのであった。しかし、 1906
年、イギリス政府の調査はアスベストを職業病の原

凶として認めなかった。マレ一博士は次のように証

言している。「一般的に、このような疾病はかつては
なかったことなので、粉じんの吸人を防くaために大

変な乙とlこなって, lると聞いているJ0 (Murray,1 906)

このことは委員会に影響を与えたかもしれない。
しかし、マレー博上の患者が主張する9人の同僚作

業者の死についての真実に関し、なんら調査がな

されなかった。また、凡ーンー・ディ-/かう死亡率

の統計的調査を実施するよう提案があり、それを五
施していれば役に立ったであろうに、生き残ったi
場の作業者に対する調杏すらも行われなかった。

マv- j 1 ¥ l上の“危告の証拠がない"ことは“危当の

なL、ととの証拠"であるとする見解は初期の誤った

考え方の典型であり、そのような考えが当初は無需
であると考えられた多くの危険な物質を危険な毛の

として特定寸るととを抑制した。 (falsc ncgativcs)

1 9 1 0年に、アスベストの危険 'VIについてのその 
他の証員が畔業者らによって述べられておコCCollis,

1911) 、1911年にはラットを使った先覚的な粉じん実

験が｛Tわれ(Merewether and Price ,1 930) 、こ江こ
とが後に、“大呈にアスベスト粉じんを吸入すると、

ある科度有需であると疑うに足る合理的な恨拠"と
なり、産業局は、粉じん環境の作業場に排気装置

を設置するようにとのJ玉力をかけるとととなった。
CMerewether,19 33)

しかし、その後、 1912年と 1917年に産業局は調
査を実施し、それ以上の行動をとるととを止～化す

るために十分な証拠はないとした。
ゾムアメリカ及びカナダでは、保険会社は 1918

年までにアスベスト疾病の証拠は|分あξと見なし

て、“この産業界におナる有需な状況を恕定しで'保

険料率を引き上げた心 (Hoffman,1918)
残念ながらこの初期の予防的措置はその後、

忘れよられ、 1 9 9 0年代にアスベストによるコストが
アメリカの保険業界に大れ撃を日えることとなる。

1924午、口、ソシデール(訳注イングランド北西部

の町)で、 1 8 8 0年自Jr ¥i:のターナー兄弟祉のアスベス

ト工場において、初めて現場検証とアスベスト作業
者の病理学的検診が行われた。ネりー・カーシャウ

は、彼女のに地の俣師、ジョス博一行によってアスベ

ストの毒性で化亡したと診断された。ジョス博上はそ

のような恒例を年に 10~ 1 2例ほど見ていた。

彼の見解は、病理学者W コーケ博寸てによって追

認され、j1¥l上はその症例を医学論文に記載した。

(Cookc,1 924 and 1927)

ターナー兄弟社江他の一仁場がまるリーズ(訳注

イングランド北部の山J )で、 人の土地の医師が博
士論文を』き上げるのに|分なほどのアスベストの

痕例を発見した。 CGrieve,1927)
1 9 3 0年までに、この2つの工場の作業者のうな

少なくとも12人がアスベスト肺が原凶で、あるL斗まそ

れが部分的な原因で、死亡した。 ( T羽田ゐ1e ,2000)

ある場合には、結核、心臓疾患及び肺炎が診断

を複雑にし、さらに次の数|年問、その状態が続い

た。
しかし、少なくとも、これらのうちのL、くつかの証拠

及び、 1928 年の医宇論文に掲載された南アフリカ

の4府例を台む他の 2τ の報告書 CSirnpson,1928; 
Seil町, 1928)は、産業医療監督官ミアウェザーj 1 ¥ l上
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と、産業安全衛桁監管官で粉じん監仰と制御のパ

イオニアであるc.wプライスによるアスベストの影

響に対する政府の調査を促進するとととなった。

それは最初のアスベスト労働者の健康調査であ

、り 2 0年以上雇用されていた作業者のo o %がアス

ベストの被害を受けていたが、 4年以ドの作業斉に

は被需者おらず、調杏対象作業者3 6 3人のうち被

告を受けていた作業者は平均2 5 %であった。 (Mere

wcthcr and Pricc,1 930)

これは、おそらく過少評価であり、現在働いてい

る作業者だけが調全対象で、すでに病気で職場を

去った人々は調査対象から外されていた。

しかし、こオLらの結果は、 1931 年に最初のアスベ

スト粉じん規制法の制定、医療調査、及び補償措

置を世界で初めてをもたらした。

これらは、 1 9 6 9年に新たなアスベスト規正法がイ

ギリスに導入されるまで、ほとんど変化することなく、

またJ去的な強制力を持っとともなかった。

5.3 アスベストによる肺がんに
ついての早期警告

1 9 3 2年、労働組合会議 (TUC)への報白書の1''

で、独立系研究者口ナルド・テージは、ロンドン、パー

キング江ケープ・アスベスト社で充附したアスベスト

l怖の3症例が、がんで悪化していることに注;震を喚

起した。 (Grccnbcrg,1993)

アスベスNこ関連したj肘が/しJに閃する報告は、 1930

年代及び1940 年代にアメリカ、ドイツ、イギリスの医

ず論文に見られ (Lynchand Smithサ 1935サ G1oync,

1935; W目II民 1943;Heuper,1り 42)、また、 1938年

の『主任工場監管官報白書1(Report 01出eChiel

1n叩し ctor of Factorics)にも見られる。

1 9 3 8年、肺がんが一般的にはまだそれほど多く

はなかった時に、ドイツ当局は、アスベストとj怖がん

との関連性を修信し、 1943 年、アスベスト肺がんは

職業病として補償の対象となった。 (10年後、喫煙と

l怖がんの関連性が、アスベストと 11市が人の閣連性

の証明を複雑なものにし、難しくした。)

1949"ドの『主任一仁場監督官伴次報告書』で、アス

ベストl I i市必亡患者の検視において111市がんが高率で

見出されξことが報告され、また、産業界はマウス実

験による呼吸器系がんの多発を示したアメリカの報

汗占をを入T今した爪刊行し制ャ;たρ ( Schc問r,I995)

ロッジデーA(副~7~土イングランド北山市の町)地

区でのがん化亡率に関する3つの内部誠l金ではア

スベスト労働者の中に肺がんの証拠を見出すこと

はできなかったが(Kno x ,1 9 5 2 and 1964) 、会社担u
の医師は彼が統計学についての知識がないことを

汗 1'1した。 (Twccdalc,2肌JOサ p.148)

1953"ド、ターナー兄弟社は独¥ r :系疫学者リチ司Fー

ド・ドルに口、ソジデ~)L のアスベスト労働者先亡率に

ついて調査すξょう依柏、した。彼は2 0年以上アスベ

ストlこ曝露した人々は通常の集凶の人々お児ぷ 10倍、

!怖がんリスクが高いことを見山した。ターナー兄弟

社はとれらの祈事実を隠そうと試みたが、それらは

俣学雑誌に公表された。 (0011,1955)

しかし、政府が、アスベストによる!怖がんを補償対

象となる職業病として認めるまでにさらに 30年を要

することになるが、それもアスベストによってのみ引

き起こされた場合である。このような結以むなるのは、

その後の伽究により判明した肺がんが喫煉にも起

因するという事実がことを惚雑にしたためであり、ド

ルもまた 1 9 5 5年のイギリスの医師の研究の1' 'にそ 

の事実を見附している。

後のアスベスト労働者の研究で、 2τ の発がんド|

要肉である時現煙とアスベストの組み合わせが  11市が

んのリスクを楠乗的に両めるととが分かった。

アスベストだけでは肺がんリスクは5倍、喫煙だけ

では 10 倍、増大するが、 2つの組み合わせのリスク

は 15惰(加算効果)ではなく、 5 0 1古のリスク、すなわ

ち相来効果となる。 (H剖nmond,1979)

喫煙とウランその他の鉱物か印ワ投射は同様に、

放射線被爆労働者に相乗効果を与える。 (Archcrサ

1973)

人問のアスベストH暴露についての他の全ての研

究を見ても、肺がんが認識されるまでの 20~25 年

|山立粉じ/しを抑制した“新しし通作業環境"で働く労働

者の数は相対的に少なかったので、 1955 年の時点

でどのようなリスケがあったのかは、さらに多くの年

月カt経過するまで分からなかった。また、ダスト抑制

が改善された環境では、リスクが何であったのかを
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知ることはできない。

このように技術変化が起きた時に、長期j衿在期
間の全ての危険性のj皆伏期間(1atcncy lacuna)特
'1' 1と11子ばれξ二の問題は、予防Hli簡がしばしば非常
に遅れる主要な理向となる。

5.4中皮腫についての
数々の早期警告

胸膜や腹部を包む腹膜にできる、通常は非常に

珍しいがんである 1' '皮腫の症例が1940年代と19到

年代にアスベストH暴露と関連して観察されたが、南

アフリカの地域の俣削スレガス博寸てがアスベスト鉱

山の中心地でこれらの珍しいがんの多発を発比し、
思者の幾人かを病問、f者ワグナ一博士のもとに送

り込んだ、のは1 9 5 5年のことであった。

アスベストとの関連性は決定付けられ、彼らは、

死亡した人々が仲間やJぷ族に語ったアスベストH暴露

の歴史を再現するために鉱山地帯を調べてまわっ

た。

中皮脂の4 ni E例中、 2骨lを除く全ては初期アスベ
スト曝露であり、それらの多くは、環境的疾病であり

廃棄物の上で遊ぶアどもたちも含まれていた。彼ら

はと.:tlらの事実を1960年に発表した。 (Wagncr c t

,a.1 1960)

これは、 1' '皮腫を引き起こすためにの曝露はわ
ずか数か月で|分であるとL宅三とで、衝撃的なニュー

スとなった。これとは対照的に、ほとんどの肺がんと

アスベスト11市は、アスベスト粉じんに10年以上曝露
した場台に起きるように見える。

最初の曝露から中皮腫の発症までの、ド均潜在期
間は約 40 年であり、!附がんは 20~25 年である。

ワグナ一博士の論文はアスベストと中皮脂の非

常に強い閃係を示す証拠となったが、ほとんどの専
門家たちは19 64年までに、主にアメリカのセリコフ

博士とイギリスのニューハウス|専士の削|究に法つ

いて、その因果団係を認めた。

双)j O:研究はそれぞれの産業界で労働組合と病
院の記録をもとに別個に行われた。

セリコフは、|司ーアスベスト下今場からの患者 17 人
1' '、15人がアスベスト関連疾病を持っていることを

観祭したが、彼は会社の記録を調べることを }fi存さ

れたので、労働組合の記録を使用した。それらは、
調査対象とした笈)年以上アスベストにH暴露した労働

者392人中339人がアスベスト肺であり、保{ , ' IA材労
働者のようなアスベスト使用者のリスクの)jがアス

ベスト製造労働者よりも向いととを示していた。

肺がん充痕率はJ l ! j常より7f古高く、その多くが中

皮腫で毛あったo (Selikoff e t a,.l 1964)1怖がんが多
いというととは労働者の2 5年間の追跡の後に初め

て統計的に明らかとなったが、このことは、潜在期
間が長L 功汎を検出するための調金は 20 年～30

年の追跡調査が可能でなければ、ほとんど無力で

あるという、 “ネガテfフがん調杏(negative cancer

studi回)"と呼ばれる大きな限界を示していた。
セリコフは、“採めごとを起とす厄介者"とアスベス

ト繊維協会の産業界代表者たちから言われた。

(Tweedale ,2 ∞0,p. 183 ,fo otnote 17)これは、元主

任L場医宇恥督HレゲI専士が1932年に労働組合
会議(TUC)の際学アドバイザーとしての権限で口ナ
ルド・テージについて、 T U Cが彼を首にするには金

を少ししか払わなけれlまよいと占いたととと同様なと

とである。 (Greenberg,1993)

危険についてのニュースを伝える人を攻撃する
やり方はイフ。センの演劇、“人々の敵"(1882)によ

く拙かれている。その劇では、地方の院自 Iljが、健康

に対する危険性に気ついたが、もしそれを完全に
認めると、その地方都市。 : ;経済を脅っかすことになる。

彼が観祭したことに団わる経済的影響が、市長、メ

ティア、及び多くの巾民にとって羽尖のものとなり、
彼は人々の英雄から人々の敵になり下がる。

ニューハウス博一上は、 1917年かう1964年までの

ロンドン病院が収集した長期間の病理学的記録を
利用したが、それは、中皮脂76恒例のうち5 0 %以

1..7予防場又は家庭(アスベスト労働者と|司居)での

曝露によるものであり、 )j 、それ以外の内の3分

のlがケー 7' ・アスベストL場カも半マイル(約800

メートル)以内に住んでいた。 (Newhouse and

Thompsoη ,19 (5)

子ども時代に上場川辺でアスベストに眠践し、後

に中皮腫になった人々が、環境曝露訴訟でイギリ
スのターナー兄弟社に初めて勝訴したのはそれか
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ら3 0年後7ことであった。 (Tweedale,2 0 0 0 ,p .2 72) 。

ニューハウスとセリコフは彼らが北山した事廷を

1964 年 10月にニューヨーケ科学アカデミーが主催

した会議で発表した。

ロッジデル工場の管理区域内の労働者たちに

関するドルの調査は、多分、もうひとつの潜有的空

隙( l atency lacuna)の事例として“小命に対する職業

上の特定の危険は完全に除去できる"ということを

示す資料として提示された。(Knoxctalサ 1965)

しかし、セリコフもイギリス産業局も発痕率の減少

を示す証拠は見つけることができなかった。その理

由は主に、アスベスト製造ーじ場の少なくとも管理区

域内では粉じん環境は比較的良好であったが、発

症率カえそこで働くアスペア」、製造労働者だけでなく、

粉じん蝶撹が非常にむどい場所で働くアスベスト使

川者も台んでいることに起因する。

この“最悪のケース"のアスベストH暴露の実態を

認めないのは、もし認めれば、アスベストに対する

対応が遅ぐ亡寸、適切であξと指弾されるがうでまる。

アスベストが人の研究者でま必ジュリアン・ビートは、

アスベストがんの削|究は、“くだらないへま"に起闘

する使川者に対するよりも、て場労働者に|向けら

れξと述べた。 (Peto,199R)

世界応大のアスベスト会社ジョーンズ・マンビル

の元重役も、 1 9 8 2年に、まだ利益を|げているの

に、アスベスト汚染訴訟への措置としてなぜ破産五

件することになるのかを検討した時に、とれと同様

な見方をしている。

i庄は、医学調査、たゆまぬコミュニケ~:/3ン、

目した警件、及び、厳栴な粉じん削減 7'ログラムを

実施すれば、や命を救うことができ、多分、株主、産

業界、そして製品をも救うことになるはずだと主張し

た。 (Sclls ,1994)

5.5 規制当局等が実施したこと、
実施しなかったこと

1931年のアスペア小規制は全く部分的に五施され

ただけで、 1931年から 1968 年の問にわずか2件の

起訴があっただけであった。 (Dalton,1979)アスベ

スト製造プロセスの 部に着目するだけで、よりリス

ケの高い｛吏川者江子為は無偏された。しかし、危険

なアスベストの問題は無視されなかった。

1964年から 1975 年まで、アメリカ及びイギリスの

メディアはアスベスを重l止な政治的課題として牧世

づけていた。 (SundayTimes,1 9(5)

ITVの番組“ 1971年世界の行動"汝び、 B B Cの 

各組“ 1975 の水平線、イギリス、ヨーケシャーのケー

プ・エーカー製作所の状況について"は、工場にお

けるアスベスト規制実施に対する議会オンブズマン

報告書などの当局による取り組みを促すのに役に

立った。

この報告占は、 1931年のアスベスト規制が実施

されていないことに対する公式な訴状を提出した地

)j議会議員マックス・マッデンによって提山された。

この報許占は、 」二場駅督' t o ; (Factory Inspcctors) 

を非常に厳しく批判するもので、政府は、 1976 年に

シンフVン委員会を政府の諦l全委員会として設立す

るととで対比、した。

一方、 1 9 3 1年のアスベスト規制法は 1961年に改 

正され、工場アスベスト粉じλ曝露の制限値としての

“雫気中11 1 :方メートルヨたり2 0 0 万アスベスト繊維 

料チ"が徐々にJ専入され始めた。伐念ながら、“衛十

基準"には11市がん又は '1'皮腫の危険性に対する考

慮は含まれていなかった。とれは、後にジュリアン・

ヒ。ートによってシンフ。ソン委員会に捉出された証拠

の '1'で、強、く批判され、アスベスト11市の高発症率(労

働者 10人中1人がアスベスト肺)と関連付けられた。

(Peto ,19 78)

1979 年にシンフ、ノン委員会は次のような勧告を

出した。

・“青"アスベストの禁止。これはすでに産業界が自

主的に '1'止していた。

-吹きつけ断熱材の使用祭 IC ,これもすでにJよく

廃止されていた。

-アスベスト除去業者に対する認可制度の適用。

.[ 民蕗限界値として、 “ '1 1 "アスベストは1980年まで

に 1 0 0万繊維1 mヘ及び、“白"アスベストより危険

で庇ξと考えられる“茶"アスベストは目標値 50)j
3 繊維1m 。

FHR可能なアスベスト繊維は、人 I~Jの受のモの

直径と同程度¢約 4 0ミクロンであるが、それは表皮
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事l脱や体内の乍理的プロセスによって解離する約

2 0 0 ) jの小繊維の束カもなってし泊。 (Selikoff and 
Lcc,1 978)そのような小繊維の雫気中や体内組織

内の存在を正碓に監仰するためには市千顕微鏡
が必要である。

かつては、そして現有でも、がんと3つのタイプの

アスベストとの閃連 '1"1の強さについて科学的論争が

あり、白アスベストは、しばしば、青また茶アスベスト
より危険性が低いとされている。

1986年までに、世界保健機関( W H O )傘下の圃
際ガン研究機関 (IARC) は、 3つのタイプ全てが発

がん性物質であり、他の発がん性物質と同様にそ

れらへの曝露に対する既知の安全レベルというも

のは存伝しない。

大気中の浮遊アスベスト塵から人の健康を守る

ための街中基準は、 1980年代後半にイギリス健康
安全局が普及してし沼粉じん監視法として広光学以
微鏡の検出卜限界(100ヲ000繊維1m3)が勧告され

るまで、存在しなかった。

1982年、ヨークシヤTVは2時間のドキュメンタj一
番組を品も多くの人々がテレビを見る時間帯に放映

した。そ才リまケー7 ' エーカー製作所アスベスト一仁場
で数か月間働いた時に '1'皮腫にかかったア, Jス・ジ工

ファーソン(47歳)を特集した番組であった。

『アリス、命の悶Lミ』は直ちに反響を巻き起こした
が、リチヤード・ドル卿など、 Jド科学的で感情的であ

ると番組を批判する人々もいた。

政府はシンプソン委員会の勧告を実施すること、

すなわち、 1984年に、アスベスト認可規制を導入し、
H暴露下限値を 1'1アスベスHこついては50万繊維1m'、

褐色アスベストについては 20万繊維1m'にすること

で、この番組に対応した。またL、くつかの用途につ
いては白主的な表示システムが導入された。

さらに改需を進めるための圧力が地方議会議員、

いくつかの労働組合、アスベスト未亡人ナンシー・

タイトのような犠牲斉の代表斉らから引き続きかけ

られた。

i皮失はターナー兄弟社のアスベスト補償の問題
点、例えば、労働者の未亡人の週1ポンド(約2∞円)

とL追う補償金が 1 93 0年代からほとんで変わってい

ないことなどを暴き山した。彼火の働きでターナー兄

弟主1は補償金額を改善した。

新たな規制が 1987年に導人され、さ:百三1989年
に強化された。 1998午、政府により全てのタイプの

アスベスト禁止が採択され、翌年、 EUの禁止に合
わせて実施に移されたが、それは全ての加盟国が

2005年までに実施しなければならないというもので

ある。
カナダ、は逝 Ih~障時であξ としてフランスと EU を 

W T O Iこ提訴したカ1これはWTOの紛争審査委H
会によって却下された。カナダはこれを小服として

WTOの上訴裁判機閣に衿訴したが、上訴裁判機
関はフランス及びEUを支持した。(臥)xS, 1参照)

アスベストゃ他の健康と環境への危険性などに
関わる科宇的及び技術的複雑性を取り扱うWTOの

手法は、 WTOアスベスト訴訟に悶わる科学的アド
バイサーの一人カら批判された。(Castleman,2日 01)

一方、アスベストに起闘する中皮脱皮ぴ肺がん

からのイギリスの年|叫がん死亡率は健康安全委

員会によって (Health and Safety Commission,
1994-95)約3 β ω 死亡/年と見積モうれている。 1(刈
5J参照)

膨大な量の研究が£るが、生物学的メカニズム

と容呈反比、関係が不明確であり、疾病に対する馴

究の限界をうかがわせる。

5.6 措置をとった場合と、
とらない場合のコスト及び便益

アスベストに関する詳細なコストと便誌の3判断を

行うことは、この事例研究の範岡を超える。(参照

仁田tleman ,1996 ,p ,8-9)しかし、いくつかの説明白Jな
数値により、そのような詐価の概要を伝えることカマ

きる。

会社レベルでは、 1994年にターナー兄弟社はア

スベスト補償金として 10億ポンド(約2β00億円)を支

払った。

ロンドンの保険会社ロイズは 1990年代初頭にア
メリカカものアスベスト汚染保険求償(その多くが医

療保障とアスベスト除ぷコスト)により似産の危機に
直面した。
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もし、人の命の値段を愉道研究でよく使われる 1凶

)Jユーロ((約 1倍、 3,000 )j 円)とするならば、今後、 
数|年間にヨーロッパで予怨されるアスベストがん

の死亡者400,仁川人の命の値は、 4仁, Joi主ユーロ(約
52兆円)とL、うことになるが、被告を受けた人聞のコ

ストなどは計算することができるものではない。

建物の寿命が尽きた11寺にアスベストを除ぷする

コストはさらに数十億ユーロ(数下億円)かかるであ
ろう。

アスベスト曝露を削減するために中く Hli肯をとっ

ていれば、このような多額のコストがかからなかっ
たはずである。

オランダPにおいて、もっと甲くリスク削減払ト簡がと

られていた場合の桝在的なコスト節減、すなわち、

1993年ではなく、中皮脂との凶呆関係がJムくむ認めら

れるようになった 1965年にアスベストが禁止されて

いた場合、オランダでは 34 ,000人の犠牲者が助か
り、建物と補償で NGL410 億ギ、ルダーの節減となっ

Box5.1 WTO、フランスとE Uを
アスベスト問題で支持

1997午、フランスは労働者と消費者。:健康を J寸

るために全てのタイプのアスベストとその製品を禁止
した。既存の“白"アスベストは、もし、取り倣う労働

者に対し健康リスクがより低い有効な代替物質が入

手できないならば、例外的に、暫定的に、そして毎
年比直しを行うという前提で、免除される。

カナダはとの主主止を世界貿易機関 (WTO) で反

対したが、 WTOのパネル［紛争者杏小委員会］は
2000年 9月にフランスを支持した。 (WTO,却00)カ

ナダ1主上訴機関に上件し、 EUもまたパネルの主要

な見解を支持するよう反対提訴し、またパネルのい

くつかの解釈と結論の誤りを修王するよう求めた。
アメリカも、グラスファイパーはアスベストと同様に

充がん刊があるとするパネルの判断に反対して提

訴した。

上訴機関は2001年初頭に報告占を提出したが
(TO ,2 001) 、その中で、多くの主政な論点を提起

し、それらはまた、他の危険物質に対しでも関わり

があった。

・全てのタイプのアスベスト(白、茶、青)は発がん
性がある。
～の発がん性物質の安全性に関する既知のしき

い値は存在しない。

製品 '1'の白アスベストのリスクは、リスクがゼ口で

はなく、少しはあることを示す証拠にぷづいてい

る。

建築やブレーキライニングの労働者などアスベ

スト製品を取り蚊う労働者はアスベスト曝露のリ

スクに曝されている。

' W T Oは待団が定量的リスク評価データを用意:

するととを求めていない。定性的データで|分
である。

-名圃は、少数の科学者によってのみど持される
適切です~重されるべき科+Hワ志民にぷづき、健

康/異境/動物愛護の措置をとることができる。

)JII盟国は、所定の期限までに多数派の科学的意

比に日動的に従って健康政策を決定しなくてはな
らないというぷ務を負わされるととはない。 (p64)
“このことは、 WTOパネルは必ずしも、証拠の低

いレベルではなく“証拠の優勢な重み"に基づく科

守的な証拠に法づ工hて結論に達する必要はない

ということを意味する。

-アスベスト製品を“管理して使用する"ことのイl効
性は立証されず、労働斉へのリスクはやはり顕著

である。このリスク管理のオフ。ションは労働者の

健炭を守ξことについて信頼を置くことはできず、

従って、アスベスト栄I上に対する合理的な代替措

置ではない。

・グラスファイバーのようなアスベスト代啓物が“好
ましい"製l'IT rかどうかを決定するに際し、 WTOは

4ての基準を設定した。物質の特ド!と最終 JJl i童、

消費者の噌好と習慣である。

これらの某準に某づき、上訴機関はパネルがゲ

ラスファイパー製品が“好ま Lll" 製品であξとする

ことに対し、誤った判断をしたと判定する o それらは
発がん性物質ではないので、好ましくない物質では

ない。 国
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たと算定されている。

これは、オランダ健炭社会安全省が此積もった

1969 年～2030 年における 52ヲ600 人の犠牲者と 

N G L 6 7 0億ギルダーのコストとの比較によって求め

叶 11こ。 (Heerin臥 1999)

アメリカでは、アスベスト桁償余額は却O億ドル(約

2兆2,000億円)に注し、その約半分はロイズ保険会

牡述台が支払った。

一方、アスベストは、雇用等を含むいくらかの便

益をもたらした。

1919年の比積りによれば、 lR70年代と 1880年代

において世界の劇場における火災で 2ユ16 入江犠

牲者を出したが、アスベストによる延焼防止が行わ

れていれば、その9 5 %が助かったであろうとされて

いる。 (Summcrsサ 1919)

アスベスト断熱材によるボイラ一保｛I~はエネ凡ギー

を節減し、アスベストによるブレーキ・ライニングは

人の命を救う(もτとも、それにより車のスピードを上

げることができるので事態を復雑にするが)。

イギリスの医学誌、ランセットは 1967 年に、“アス

ベストは、危険に曝す命より、救う命の方が多いの

で、員重で、しはLば代替寸、可能なこの物質を禁止

するのは全く3お斗ナてL渇"と主張した。 ( L ancet,1% 7)
彼らの与門性にノ少なくとも関連したアスヘストの健康

に与える影響の過小評価はともかく、アスベストの

代替可能性は経済的及び技術以Jな課題であり、医

師たちが勝手に判定を卜す筋台いのものではない。

アスベストが“代替ノト可能"であると主長する恨拠を

示す証拠はほとんど提示されなかった。

アスベストのほとんどの用途rJ:代替は 1970 年代

までに可能となり、ある場心、にはもっと中くから可能

であった。アメリカの多くの石油精製ブランドE怯、 1940

年代及び 1950 年代にミネラル・ウールを断熱材と

して使川していた。 (Castleman,1996,p p ,456-457)

アスベスト代替物の普及が遅れた原岡は、 古E
にはアスベスト企業カルテルがその普段を抑え込ん

だこと(Castleman,1996,pp .34-38) 、そして一部に

は、アスベストの市場価格が、その総生産、健威、

及び尉撹コス!斗=比べて非常に安過ぎたととにある。

この健康と環境の全コストを市場価格に反映させな

いことが、危険物質の代詩を遅らせる共通の原閃

である。

アスベストにより、多くの雇用、多くの利益、多翻

の配3金が生み, ' 1 "1された。ターナー冗弟社の利主主

は 1 94 7年以降、急速にi自大し、 1965 年のピーケ11寺

には卯o)jポンド(約lR億円)に達した。 (Tweeda1e,

2000ヲ p.9)とれらの平Ij訴は、アスベストが引き起こ

す健康への有需'1'1と環境汚染に団するコストによっ

て損ねられることはなく、それらのコストは、病気に

なった労働青、彼らの家族、医療機関、保険会社、

及び建物所有者に“外部化"された。

しばしば、見落とされがちであるが、アスベスト補

償裁判ほおける貴重な非金銭的利誌は、会社のア

スベストに団する言葉とその危険nを削減するため

の行為の問に存在する多くの矛盾を暴き山したこと

にある。 (Castlcman,1996)

5.7 アスベス卜の教訓はなにか?

アスベストは、長期的に危険な影響を与える他の

数多くの物質ゃ行為に関連する教訓|を提起してい

る。

1 犠牲者、素人の人々、及び一仁場監督官や家庭

医などの“イl能な観察者"の経験は、政府そ正他

のヨ局者によってもてと真剣に扱われ、適切な調

杏によって確認されるべきである。 11寺には、そして

長い問、彼らは科学的専門家の観点より先行し

ていることがある。

2 イギリス及びフランスに刻十る 1896~ 1906年

の早期警白は、その当時、実施しよさと思えば可

能であった労働者の長期にわたる医療及び粉じ

ん曝露調査などによってフォローア、ソフ。されること

がなく、もしそれらが五施されていれば、粉じんレ

ベルの規制強化に役立ったはずである。今日で

すら、主導的アスベスト疫学者は次のように結論

付けている

“全てのアスベスト以外の既知の職業上の発がん

fl物質の惚合効果をはるかに超えるアスベスト

誘閃の 11 1皮腫の具市発生の民聞を適切に監視

するととがでーさなかったととは不幸なことである"。

(Peto ,19 99)

長期にわたる環境及び健康の監視は、短期¢解
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決を求める人々のニーズには合致しないが、も

しそれが社会の長期的なニーズに台致すξのな
ら、特別な制度的i! : i且みを作る必要がある。

3 1931 ~ 1932年にイギリスに導入された下防と
補償に関する法律は効県的に実施されず、アス

ベストの長い照史で典型的なととで£るが、強制

)Jもあまりなかった。

4 もし、早期警山が留意され、主任工場医学監

督トイレゲ|専士、他CGrccnbcrg,1994; Bartrip,

1931)が指摘した 1930年以前に、庇るしヰ立、新
たながんの危険性が胤伝化し、経済的環境が良

好であった 1950年代及び 19ω 年代に、よりよい

規制拍肖がとられていたならば、悲劇的な犠牲者

はもτと泣けることができたはずである。
アスベストを抑制する措置ががんの発見よりがI

に行われていれば、少なくとも、これら後世の“驚

Q二うなこと"の影響を最小化することができたであ
ろう。

もっと戦略的には、アスベスト規制を強化する

ことで、その製造及び使用に関わるコストが以映
されてアスベストの市場価栴は向くなり、そのとと

で、遅ればせながら、より安全で安価な代替物質

を開発するとともに、エンジン及び建物の設計を

改善するととにつながる。

5 経済的l立素が、労働者、公衆、及び環境への

危険性に関する問題で、重要な役初を栄たす。
それらには、雇用者の利訴のための必要性、労

働者の居川に対する必l止刊などがあり、双方の

連携を生み山すことがあり得るが、それらは、労
働者や社会の長期的観点からの利誌にはなら

ない。

イl当性の“少部化"コスト(会社が支払わない
損害コスト)が大きくなればなるほど、乙れら個人

や社会に振り向けられるコストが予防的拍肖を
抑制する可能性を大きくすることになる。

健康、建物保守、土地汚染にかかるコストなど

を台む全民需コストが、“汚染者支払い"原則に

011り、また、責任条項、規制、税金、などを通じて、
汚染者によって支払われる時にのみ、個人と社

会の経済活動のコストがもっと近つ官、市場をもっ

と効率的に機能させることができる。

展川者の違反に対する詰)i則もまた、もし、何人

及び干十会のコストと便益がもっと密に調整される
必要があるならば、彼が他者に負わせた損害に

比例することが必必である。
しかし、このことは簡単ではない。政府が、通常

はほUνどの政治dポたちと同様に短期的視野で

活動する強力な経済権益に打ち勝ち、社会の長

期的利益のために最善の決定を五施すξことは、
もしそれらの決定が経済権誌に短期的にコスト

を賦課することになξと経済権益が認識した場合

には、非常に難しくなる。

やはり、適切な制度的i1組みが社会の長期的

利益に合致するために必盟である。“統制"に悶

する議論はこの報白書の最終市で取り上げる。

6 規制措置の実施に失敗した主な開由のむとつ

は、“現在のアスベスト粉じんへの曝露はかつて
の曝露に比べればはるカヰ三低いので、安全なは

ずでよをる"という見解であり、このような見解がl鈎6

年にマレ一博-t:によってイギリス職業病審議委

員会に提出され、それ以来、繰り返し多くの人々
によって述べられてきた。

アスベスト曝露と発府のIUJには1O~初年の潜

在期間があるので、“ノ>円の"曝露リスクの証拠

が明らかになる時までの多くの年月の聞に、一般

的には粉じんレベルは低減されており、その時点
での“今Hの"曝露リスケは過去の毛のより低減さ

れているか、あるいは存布しないかもしれない。

この点は、さらに 20 ~40fド経過するまで、決定

的には証明できない。長期淋在期間をイjする全
ての危険に共通なとのj昔伏期間 (Iatcncy lacuna)

は、“有需刊の証拠がないこと"は"有害刊がない
ことの証拠"であることを意味するというよくある誤

りを説明している。

充がん' i ' 1物質への今Hの曝露が安全である

とLηよい証拠が存在しない場合には、特に、高

いレベルでのH暴露が引き起とす疾病(あるいは

桁態学的影響)があるレベル以下の曝露なら安

全であるというしきい何をもっていない場合には、
予防原則を適用し、それらは安全ではないと仮定

することが賢明である。

これは、長期淋伏期間をのする全ての危険に
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共通な重弘?な教訓である。 _~;Jとされる特定の予

防措置は、“予防措置から期待される便益は二

次的便拾をも含んで、そのような措置を講じるた

めに発干するコストに釣り合う必叫がある"とす
る比例原則lに基づかなくてはならない。

不修実性皮び力l~知に対するも七と予防的なア

ブローチはまた、通常の科学的手法に内在する
現在の偏向を、“偽防性"を避けようとすることか

ら、偽陽性と偽陰性の聞のよりよいバランスを生

成する方向に転換することを必然的に伴う。(訳

注偽防性存伝しない毛のを存配するとする誤
り/偽陰性 存夜するものを存有しないとする諜

り)
こ¢ことにより、後で安全であξことが分かるか

もしれない物質メは行為を制限するコストが発生

すξ機会が増大するかもしれない。しかし、アスベ
ストの場合は、社会が全休として、偽防性の生成
と偽陰性の生成の問の道徳的に許容ロJ能で経

済的に効率的なバランスから利益を得るというこ

とを強く暗示している。
7 予防的防置はまた健康な生存者らの諜忍によョ

て抑制された。これは広く意以伝達を行い、喫煙

の 般的危険性のように、 般的であるが誤っ

た安全に関する再保証のもととなることを避ける
ことが必'～である。

それは初めてルーシー・ディーンによってアス
ベストと関連して述べられた。

「彼ら叫刊山の恒存者でまる“年取った労働者"が

常に、ある 定の割合でいるものだ。そのような
人たちはどのような不健康な産業にもいて、その

不健康な職業を食べてぺてきているように見える。
明らかに不健炭というわけではない状況では、実

際の被害に関する説得力ある証拠、すなわち、

死亡率の、まるいは健康標準の信頼刊ある比較

統計は、どのよう工場の場合にも、実際には得

るととができな¥'Jo(Dcanc,1 898)
このことはアスベストの歴史を通じて言われて

きた。例えば、イギリスのターナー兄弟干十の会社

側医師、ノクスI専士が 1952 年にカナダのアスベ
スト鉱IIIを訪れた|刷工、 「私は、多くの7 0歳以|

の労働者がまだ雇用され、活発で元気に満ちて

いるということを確信した」と述べた。 (Greenber丸
2000)

この見解はまた、との事例研究の著斉の一人

であるDGが 1980年代に労働組合健康安全アド

パイサーとしてイギ、リスのアスベスト工場を訪れた
時に、彼に /J~された。労働者たちは、 20~30 年

|山、たLミした被需もなく一仁場で働き、退職した後も、

年金受給者の年次パーティーに顔を山すことが
できる労働者たちのととを話した。とのような年金

受給者たちが、アスベストのリスクが伐い、又は、
ないことの引き合いに山された。

パーテfーが彼らの被害、死、ムくは病気の証

拠となるようにせず、また、現在の労働者たちに
それらのことを比えにくくしていξのは労働者たち

白身なので、乙れは、“年金受給者パーテfの目見

謬"とでも|呼ばれるべきものである。

ディーンが観察したように、健康な生存者は、

適切な死亡率統計を分析して、非生存斉と関連
付けるようにする必山がある。

自 さ～～な ξ 被告を防ぐ動機を高め、了E確な曝露履

丹署を記録するよう改書するためにも、有害な影響

が分かったら直くとに、合意された責務に基づき、

迅速で適切で透明な補償措置が必要であξと考

えられる。

そのような期待に基づく補償Hli簡のl立素は、 !息

子力産業において、多くの国々がICt下力事故に
対する将来の責務を、少なくともある限度まで受

け入れるよう、早い|持期に碓有された。(例えば、

イギリス原子力設置法、 19(5) 。
特異な事例として、イギリス核燃半、 l公社(BNF)

の労働者のための放射線誘因がん補償制度が

ある。(欣射線の市を参照)

9 考察は)ムい範凶の関連分野カら求め、 "JH~知

の専門家"は抑制されなくてはならない。ひとつの

分肝の専門家たち、例えば、医学の専門家が、

粉じん恥視・管問晴美衛生皮び排気工二シニア)、

又は、アスベスト代替物質の入手可能'1'1など、他

の分野について、“専門家"としての意見を述べて
いた。

これらの意見はしばしば|山違っていたが、あま

り問題にされず、見当泣いなf':l己満足に供する
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だけであった。 (Greenber丸 2000)

10 “驚くようなこと"が起こりうることを予測し、代替

物に注意する必要がある。もし、アスベスト代替

物が、アスベストと同じ物理的形状長くて、吸入

されやすく(直径3ミクロン以下)、丈夫な繊維なら

、イギリスの健康安全局長が1979年に予言し

たように、また、後に、合成ミネラル・ファイバー

のある種のものについて国際ガン研究機関

(IARC)が確認したように、それらもまた発がん性

物質であろう。 (Rollerand Pott， 1998) 

しかし、ミネラル・ウール及ひーグラス・ファイバー

は、アスベストに比べてはるかに危険性が低い

ように見え、断熱材としては十分であるが、人間

の体内組織でがんを引き起こすほどには細過ぎ

ず、丈夫過ぎないものを製造できるであろう。

職業的であろうと環境的であろうと、“閉ループ司'に

よって曝露を最小とする使用者の技術と、経済効

率のよいシステムが、たとえどのような代替物質

が使われるとしても、重要である。

このようにすることで、代替物質に起因する将

来の“驚くような"影響の大きさを最小化する。こ

のことは、予防原則を適用することで得られる重

要な便益である。

表5.1アスベスト:早期警告と措置
(出展:EEA)

1898 英工場監督官ルーシー・デ、イー〉がアスベス

トの有害性ど‘悪魔"効果を警告

1906 仏工場報告書女性アスベスト繊維労働者50

人死亡、管理の勧告

1911 アスベスト粉じんが有害であることを示すラッ

ト実験から疑いに対する“合理的な根拠"

1911/1917英工場局、さらなる措置を正当化する

ための十分な証拠を発見できず

1918 米保険会社アスベスト産業の危険な状況を

勘案してアスベスト労働者の保険を拒否

1930 英ミアウェア報告書口、ソチデ、~)レ工場の長期

労働者の66%がアスベスト肺と報告

1931 英アスベスト規制法、製造工場のみの粉じん

管理とアスベスト補償を規定。ほとんど実施

されず

1935~1949 アスベスト製造工場労働者中に肺が

ん症例が報告

1955 英ドールロッチデール・アスベスト工場労働

者の肺がんリスクが高いことを確認

1959~1960 南アフリカ労働者と公衆に中皮腫を

確認

1962/64英・米・その他アスベスト労働者、近隣者、

近縁者中に中皮腫を確認

1969 英アスベスト規制法改善、使用者とがんは無

視

1982~1989 英メディア、労働組合、その他圧力団

体が使用者及び製造者に関するアスベスト

規制強化を実現代替物質を促進

1998~1999 

2000~2001 
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に対する意見/外国関係者からの意見聴取(概要)/国土交通省、

文部科学省、環境省、経済産業省、厚生労働省交渉の記録/
衆議院選挙にあたっての各政党に対する質問状と回答/

2004年世界アスベスト東京会議(GAC2004)のご案内等 (A4版、 118頁)
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労働災害防止計画の「総合評価」

厚生労働省の労働災害防止計画に関する政策評価
本誌では、2003年6月号で「第10次労働災害防止計画」を取り上げ、過去の計画の評価•総括を踏まえて新しい計画を 

策定すべきで祕^提言した。今年4月(Ofcて厚生労働省のホームページに公表された以下の文書は(http://www.mhlw.go.jp/ 
wp/seisaku/jiRyou/03sou^ou/roudou/index.html)、同省自身による労働災害防止計画の評価ということのようである 。

総合評価〔概要〕
施策目標(法案等名)
施策目標3-2-1 事業場における安全衛生水準の一層 

の向上を図ること
施策目標3-2-II産業安全対策の推進を図ること
施策目標3-2-III労働衛生対策の推進を図ること
(労働災害防止計画)
1評価テーマの設定

⑩評価の背景事情
〔背景事情〕
働く人々の安全と健康を確保することは、労働福祉の 

基本であり、また、国民的課題である。
労働災害防止対策の実効を上げるには、政府、事業者 

等関係者が一体となって総合的かつ計画的に実施する必 
要があることから、政府は、自らの施策を明らかにすると 
ともに、事業者等の自主的活動のための指針を示すため、 
昭和33年から9次にわたって労働災害防止計画を策定 
している。

(参考)労働安全衛生法(抄)
第6条厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をき 

いて、労働災害の防止のための主要な対策に関す 
る事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を 
定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策 
定しなければならない。

〔契機等〕
•第9次労働災害防止計画は、平成10年度を初年度と 
し平成14年度を最終年度としている。

⑩担当局課
労働基準局安全衛生部安全課•労働衛生課
2評価の実施に当たっての設定条件、事前準備
4情報•データの収集、測定•分析の実施方法等

參実施時期/評価期間
46安全センター情報2004年5月号

労働政策審議会安全衛生分科会(厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会に置 かれた分科会)(第4回分科会平成14年11月〜第6回分科会平成 
15年2月)•評価対象
第9次労働災害防止計画(平成10年度〜平成14年度) 

•評価項目
(1) 労働災害による死亡者数の減少傾向を堅持し、年間 

2,000人を下回ること。また、労働災害総件数を減少さ 
せること。

(2) 安全衛生に関する自主的な取組を推進すること
(3) 小規模事業場に対する安全衛生水準の向上を図る 

こと
(4) 重点対象分野における労働災害防止を図ること
(5) じん肺等職業性疾病及び化学物質に係る健康障害 

の予防を図ること
(6) 心の健康づくりを含めた健康の確保及び産業保健 

に対する支援を図ること
參評価に際して収集しfc情報■データ及び各種の評価手 
法を用いてこれらについて行った分析■測定の内容

(1) 労働災害による死亡者数、労働災害総件数の減少 
について•労働災害による死亡者数等

(2) 安全衛生に関する自主的な取組の推進について.労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業実 施状況等⑶小規模事業場に対する安全衛生水準の向上につい て
•地域産業保健センターの利用状況等(4)建設業における労働災害防止対策の実施について •専門工事業者安全管理活動等促進事業実施状況 
等⑸機械設備に係る労働災害防止対策の実施について •機械の包括的安全基準普及促進事業実施状況等(6)交通労働災害防止対策の実施について•交通労働災害防止対策推進事業実施状況等

http://www.mhlw.go.jp/


(7) 職業性疾病汝乙く化学物質に係る他国語障百の子防に
ついて

・職業性疾病発止者数等
(8) 他康の確保1立び佐業保他に対する支援について

・止期健康議断有所見率等

3 評価結果のとりまとめ

・評価結果
(1) 労働災害による死亡苫数、労働災害総件数の減少

について

労働災害によξ'JC亡者数については、平成 10年に

2,00U人を剖り、以降1仁, J人f1の後半で推移してL泊。

また、第9:大言 11向)JJI問中における労働災害江総門数も
減少している三とから、第9次計画にJr(づく労働災百防

止対策は 定の効果を上げたところで& ) 9 。しかしなが 

弘依然として、労働災害により多くの労働者が被災し
ている三とから、事業場における安全衛生水準の一層

の向上を図るに「たって、引き続き、労働災害発牛状

祝に適切に対応した災害防止対後を講じて l'くことは
妥当である。

0労働災害による死亡者数、休業4lJ以上の死傷占数

平成 10イ11,844 人、 148 ヱ48 人

平成14年 1,658 人、 125,918人
(資料山内I厚中労働省調)

(2) 安全衛生に闘する自主的な取組の推進について
労働災当の一層の減ノかを|文|るためには、事業場にお

いて継続。甘な安全街中管理を実泊する仕組みを整備す

る必要があξことから、 連の過程を定めて継続的な
安全衛生前動を白主的に行う安全衛生管理U){十組み

でiJtる労働安全衛牛マネジメントシステムの導入を図る

ことが求められてL泊。これを踏まえ平成 11イ|度から、

労働安全衛生マネジメLトシステム普此促進事業を実施
しているところであり、労働安全樟J牛マネジメントシステ

ムの普及・導入について 定の成果を上げている。

。労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業実
肱状況(半成1l ～14年度)

指主|説明会実施回数 14回、受講者数1ユ 58人
(資料同所厚生労働宵司,1)

)j 、労働安全衛牛マネジメントシステム江導入状況

については、事業所規模耳1 ［にみると、 1,000 人以上の
別模工可土導入してL渇割台が比較的高いモσの、全体

的に 屑の普及を図る余地があるといえる。

0労働安全衛止マネジメントシステムの導入状況別事
業所害1'台(平成 12年!正)

(事業所規模)1,00U人以上 25.7%

500～999人 18.1%

300～499人 19.0%

100～299人 17.4%

50～卯人 13.4%
到J~ 49 人 11.5%
1O~ 29人 9.0%

(資料山所労働安全街中基本調杏報告)
このため、事業場における安全衛生水準の 国の

向hを凶るに当たっては、労働安全衛生マネジメントシ
ステムの普及を通じて、引き続き、安全枠J牛に関する白

主的な取組を推進してl'くことは適当である。

(3) 小別模事業場に対する安全衛生水準の向卜につい

て
小規模事業上場においては、大企業特と比べ安全衛

生対策に立ち遅れが見られとととろでJ刷、との安全衛
ヰ本準の向よを図るため、様々な胞策を実lkしている。

全国3 4 7か所に整備している地域産業保健センターに
才3l ':1て、小骨 l模事業場ω事業育及びその労働背に対

して相談等を実肱している。その利岡は大中日に拡大し

ているところである。

0地域並業保位センターの利用状況

相談件数 半成lU年度 26,850件
平成 14{1度 5 7 ,8切f I

訪問指導事業場数平成 10年度 9,279事業場

半成1 4年度 11,529 事業場
(資料出所厚止労働省調)

また、並業～共同退任事業の干'1用事業場数が悶加

し、その事業場にお7る健康議断受診率が向上するな

ど、 定の成果を上げていξところである。
。並業～共同退任事業の干'1用状況(利用事業場数)

半 bQlO年度 1,344事業場 
平成14{1度 2,842事業場

(資料問所労働福祉事業団剖)
その一心、小規模事業場にあっては、経営基盤が脆

弱であること舎の理山により、事業者が独同に医師を

倖保し、労働青に対する保有l指導、位炭相談等の並業
保健サービスを提供することが困難な状況にある。

定期|健康診断の克施状況を事業場規模日'11=見ると、

事業場則tR小川椋事業場における実施半は、依fと

して大規模事業場に比べ概して低い状況にJる。
0事業場規模別定則健康診断実施率(平成 14イ1)

5ヲ000 人以r, 100.0% 1よJO~4ヲ999人100.0%

3UO~9卯人1以),0% 100'"主叩人 99 .4%
50~ 99人 96.2% 30'"'-' 49人 93.3%

10~ 29人 84.1%

(資料山所労働苗健康状況調杏)
このため、事業場における安全衛生水準の 国の

向hを阿引に当たっては、引き続き、小刻模事業場に
対する取組を推進していくことが必要である。
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|労働災害務rn計画のF総合評鏑

(4)建設業における労働災害防止対策の実施について

専門ム事業苦白身江安主衛牛管理能力に向上に「たっ
ては、専門工事業昔安全特理活動腎促進事業をJ夫施

しているととろであり、安全管叫計画作成研修会等に
ついて どの成果を上げている。

0専門工事業者安全子l習活動咋促進事業主施状況(干
成1O ～14年度)

安全管理J十回作成研修会

実施回数 855 回、 受講者数 29、犯5人

経常肯脳安全衛生セミナー

実胞|ロ|数 1,3081ロ|、 受講昔数 57,552 人

安全衛止教育
実施回数 3ヲ252回、 ～:;:(:講青数 97,560 人

(資料山所厚中労働省調)

また、木造家屋号低居住毛建築安全対策の推進に

当たっては、医芸誌・転地災害を減少させるため、木造家

開等低屑住宅建築ム事安全対策推進モデル事業を実
施しているところであり、木造家屋号低居住'1';建築工
事における足場先行て法U普汝・定者について一定ω

成果を上げている。

。木造家屋守低出住宅建築工事安全対策J臨韮モデル
事業実施状況(平成1O~14年度)

教育研霊会
実施回数 322 回、 受講者数 15,944 人

(資料同所厚生労働宵品切
さ日二、元)j事業占を中心、とした総合的な労働災害

防止対議の推進に当たっては、中小地場総合工事業
者の寺門一仁事業者に対する安全衛生管叫についての

指導力を高めるため、中小総台ム事業昔指導力向上
事業を実施していξところであり、新任現場所長守研修

等について一定の成果を卜げている。

0中小総合ム事業者指導力向上事業実施状況(半成
10~ 14'1度)

i罰則現場所長等川修

実胞|ロ|数 5711ロ|、 受講昔数 20,016 人

出社安全衛止担当者研修
実施回数 506 回、 ～:;:(:講青数 23,355人

(資料山所厚中労働省調)

方、建設業における労聞 JI lA害先止状況は、業種別

にみξ と、死亡背数では全体の死亡者数の 36.6%、休

業4C1以上の死傷苫数では全休の 24.3%を占めてお
り、依然として多くの労働災害が允生しており、 屈の

労働災害防止対策が強く求められている。

0建設業におItる労働災害発牛状況(半成 14年)
タ七亡昔数(全体に占める割合) 607 人 (36,6%)

休業4日以上ω死i話者数(全体に内める割台)

30 ,650人 (24,3%)

(資料I中川厚生労働宵制)
このため、 J宅業安全対策江推進を図るlこ「たっては、

引き続き、建設業にヰメ7る労働災宮防止対策を推進し

ていくととは適切である。
(5) 機械設備に係る労働災害防止対策の実施について

職場において使用される機械の種類は多岐にわたる
とともに、技術$~}r等により新し1 ,機械も導入されてい

ること等カも、すべての機械設備に旭用される包1'5的
な安全基準を整備することとい 1m:械の包括的な安全

県準に関する指針」を策定した。当技指針の同知に当
たっては、機械¢包 }"5的安全基準普及促進事業を実胞

してきたところであり、リスクアセスメント教育腎につい

て一定の成果を hげている。
0機械¢包括的安全基準普及促進事業実施状況(半

成1O~ 14'1度)

リスクアセスメント教育
開催|ロ|数 211ロ|、 受講昌数 756 人

(資料出所厚止労働省調)

一方、機械設備に係る労働災当発生状況は、起凶物

別にみξと、死亡占数では全休の 42 . 1 %、休業4C1以
上の死傷者数では全体の3日1 %を占めており、依然と

して多くの労働災害が発生して才刻、一層 U Y元P働災当
的| l卜対策が強く求められている。

0機械設備に係る労働災宮允生状況(平成 14イn
死亡者数(全体に占める割台) 692人 (42 1%)

休業4C1以上の死傷昌数(全休に占める割合)

39,87 2 人 (301%)

(資料問所厚生労働宵制)
このため、 J宅業安全対策江推進を図るlこ「たっては、

引き続き、機械設備に係る労働災宮防止対前を推進し

ていくととは適切である。
(6) 交通労働災害防止対策の実施について

交通労働災宮を防止するためには、事業者は、労働

青に単に交通に関する法令0)生可二を求めるだけでなく、
般の労働災害防止対策と|叶様に、事業場において

組織的に取り組むことが重夏である。このため、交通

労働災当防止のたゲ珂〕ガイドラインの徹底と、事業場
における交通労働災害防止に係る管理本準の向ょに

当たコては交通労働災害防止対策推進事業を実施し

てきたととろであり、交通労働災害防止指導員による何
別指導の実liill等について どの成果を上げている。

O交通労働災害防止対液推進事業実施状況(平成10

～14年以)

交通労働災害防止指導員による個叩I指導件数

12,235 f l

(資料問所厚生労働宵制)
h、交通労働災害発眠状況は、事故の型別にみ
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ξ3と、死亡予手数では全体の2 9 . 1 % 、休業4日以 r.O)死
傷昌数では全体の6 . 3 %を占めて二t;5 f)、依然として多く

江労働災宮が允生してお1 出¢労働災害防止土問

が強く求められている。
0交通労働災害発牛状況(半成14年)

死亡者数(主体に占める割合) 479人 (29.1%)

休業4日以上の死i話者数(全体に市 15 1)る割台)

8,32 6人 (6.3%)

(資料出所厚止労働省調)

とのため、産業安全対策の推進を|刈るに当たっては、
引き続き、交通労働災害防止対策を推進していくことは

妥当さある。

(7) じん肺等職業性疾柄汝て刈ヒ学物質に係る他康障当
の予防について

じんH［i i守職業性炭病及び化学物質に係る健康障害

を防止するため、様々な施策を実施している。
我が圃における職業陀疾病による被災省、じん肺の

新規有所見者は着実に減φしてヰヨり、 定の成果を上

げているととろである。

0・業務上疾病苫数

平成10イI 8,5 7 4人

平成14年 7,502人

-じん肺新規有所見労働占数

平成10イI 520人
平成14年 254人

(資料山内I厚中労働省調)

その 方、 酸化炭素中毒、酸素欠之症腎の災害

は増加減少を繰り返しながら、依然として発生している。
0・ 際化炭素中毒死亡昔数

平成10イI 2人 平成11イI 5人
平成12年 5人 平成13年 4人

半成14年 4人

-酸素欠之症守タ己主昔数
平成10年 11人 平成11年 9人

半成12年 16人平成13年 目人

平成14il 22人
(資料同所厚生労働宵司,j)

じん肺、 階化炭素中毒なと草炉fょ業務上疾病を防

止するためにも、引き続き職業性炭病対議及び化学

物質に係ξ院国語障当防止対策の取組を推進していくと

とが必要で正る。
(日)心の健康づくりを含めた健康の確保及び産業保健

に対する支援を|刈ること
心の健康づくりをfTめた健康の確i~、及び産業保健

に対する支援を図るため、様々な施液を実施している。

中小刻模事業場f i . tbliづくり事業による巾小企業事業場
における健康づくりの支媛を実』面しており、着実に成

果を挙げているととろである。

0中小規模事業場健康づく幻事業吐旨導実施事業場数)
平成12イ|度目22事業場

平成14年度 1,831事業場

(1主半成12年度カもの事業)
(資料出所中央労働災害防止協会調)

また、産業保健推進センターにおける並業保健スタッ
フに対する研修を実施してがH刑芸の実績が増加し、

定の成果を上げているところである。
。並業保他推進センターの平IJ用 V~I~(産業保他スタッ

フに対する研修実胞|ロ|数)

平成10イI 1,091日
平成14年 1,916回

(資料山所労働日祉事業凶調)
その 方、厳しい経済情勢守を背景に、仕事ゃ職場

生前に関する強い不安、ストレス等を感じる労働者の割

合が6割を超えているロまた、過労死等事案の労災utlと
'I J数も増加している。

0脳血管疾F E &ぴl杭血性心疾忠等 (r過労死」等事案)
のUZA止件数

平成10イI 901'1
平成14年 317件

(資料出所厚牛労働省調)

このため、労働衛生文｛i!長の推進を図るに当たっては、

特にメシタJj..ヘルス対策、過主主労働による健康障者防

止対策に留:Eしつつ、健康確保対策及び序業保健に

対する支援の取組を強化していくことが必要である。

.結果の取りまとめに当たって講じた措置

半成14年 11月2 0 lJに労働政策帝議会安全衛牛分科
会において審議さ才iた第10次労働災宮防止言|凶I骨子案

を誌に、第10次労働災者防止計画案を策定し、平成15

年1月2 4 lJに開催された労働政策帝議会安全衛牛分科
会に諮問したところ、同イI2)J 2 4刊に開催された労働政

策審議会安全衛生分科会においてr,妥当」との答申を得

た。

4 評価結果の公表

報告書等労働政策審ぷ会安全衛生分科会答中(平成
15年2月2 4 lJ)

5 評価結果を到すて講じようとする措置

措置内容平成15年3月に、第10次労働災当防止計
画(別紙l［ユJm年6月号参照J)を策返した。

6 その他

許1,11;0)実施体制労働政策審議会'il:全衛生分開rr河
科会委員名簿 (～II 紙ユ［省略］) 脳出掛
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両足膝下切断労災裁判解決
神奈川♦磯田労災9,000万円で和解

參磯田さんの労災事故
1999年10月、磯田栄治さん(39 

歳)は、廃材処理機の修理作業中 
に両足を巻き込まれて、膝から下 
を切断するという労働災害に遭っ 
た。3人のお子さんのお父さんであ 
る栄治さんと、生後6か月の娘さん 
を育てていた妻の豊子さんの苦労 
は、並大抵のものではなかった。 
ところが、会社の産友商会の社長 
は、労災保険の手続きをスムーズ 
に行わないばかりか、「裁判なん 
かするなよ」などと言うなど、不誠 
実な対応をとった。たまたま豊子さ 
んの友人の知人が、全国安全セ 
ンターの古谷事務局長を知ってい 
て、神奈川労災職業病センターを 
紹介された。

もちろん労災はまもなく適用され 
たが、将来の生活に不安を覚えた 
栄治さんは、2001年2月に、一人 
でも入れる労働組合よこはまシティ 
ユニオンに加入。産友商会と元請 
のコマツ東京と交渉を開始するこ 
とになった。
參事故の原因について
実は廃材処理機は、元々コマ 

ツ東京が製造したもので、その修 
理作業をコマツ東京の社員と二人 
で行っていたのである。当日の役 
割分担として、修理作業そのもの 
は栄治さんが行い、コマツ東京の 
社員は、機械を動かしたり止めた

りしていた。本来修理作業に入る 
際には、スイッチを切って、エンジ 
ンを停止してから行うのであるが、 
被災した時は、コマツ東京の社員 
がエンジンを停止することを怠り、 
なんらかの原因で機械が回り出し 
た。産友商会の社長は、栄治さん 
が修理の溶接作業の際のアース 
のとり方が間違っており、それが原 
因で機械が回り出したと決め付け 
た。機械が回り出した原因につい 
ては、神奈川県警の指示でコマツ 
東京で再現実験まで行われたが、 
結局断定に至らなかった。

いずれにせよ、コマツ東京の社 
員がエンジンを止めていれば、絶 
対に回ることはあり得ない。産友 
商会は、実質上人入れ稼業のよ 
うな会社であり、安全教育も作業 
管理も何もかもコマツ東京と、現 
場の労働者に任せきりという状態 
であった。二社の責任は明らかで 
ある。磯田さんの過失など絶対に 
あり得ない。
參団体交渉の経過

なぜ機械が回ったのかというこ 
と以外の、事故の事実関係などに 
ついては、とくに会社と労組側で争 
いはなかった。交渉は具体的な補 
償金額の水準をめぐるものになっ 
た。産友商会はもちろんのこと、コ 
マツ(小松製作所)の連結決算の 
販売子会社であるコマツ東京も、

労災の損害賠償というのは初め 
ての経験だったらしい。就業規則 
に労災の上積み補償はあったが、 
その水準は20年ぐらい前のもの。
裁判になったらどうなるかを説 

明しながら、約1年間、事務折衝も 
含めた粘り強い交渉を継続したM 
残念ながら、妥結には至らなかっ 
た。

もちろん磯田さんにとっても、損 
害賠償など、初めての経験。労働 
組合ができる限りの支援をすると 
言われても、ピンとこなかったと思 
う。結局のところ、金額云々ではな 
く、なぜ事故が起きたのか、誰が 
悪いのかはっきりさせたい、という 
思いで裁判に踏み切ることになっ 
た。
參裁判闘争の経過

2002年6月に2社に対して、約 
1億6000万円の損害賠償を求め 
る裁判を横浜地方裁判所に提訴。
豊子さんも原告として、家族の 

慰謝料を求めた。弁護団は横浜 
法律事務所の芳野さん、小島さ 
ん、佐藤さんの3名。最初芳野さん 
に依頼したところ、「大きな事件だ 
から、3人で対応します」と言ってく 
ださって、最強の弁護団が結成さ 
れた。
法廷でも会は、事故の原因 

について、磯田さんが誤った作業 
をしたからと主張。さらに許しがた 
いことに、安全も含めて作業その 
ものの責任者は栄治さんであり、 
コマツ東京の社員に適切な指示 
をする義務は栄治さんにあるなど 
と主張し、自らの責任を全く認めよ 
うとしなかった。確かに現場では事 
実上現場労働者が仕事を担うこ 
とはある。しかしながら、安全管理
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責任まで下両け労働者に押し付

けられてはたまらない。

さらに許せないのは、労災 2級
で労働能力喪失本は!(泊%だとい

う事実に対して、片足カtなぐても印

ア岡に山たi童子もいる、働かない

のは本人のやる気がないからだ

などと、一社は主リ長してきた。とん

でもない。磯田さんは、日殺すら

考えるよそな日々の中、必死でリハ

ビリに励み、病院でも、「磯岡さん

はとても頑張っているので、他の

忠者さんにも見せたい。ビデオに

撮らせてをうっていいか」と言われ

るほどだった。こうした勿力を愚 775

するような主張だ。倖かに父通事

故此でこうした主張をする保険会

牡も増えており、裁判所も認める

ことがあると青う。現場労働者とし

て経験を積んできた栄治さ刈ことっ

て、向足がなければ到底仕事に

はならない。さすがに、傍聴帽の

支援の労働者かう、大きな野: ! K . :市3
飛んだ。

2003年 3月には、事故を起こし

た機械と同宿のものについて、裁

判所立会いの謝金がfTなオコれた。

機械を見てもらうというのは、もち

ろん必 '}J!:であるが、現場を知らな

い裁判官に、下子をすると、「こん

なに危険な機械・作業なのに、注

意しな均、ったのか」という印象を与

えか才ぷEい。原告と被告の双 )jが

ビデオで撮影して証拠化すξ とい

うかたちであったので、労組では万

全を期して、セミプロのカメラマンを

依頼。事故原凶を的憾に示すと

とに成功した。

2003年 7月 17円には、栄治さ

ん、主主友商会社長、一緒に働い

ていたコ?ソ束点社員の尋問カ可子

土れた。社長は十日変オコらず好きな

ことを言いたい放題だ、ったが、なん

ら収拠がないこともはっきりした。

コ'7'/東京の社員は疋直言って気

の毒だ:った。白分のミスで事政が

起きたニとは、彼自身がー岳よくわ

かっている。こういう場を労働者に

強いるコマツ束京に強い責りを感

じた。栄治さ!;s)尋問は坐々とした

ものだった。もちろん緊張のあま

り眠れない口々が続いたようだカえ

「練宵の|時よりずっとうまく証言して

いた」とは芳野弁護上の弁。

.広がる支援と抗議行動

裁判闘争と言さのは、ともする

と、弁護士さんとの打ち合わせに

ばカ叱)11寺|山がとられて、法廷はH
程引先めるたけで、 l分でおしまし¥

という状況になる。それでもよと

はまンティユニオンはもちろんの

こと、地域の労働組合か月の支援

者が傍聴席を見事めた。ある白治体

清掃労働者は、「私全磯肝さんと

同じ年のア供がいる。他人事とは

思えない」と、積械的に支媛に駆

けつけてくれた。何度も行われた

コマツ東京やコマツ本社への抗議

要請行動、法廷出口の駅ビラなど

も繰り返された。終盤の和解交渉

に人ってか巳の要請では、コマツ

の「早合軍決してほししりという4意思

がJ感じられた。

.和解へ

2003年秋からは和解がIiJJ告さ

れて、交渉が始まった。何度経験

しでも、人の命や健炭をバナナの

日JIき売りのように値段付けされる

ことに、労働者の過失が 2割だ、

3;';IJだと決め付けられξことに、大

きな抵抗感を感じる。そのととも率

直に弁護凶に伝えて、毅然とした

態度で和解交渉に臨んでもらっ

た。磯出さんらの思いも前述した

とおり、責イでをはっきりさせたいと

いうものであり、 1' '途半端な解決

はあり得なかった。動揺のなさが、

会社を和解に追い込んだ。最後

の会社恒JIの百い草は、「担当者の

責任毛主るから 100万円でも譲っ

てもらえないか」というをの。家族

を含めた人生をめちゃくちゃにされ

た被災背広怒りや決怠と比べて、

f必之卑小な会社役員の態度だろ

う。すでに勝負は着いていた。
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參解決後の磯田さん
2003年12月24日の和解成立 

後、ホッとした栄治さんはしばらく体 
調を崩したりもしたが、今は学校の 
PTA副会長を務めるなど、地域な 
どでも活躍。よこはまシティユニオ 
ンの執行委員も継続して務め、行

政交渉や会社への抗議行動など
にも、積極的に参加。忙
しい日々を送っている。
※写真は、解決報告愛会で、左か 

ら佐藤、小島、芳野各弁護士、 
磯田さん夫妻

(神奈川労災職業病センター)

害虫駆除作業で有機リン中毒

状、中枢神経症状として倦怠感、 
不安感、頭痛、めまいなど。重症 
になると、けいれん、錯乱、呼吸 
困難などの症状も出てくる。

Fさんは幸い軽症ですんだの 
で、症状は出たものの、血液検査 
などには大きな異常は出ず、1か 
月くらいの通院で症状はほぼ軽快 
した。

Fさんの場合は急性の中毒だっ
東京•対策も特殊健診もなし たが、長年にわたって曝露して慢 

性中毒になる場合もある。当然有

Fさん(27歳)は、2002年6月か 
ら害虫駆除の会社(職員数6名) 
に勤務し、現場作業員としてビル 
のオフィス、病院、学校などでゴキ 
ブリやシロアリなどの害虫駆除作 
業を行ってきた。
様々 滤虫剤械霧して作業す 

るのだが、昨年4月、有機リン剤で 
あるフヱニトロチオンを含有する「ネ 
オミサイル」という殺虫剤を動力噴 
霧器で噴霧して側溝やトイレを殺 
虫消毒した後しばらくして、頭痛、 
めまい、上肢のしびれ感(ビリビリ 
する)、吐き気などの症状が出現 
した。防毒マスクを使用せず、かな 
りの量を吸入したようだ。
近所の医院を受診したが、殺虫 

剤との因果関係をはっきりさせて 
もらえず、北里大学などに電話で 
相談していたが、たまたま東京労 
働安全衛生センターのホームペー 
ジを見て相談に来られた。すぐ亀 
戸ひまわり診療所を受診し、診察 
と検査の結果、有機リン剤中毒と 
診断され、労災申請をした。
有機リン剤中毒は、これまでは 

農村の農薬による中毒が多く、中 
には服薬自殺というケースもある。 
Fさんが使っていたフェニトロチオ 
ンの中毒症状は、副交感神経興 
奮症状として食欲不振、吐き気、 
嘔吐、腹痛、下痢、発汗などの症

機リン剤を取り扱う業務は、行政 
指導で特殊健康診断が義務づけ
られているが,この会社では行わ 
れていなかった。社長は、主治医 
に電話をしてきて、「中覇こなるは 
ずがない」などと言づていた。同業
種で被災者が潜在してい
ることも十分考えられる。

(東京労働安全衛生センター)

栃木でも中皮腫の認定事例
栃木♦電気工事店勤務、46歳で死亡

昨年9月、NO!アスベスト•キ 
ャンペーンの一環で実施した中皮 
腫•アスベスト被害ホットラインに 
は、全国から170件を超す相談が 
寄せられた。栃木県在住のAさん 
のお姉さんから、地元の新聞に掲 
載されたホットラインの記事を見て 
電話をいただいた。
電気工事店に勤務してV ViAさ 

んは、悪性胸膜中皮腫になり入院 
しているとのこと。翌週には、Aさ 
んの妻と姉が、東京労働安全衛

生センターの事務所までやって来 
られた。

Aさんは、19歳から地元の電気 
工務店に勤め、電気工事士として 
28年間、住宅、ビル、工場、学校 
等の建物の新築•増改築の工事 
に従事した。1996年2月から胸膜 
炎になり入退院を繰り返していた 
が、その後は症状が増悪すること 
もなく仕事を続けてきた。2001年11 
月、右背部腫瘤を自覚し、がんセ 
ンターで検査を受けた結果、悪性
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胸膜中皮腫と診断された。
早速、Aさんと面会して労災の 

説明や作業内容の聴き取りを行 
うことにした力' その4日後、人院 
先の病院で急逝された。46歳とい 
う若さだった。ご家族にも突然すぎ 
る死だった。

その後、自宅で遺影に焼香させ 
ていただき、労災請求の準備に取 
りかかった。当時、一緒に働いて 
いた同僚の方から作業内容の聴 
き取りをし、労災請求への協力を 
依頼した。がんセンターの主治医 
に面会し、悪性胸膜中皮腫の診 
断の確認と、石綿肺の所見はない 
が、胸膜プラークはあるとの説明 
を受けた。胸部レントゲン• CT写 
真を中皮腫•じん肺•アスベストセ 
ンターの名取雄司医師にも確認 
してもらった。

10月末、労働基準監督署に遺 
族補償給付等の労災請求の手続 
をとった。実はAさんは生前、夫妻 
で労基署を2回訪ねていた。その 
ときは、中皮腫と仕事との因果関 
係を証明するのは難しいと言わ 
れ、労災は無理だと思ったと言う。

12月、労災課長と交渉したとこ 
ろ、アスベスト曝露歴、医学的所 
見には問題はないが、年明けに 
本省協議をして判断したいとのこ 
とだった。今年1月の問い合わせ 
で、支給決定を確認。2月にAさん 
ご遺族に支給通知が届いた。

あらためて認定後に労基署に 
出向いたが、中皮腫の労災認定 
は栃木労働局管内では初めてと 
のことであった。しかし、これまで中 
皮腫やアスベスト疾患がなかった 
とは考えられない。大半の労基署 
が、こうした職業病事案を経験して 

いないのが実情と思われる。
Aさんの認定を契機に、潜在す 

る中皮腫•アスベスト疾患の掘り起 
こしをすすめ、労災補償による患

者•家族の救済につなげていきた 
いと思う。

凍京労働安全衛生センター)

続発性気管支炎不支給取消
東京參2件続けて審査請求で

東京労働安全衛生センター事 
務局員が代理人となってIゝた2件 
の審査請求事件について、東京 
労災保険審査官が、江戸川およ 
び三鷹労働基準監督署長の療養 
保障給付等の不支給決定を取り 
消し、支給することを決定した。2件 
ともに、じん肺合併続発性気管支 
炎に関する決定である。
亀戸ひまわ〇診療所と東京安全 

センターは、典型的で古典的な職 
業病であるじん肺被災者の救済 
に取り組んできたが、最近では建 
設労働組合と連携し、建設業にお 
ける被災者の早期発見と救済、そ 
して予防のための活動に取り組ん 
でいる。問題の2件は、建設業に 
長年従事した結果、じん肺となり、 
検査の結果じん肺合併症のひと 
つである続発性気管支炎の発症 
が確認され、それぞれ江戸)11労基 
署および三鷹労基署へ労災申請 
したにもかかわらず、業務外とされ 
た事例である。
署側の主張は、抗生物質投与 

等の「積極的な治療」力％;されてい 
なければ、続発性気管支炎の発 
症を認めないというものであった 
が、これは現在確認されている続 

発性気管支炎の判定基準を無視 
した決定であるため*、被災者、建 
設労働組合とど&に東京安全セン 
ターとして、強く抗議と見直しを申 
し入れてきた経過がある。
今回の決定書で明らかになっ 

たことは、署での決定にあたり意 
見を求められた地方じん肺診査医 
がその意見書の中で、「塵(原文 
のまま)肺法で認めている続発性 
気管支炎は、細菌感染などで増 
悪した気道感染は抗生剤などの 
投与で改善し得ることを前提に合 
併症と挙げられていると理解して 
いるので、その様な積極的治療 
の開始時期が合併症の時期と考 
えたい。(下線筆者)」としているこ 
とが不支給決定の根拠となってレ 
ることである。

こなれなV 日本語だがそれはと 
もかく、この意見書の問題点は下 
線部で、もっともらしく書かれてい 
るが、合併症判定の根拠である「じ 
ん肺審査ハンドブック」には、この 
ような記述はもちろん、「抗生剤の 
投与で改善すること!も、それを「前 
提」とすることも一切記載されてい 
なIゝ。まさしく全く勝手な「理解」で 
ある。
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各地の便り

今回の不支給決定により支給 
が数か月遅れ、被災者は大きな 
不利益を被っている。じん肺法と 
決められた判定基準を無視して、 
勝手に判定基準を作るじん肺診 
査医が存在すること自体大きな驚 
きだが、私たちの再三にわたる、 
きわめて明白な申し入れを無視し 
て、このようなじん肺診査医の主 
張を無批判に受け入れてきた監 
督署の責任も重大である。東京安 
全センターとしては被災者、労組と

共にこれらの責任を追及する。
*旧労働省安全衛生部労働衛生
課「じん肺¥診査ハンドブック」で
は、「たんの量の区分が2(3cc)
以上で、たんの性状の区分が
P1-P3の場合には続発性気 
管支炎にり患している判定し、 
治療の対象とする。」とあり、た
んの量と性状^^り続発性気管
支炎発症の判定とする 
ことが明示されている。 姗
凍京労働安全衛生センター)

放置されるじん肺被災者
埼玉等參機能しない健康管理■補償

昨年9月、中皮腫•アスベスト疾 
患ホットラインに寄せられた相談 
から、じん肺被災者のケースを紹 
介する。
埼玉県在住のBさん(63歳、男 

性)は、20代に5年ほど常磐炭坑 
で掘進夫として働き、その後は鉄 
骨建物の建築工事で鍛冶屋と呼 
ばれる仕事をしてきた。鍛冶屋さん 
は、鉄骨資材を組み付けるため、 
溶接、溶断作業を行う。アスベス 
卜の吹き付け作業と混在する現場 
で仕事をしてきた。
一昨年秋頃、体調を崩し｛士事が 

できなぐ^った。大学病院から関東 
労災病院に紹介されたが、胸に異 
常があると言われただけだった。 
昨年11月には、栃木県の珪肺労 
災病院に約1か月ほど入院。退院 
後、通院しきれず困っていた矢先、 
新聞でホットラインを知って相談に

来られた。
あらためてじん肺健診を受けて 

いただいた結果、珪酸や石綿や溶 
接のヒューム等の粉じんによる混 
合じん肺として、埼玉労働局にじん 
肺管理区分決定申請した。昨年末 
には、管理3イ(PR2)、続発性気 
管支炎で要療養との決定を受け、 
川口労基署に労災請求の手続を 
とった。本年3月末、労災認定を受 
けることができた。
栃木県在住のCさん(70歳、男 

性)は、20代の一時期、横浜のボ 
イラー製造工場でサンダーを使用 
してパイプのバリ取りをする仕事を 
していた。その後、鉄鋼資材の加 
工会社で溶接工として働き、30代 
から定年まで、栃木県内の鉄鋼会 
社で、H鋼の溶接加工等の作業 
に従事した。
在職中に、会社の健診で要精 

検となり、珪肺労災病院を受診し 
たが、じん肺管理区分の決定を受 
けなかった。肺炎と呼吸困難で近 
くの病院に入退院していた。やは 
り、新聞でホットラインのことを知り 
相談。栃木労働局にじん肺管理 
区分決定申請の手続をとり、本年 
1月、じん肺管理3 ロ (PR3)、続発 
性気管支炎で要療養との決定を 
受けた。現在、宇都宮労基署に労 
災申請中である。
埼玉県のCさん(65歳、男)は、 

29歳からガラスビンの製造会社に 
勤め、定年退職までビンの成型の 
作業に従事した。原材料を窯に投 
入し湯だしする部署ではなかった 
が、成型機から出てくる500度〜 
600度の高熱のガラスビンの不良 
品をピンばさみを使って選り分け、 
計量する仕事だった。ハサミには 
必ず帯状のアスベストを巻き付け 
ていた。高熱のビンを挟むとそれ 
が燃え白い粉じんが飛散した。す 
ぐに摩耗するので、一日のうち幾 
度もアスベストを取り替えていた。 
亀戸ひまわり診療所を受診し、本 
年2月末、埼玉労働局にじん肺管 
理区分決定申請を行った。

3つの相談に共通するのは、ど 
なたも体調を崩して病院にかかり、 
胸部レントゲンで異常所見がある 
にもかかわらず、じん肺と診断さ 
れず、適切な治療を受けていな 
かった。ましてや、どなたもじん肺 
管理区分決定を受けておらず、労 
災申請もしていなかった。労災病 
院や珪肺労災病院に受診してい 
ても、適切なフォローがなされてな 
い。何のための労災病院か。
労災病院は言うに及ず、一 

般医療機関に対しても、じん肺被
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世界から

災者の診断と治療、じん肺管理区 
分決定と健康管理手帳の交付申

政指導と啓発活動が必要 
と思われる。 姍

請、労災補償について、適切な行 凍京労働安全衛生センター)

全ての者に安全•健康な労働
世界參4.28労災被災者記念日

20041CFTU—1月：ICFTU 國 
際自由労連］事務局長Guy Ryder 
は、世界中の労働組合に対して、
2004年4月28日の第9回死亡•被 
災労働者のための国際記念日に 
向けた準備をする要請を発した。 
「全ての者に安全で健康的な労働 
を」が2004年の最初のテーマであ 
り、「使用者責任」が2番目のテー 
マである。彼はまた、4月28日が、 
労働者の権利と女性労働者(とく 
に輸出加工区やインフォーマル経 
済における貧困との関わりにおい 
て)に特別の焦点をあてつつ、優 
先課題のひとつしての「尊厳」に焦 
点をあてた世界の労働組合の5月 
1日［メーデー］の動員計画に向け 
た鍵となる日付のひとつであるこ 
とを強調した。Ryderは、テーマ的 
には、世界中の28日のセレモニー 
やイベントは、通常、死亡、罹患、 
被災労働者の追悼で始まり、命と 
ぐ5しの希望のメヅセージで終わる、 
この記念日の総体的位置づけを 
反映するように計画するべきであ 
るとした。
国レベルの歴史：歴史的には、 
この国際記念日(ICD)は、1989 
年に壯ダが「追悼日」法案C-223 
を採択して、政府による4月28日

の最初の国家的認知につながっ 
た、カナダ労働運動の取り組みの 
なかに位置づけられる。1989年 
には、アメリカ合衆国のAFL-CIO 
［労働総同盟•産別会議］が、毎年 
の行事として、同国の労働者の全 
国的な記念日として4月28日を採 
用した。
国際的な歴史：1996年にニュー 
ヨークの国連本部で、持続不可能 
なかたちでの労働や生産のゆえに 
死亡し、障害を負い、また病気に 
なった労働者の窮状にハイライト 
をあて、人間らしい労働［ディーセ 
ントワーク］及び持続可能な職場 
を促進する世界の労働組合代表 
が追悼のキャンドルや香を灯した 
ときに、4月28日は国際的な日と 
なった。彼らは、国連の持続可能 
な開発(CSD)に関する委員会と 
協力して、国際自由労連(ICTTU) 
によって組織された特別の「職場 
の日Jの場でそれを行ったのであ 

る。それ以来、国際労働運動は、 
4月28日を世界的な記念日として 
促進している。いまでは10か国• 
領土において、政府によって4月 
28日が公式に認知されている。 
參テーマ1:"全ての者に安全 

で健康的な労働を”
4月28日の第1のテーマ。職場 

の安全衛生の状況は、いかなる 
社会においても大多数の人々の 
生活と公衆衛生の質の有効なバ 
ロメーターであるということは、わ 
れわれの労働安全衛生環境(0 
HSE)作業部会の長年の信条であ 
る。2003年に4月28日に向けて発 
行された、ILOの背景説明情報で 
ある“労働における安全文化”を 
参照されたい。

あなたの国または部門におけ 
る、関係のあるまた適切などんな 
問題にでもハイライトをあててい 
ただきたい。取り上げる課題が、世 
界の労働組合の労働安全衛生環 
境作業部会の何らかの取り組み 
と関連づけることができたら、一層 
有用だろう。関連のあるものとして 
は、以下のようなものがある。
a) 労働安全衛生行動計画に関 

する2003年の国際労働会議の 
フォローアヅ/と労働安全衛生。 
以下で情報が入手できる。 
http://www.ilo.org/public/
english/standards/relm/ilc/
ilc91/pdf/rep-vi.pdf

b) 労働及び公衆衛生に関わり 
のある化学物質、とりわけアス 
ベスhb難分解性有機汚染物質 
(POPs) 〇作業部会は、アスベ 
ストの地球的禁止に関して、明 
解な立場を促進することで一致 
している。あなたの国で、そのよ
安全センター情報2〇〇4年5月号55
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li.ill界から E

うな禁止を促進することはきわ

めて重要である。また、農薬(剖

drinc 、DDT、dicldrinc 、cn-

drine、heptachlor 、muex、

tnxaphen) 、産業用化合物 (PC

B's) 、副生物 (PCB varations、

PCDD、P C D P、dioxins) の3
種類の化学物質ゲループの

PO PS I )スN二関連したいかなる

収り紺みも、作業部会の努)Jに

貢献することになるだろう。

c) 労働及び労働者())～士会汝ぴ

地域環境の特'V［と労働衛恒を

閣連づけるためのひとつの子

段としての持続ロJ能な職J府) { } L
進。これは、 2002 fドの持続可

能な開発に関する地球サミ1ソト

(WSSD)の成果の実施に関す

る、団連( U N )持続可能な闘充

委員会におけるわれわれの取

り組みと関連してくる三の文脈に

おいて、地域環境や社会問題

と閣連づけて労働者の健康を

増進することが有用だろう。

.テーマ2 “使用者責任"

2番目のこのテーマは、とりわけ

それがわれわれの品初のテーマ

と関連し、またこの問題に団する

労働者の認識を広けるものとして、

現存のグローパリゼーションの時

代においてこの問題の重 l止刊が

増していることを反映して選ばれ

た。使用者に関する焦点は、以卜

のように分煩することができる。

i) 蜘府及ひ公共部［"J政府は、

白らの権限において使用者で

もあり、同時に氏|山部門を管理

する公的枠組みの守護者でも

ある。乙れら関連する担［I而のひ

と三または以方尾に焦点を当て

てほしい。いくつかの諸国では、公

共部門の使用者は、労働安全衛

干に関する固の法令に拘束され

ておらず、これは弘直されるべき

である。公共部門労働者を含めた

全ての労働者に対する保護の

妥当性は、いずこにおいても原則

の問題でなけれはならない。重大

な関心事;は、現実に世界共通と

なってL治公共サービスの削減と、

その残された人々の労働時間へ

の影響、ストレスのレベル、労働

災告の可能性の増大、サービス

提供への影響、そして足後ではあ

るがとり村ナ公共部門労働者の家

族への不利益な影響でaる。工業

|玉|の多くの部分での制究は、公共

部門労働者が、職場の様々な問

題のなかでのトッフ。に 賃金より

も上に ストレスをあげているこ

とを不している。

最終的に、労働衛生に関連す

る膨大な範囲に及ぶ問題に関す

る全ての使川者の亙れを確保す

るために、適切な枠組み(法令、監

督、報特)の設定汝び維持を修実

にするうえで、政府の役割は必須

のをのである。民間の使用者に焦

点をあてるならば、一般に政府

の役古［Iはさらに強調、力説され

るべきものである。

ii ) 民山または協同組合部門。

民間企業における健践と安全

の問題は、広範凶に及び、{ロI
が強調されるべきかは、あなた

が優先課題と考える国または

地域の文脈に左tiされる。ほ

とんとやの部分に関しては、労働

組合及ひ全労働組合が加わって

いる連合の、現存の|玉|または

国際的なキャンペーンを反映

した諸課題を確認することをお

IiJ Jめする。

とくに、多圃籍企業のための

経済協力開発機構 (0区::0)ガ

イドライン、グローバル・コンパ

ク卜、地球的規模報告イニシア

チフ (GRI)や ILOの様々な国

際文占や措置などの、企業の

責任を扱った鍵となる組織化さ

れたメカニズムを促進する取り

組みを行うよう呼びかける。 4月

28 t Iはとりわけ、社会的対話、

及び結社の自FIlと岡休交渉の

権利の完全な尊重に法づいた

健全な労使団係によってなされ

る、企業の責任及び責務の向

上に対する貢献を指摘すべき

で庇る。そして最後になるが、職

場におけるd首思決定への積極

付ょ刻暗通じた解決策σ:実施

における、労働者及び労働組

合の役古［Iにハイライトをあてる

ととが、き制うて重要で町内

ある。 魁よムa

(写買は連合のチラシ)

※ http://www .icf tu.orgJdis pl ay
d仁C凹 nent出 p?Index=991219

085&Language=EN
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J{ ),JI・ひょうご労働安全衛生センター ιmail a-union@ltriton.ocn.ne.jp 
干651・0096神戸市中央区立：：！=t:i函I－卜I212月 TEL (078) 251-1172 /FAX (078)251-J 172 

広 島 ・広島労働安全衛生センター E-mail hirosima-az印 刷cr@cronos.ocn.n巴 jp
〒732・0827JよXi；市南区稲，：：rlllT5-41 IJ回ピル TEL(082)264-4110/FAX(082)264・4110

μ 取 ．鳥取県労働安全衛生センター
〒680-0814.'.'.MliUl1南lllf505自治労会館｜人lTEL(0857)22-61 IO /FAX (0857)37-0090 

徳 品・NPO法人徳島労働安全衛生センター E-mail ren_go・1okushi111aゆηva.biglobe.ne.jp
〒770-09-12徳島市H日和町3・35・i徳烏県労働協祉会館内 TEL(088) 623・6362/FAX (088) 655-4113 

愛媛・NPO法人愛媛労働安全衛生センター らmailcoshc⑩mx81 .tiki.ne・jp
〒1n-0003:?JrJ戸H兵市車1rru町1・9θTEL(0897) 34-0900 /FAX (0897) 37・1467

愛 媛 ．えひめ社会文化会館労災職業病相談室
〒790-0066総Ll1Tl1'10;[0Blf8-6 TEL (089) 941-6065 /FAX (089) 941-6079 

尚 匁ue財団法人高知県労働安全衛生センター
干780・001I 1勾匁lrli刻!J!f:ltlllf3-2-28 TEL (0888) 45-3953 /FAX (0888) 45-3953 

熊 本・熊本県労働安全衛生センター らmailawat巴mon@ea只lc.ocn.ne.jp
干86卜2105熊本市船I¥Hf秋凶344ト20紋浮レークタウンクリニ汐 TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368-6177 

大 分・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
干870・0036大分i!J1!1央Hfn ・3労働福祉会館 IソレイユJl階 TEL (097) 53 7・7991/FAX (097) 534-8671 

',,:,; 附・旧松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyuga@mnct.nc.jp 
〒883・0021日向市lH光寺283-211長江団地ト14 TEし（0982)53-9400 IF AX (0982) 53-3404 

鹿児島 ．鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@po・synapse.ne.jp
干899・5216姶良・1111加治木Ulf本町403有IYJビル2F TEL (0995)63-1700 /FAX (0995) 63-1701 

自治体 ．自治体労働安全衛生研究会 E-mail slトne1@)ubcne1.or.jp

〒102-0085千代m区六待mr1 1き1治労会館3附 TEし(03)3239-94 70 I FAX (03) 3264-1432 

（オブザーバー）

福島．福島県労働安全iij生センター
〒960・8 1 32 柄拘市東l~IIIT6-58 福.i::,xi凶労組JJ、l TEL (0245) 23・3586/FAX (0245)23・3587




